
平成１７年１月２６日判決言渡　　
平成１１年(ワ)第４０８５号　損害賠償請求事件（以下「第１事件」という。）
平成１２年(ワ)第１９４０号　損害賠償請求事件（以下「第２事件」という。）
口頭弁論終結日　平成１６年７月２３日

判決
主文

１　第１事件原告ら及び第２事件原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は第１事件原告ら及び第２事件原告らの負担とする。

事実及び理由
第１章　請求

（第１事件）
　被告は，第１事件原告らに対し，それぞれ１０万円及びこれらに対する平成１３年６
月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（第２事件）
　被告は，第２事件原告らに対し，それぞれ１０万円及びこれらに対する平成１３年６
月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２章　事案の概要
　本件は，被告の職員である第１事件原告ら及び第２事件原告ら（以下両者を併せて
「原告ら」という。）が，被告が原告らの給与を抑制する条例を制定したことが違法で
あるとして，被告に対し，国家賠償法１条による損害賠償請求権に基づき，減額され
た賃金相当の損害のうち各１０万円及びこれらに対する不法行為の後の日である平
成１３年６月１３日から支払済みまで国家賠償法４条が準用する民法所定の年５分の
割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
　さらに，原告らは，本件各訴え提起後，行政事件訴訟法４条所定のいわゆる実質的
当事者訴訟として，原告らの給与を抑制する前記条例が無効であると主張して，原告
らの給与の根拠となる職員の給与に関する条例（昭和４２年愛知県条例第３号）によ
る賃金支払請求権に基づき，減額されなければ得られたであろう賃金のうち各１０万
円及びこれらに対する支払日の後の日である平成１３年６月１３日から支払済みまで
民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を選択的，追加的に併合して請
求するものである。
第１　争いのない事実等

１　原告らは，いずれも地方公務員法の適用を受け，被告の機関である愛知県教
育委員会が給与を支給する職員である（争いがない。）。

　　原告らは，職員の給与に関する条例（昭和４２年愛知県条例第３号）１条に規定
する職員である（争いがない。）。

２　愛知県人事委員会は，平成１０年１０月１日，愛知県議会議長と愛知県知事に
対し，その当時の給料表を人事院が勧告した俸給表に準じて改定することなど
を内容とする報告及び勧告をした（乙２４）。

３　Ａ前愛知県知事は，４期１６年にわたり愛知県知事を務めてきたが，平成１１年
２月の知事選挙には不出馬を表明し，知事選挙が同月７日に実施され，その結
果，Ｂが新愛知県知事となった（甲４）。

４　Ｂ新愛知県知事（以下単に「愛知県知事」という。）は，被告の財政が危機的状
況に陥っているとして，平成１１年２月２６日に開会した定例愛知県議会に対し，
第２２号議案「知事等及び職員の給与の特例に関する条例」（以下「平成１１年
度給与抑制条例」という。）を提出することとした（弁論の全趣旨）。

５　愛知県議会は，平成１１年度給与抑制条例案が提出される予定であることを受
け，議案説明会が，議会開会に先立つ平成１１年２月２２日から同月２５日にか
けて，愛知県議会議長の召集により，議事堂大会議室において開かれた。

　　前記議案説明会は，前記定例愛知県議会において提出する予定の当初予算
及び各議案について各議員が理解を深めることを目的とし，各議案に対する被
告当局の説明を求めて，愛知県議会議長が召集し，議員全員を対象に開催さ
れる会である。議案説明会は，常任委員会の所管ごとに行われ，平成１１年度
給与抑制条例に関しては，総務企画委員会所管に係る議案として，平成１１年２
月２５日午前１０時から開かれた議案説明会において説明がされ，所管部担当
者は，同日の説明会において，全議員を対象に，条例案の提案趣旨及び逐条
の説明をした（乙１３から１５まで）。所管部担当者は，さらに，前記条例案による
給与抑制見積額等について説明をした（乙２３）。

６　愛知県議会は，愛知県人事委員会に対し，平成１１年度給与抑制条例案中第



５条から第７条までの条項等につき，平成１１年２月２２日付けで意見照会をし
（乙２５の１），愛知県人事委員会は，愛知県議会に対し，同月２４日付けで当該
照会に対する回答をした。その回答は，「この措置は誠に残念であると言わざる
を得ません。しかしながら，今回の措置は，景気の一層の悪化に伴う県税収入
の急激な減少により，本県財政が過去に経験したことのない危機的状況に立ち
至っていることに鑑み，こうした状況に対処するため可能な限りの努力をされた
結果，緊急避難的にとられるものであると理解されますので，現下の諸情勢を勘
案すればやむを得ないものであると考えます。」というものであった（乙２５の２）。

７　愛知県知事は，平成１１年２月２６日に開会した定例愛知県議会に平成１１年度
給与抑制条例の条例案を提出し，被告の財政の危機的状況の下における予算
編成についての説明を加えながら，提案理由の説明をした（争いがない事実，乙
１，１０）。

８　愛知県議会は，平成１１年度給与抑制条例案の提出を受け，平成１１年３月２
日から同月９日にかけて開かれた愛知県議会本会議及び総務企画委員会にお
いて審議をした。

　　平成１１年２月の定例愛知県議会は，被告の抱えている財政危機の問題が主
要なテーマとされ，現下の被告の財政の危機的状況の要因とそれに対する被告
の対応策について，愛知県議会本会議において議員から質問がされ，質疑が重
ねられた（乙２０の２，２０の３から７までの各１，２）。

９　愛知県議会総務企画委員会は，全会一致をもって前記議案について原案を可
決した（争いがない。）。

　　これを受けて，愛知県議会は，平成１１年３月１９日に開かれた本会議で，前記
議案について多数の議員の賛成により原案を可決した（争いがない。）。

　　これを受けて，愛知県知事は，平成１１年３月２３日，平成１１年度給与抑制条
例（甲１）を公布した（争いがない。）。

10　平成１１年度給与抑制条例のうち，原告らに適用される条項の内容は，おおむ
ね平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までの間，給与（教職調整額を含
む。）及びこれに係る調整手当については，３.５％減額し，期末，勤勉手当につ
いては，８％減額するというものであり，その詳細は別紙１の「平成１１年度の知
事及び職員等の給与の減額について」と題する書面記載のとおりである（減額
の対象を除き争いがなく，教職調整額が対象となることは弁論の全趣旨により
認められる。）。

　　被告は，平成１１年度給与抑制条例に基づき平成１１年４月１日から給与の減
額を実施している（争いがない。）。

11　愛知県人事委員会は，平成１１年１０月１日，愛知県議会及び愛知県知事に対
し，当時の給料表を人事院が勧告した俸給表に準じて改定することを内容とす
る報告及び勧告をした（乙１９）。

12　第１事件原告らは，平成１１年１０月２６日，名古屋地方裁判所に対し，減額さ
れた賃金相当損害金の支払を被告に対して求める国家賠償請求訴訟を提起し
た（当裁判所に顕著）。

13　平成１２年度の職員給与に関しては，平成１１年度給与抑制条例に定める給
与抑制期間を，「平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで」と改正する条
例が，「知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」
（平成１２年愛知県条例第２３号。以下「平成１２年度給与抑制条例」という。）と
して平成１２年３月２８日に公布され，同年４月１日から施行され，平成１１年度と
同じ内容の給与抑制が実施されている（甲３６，３７）。

14　第２事件原告らは，平成１２年４月２６日，名古屋地方裁判所に対し，減額され
た賃金相当損害金の支払を被告に対して求める国家賠償請求訴訟を提起した
（当裁判所に顕著）。

15　愛知県人事委員会は，平成１２年１０月１日，愛知県議会及び愛知県知事に対
し，人事院が俸給表の改定を見送ることとしたため，給料表の改定を見送ること
が相当であるという内容の報告及び勧告をした（乙８１）。

16　平成１３年度の職員給与に関しては，給与（教職調整額を含む。）及び調整手
当の減額率を３．５％から２％に減縮し，期末，勤勉手当の８％の減額をやめ，
平成１１年度給与抑制条例に定める給与抑制期間を，「平成１３年４月１日から
平成１４年３月３１日まで」と改正する条例が，「知事等及び職員の給与の特例に
関する条例の一部を改正する条例」（平成１３年愛知県条例第９号。以下「平成
１３年度給与抑制条例」という。）として平成１３年３月２７日に公布され，同年４月



１日から施行されている（甲３８，３９）。
17　原告らは，平成１３年６月１１日付け同月１２日送達の書面をもって，被告に対

し，選択的，追加的に，職員の給与に関する条例（昭和４２年愛知県条例第３
号）による賃金支払請求権に基づく請求を併合した（当裁判所に顕著）。

18　原告らが，平成１１年度給与抑制条例，平成１２年度給与抑制条例及び平成１
３年度給与抑制条例（以下これらを総称して「本件給与抑制条例」という。）によ
り，減額された給与等の額は，別紙２の「一覧表」の「認否額」欄記載の各原告
に対応する欄に記載のとおりである（原告らの主張する額よりも被告の認める額
の方が多く，弁論の全趣旨により，被告の認める額と認めるのが相当であ
る。）。

19　「財政再建団体」とは，地方財政再建促進特別措置法（昭和３０年法律第１９５
号）及び同法施行令に根拠を有するものである。すなわち，地方財政再建促進
特別措置法２条１項は，「昭和２９年度において，歳入が歳出に不足するため昭
和３０年度の歳入を繰り上げてこれに充て，又は実質上歳入が歳出に不足する
ため昭和２９年度に支払うべき債務の支払を昭和３０年度に繰り延べ，若しくは
昭和２９年度に執行すべき事業を昭和３０年度に繰り越す措置を行った地方公
共団体（以下「昭和２９年度の赤字団体」という。）で，この法律によって財政の再
建を行おうとするものは，（略）財政の再建に関する計画（以下「財政再建計画」
という。）を定めなければならない。」とし，同法３条４項は，財政再建計画につい
て承認を得た昭和２９年度の赤字団体を「財政再建団体」と呼称している。

また，同法２２条２項は，「昭和３０年度以降の年度において，歳入が歳出に
不足するため翌年度の歳入を繰り上げてこれに充て，又は実質上歳入が歳出
に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度に繰り延べ，若しく
は当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越す措置を行った地方公共団体
で既に財政再建団体となっているもの以外のもの（略）は，当分の間，第２条第１
項の規定により財政の再建を行うことを申し出ることができる。（略）。」と定め，
同条４項は，「歳入欠陥を生じた団体でその財政再建計画について総務大臣
（平成１１年１２月までは「自治大臣」）の同意を得たもの」を「準用財政再建団
体」と呼称しているが，この「準用財政再建団体」を単に「財政再建団体」と称す
ることもある（弁論の全趣旨。ただし法令の内容は当裁判所に顕著）。

　　そして，同法２３条１項は，「昭和３６年度以降においては，歳入欠陥を生じた団
体で政令で定めるものは，地方財政法第５条ただし書の規定にかかわらず，前
条第２項の規定によって財政の再建を行う場合でなければ，地方債をもって同
法第５条第５号に掲げる経費の財源とすることができない。（略）」と定めており，
同法２２条２項により同法２条１項の規定による財政の再建を行う場合でなけれ
ば，原則として地方債の発行ができなくなり，事実上財政再建が不可能となる。
したがって，地方公共団体が「歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるもの」に当
たることになった場合には，同法２条以下の規定により財政再建手続に入ること
になる（乙９，弁論の全趣旨）。

　　ところで，同法２３条１項に定める「歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるもの」
については，地方財政再建促進特別措置法施行令１１条の２第１項により，「当
該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこ
れに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため，
当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及
び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出予算の額で当該年度に繰り
越した額の合算額（以下「当該年度の前年度の赤字額」という。）が，次の各号に
掲げる地方公共団体の区分に応じ，当該年度の前年度について，当該各号に
定めるところにより算定した額以上である場合における当該地方公共団体とす
る。」と定義され，かつ，同項２号には道府県の場合の「当該各号に定めるところ
により算定した額」について，「地方交付税法第１０条の規定により算定した普通
交付税の額，同法第１４条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規
定により算定した地方道路譲与税，石油ガス譲与税，航空機燃料譲与税及び交
通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の８０分の１００に相当する
額並びに当該地方道路譲与税，石油ガス譲与税，航空機燃料譲与税及び交通
安全対策特別交付金の収入見込額の合算額に０．０５を乗じて得た額」と定めら
れている（乙２１）。すなわち，道府県の場合には，前年度の赤字額がいわゆる
「標準財政規模」の５％以上となる場合に，「準用財政再建団体」に当たることと
なる（弁論の全趣旨）。



　　この「標準財政規模」とは，地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの
で，道府県の場合，次の方法によって計算されたものをいう（乙３２）。

　（基準財政収入額－各種譲与税・交通安全対策特別交付金額）×１００／８０＋
各種譲与税・交通安全対策特別交付金額＋普通交付税

　　被告の平成１０年度の「標準財政規模」は，約１兆０８７９億円（以下，億を超え
る数字については，四捨五入して億単位で記載する。）であり（乙２２），これに０.
０５を乗じた額は約５４０億円となる（弁論の全趣旨）。

20　「形式収支」とは，歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額，す
なわち歳入歳出差引額をいう（乙３１）。形式収支は，例えば，当該年度に支払う
べき債務の支払を翌年度に繰り延べ，又は当該年度に執行すべき事業を翌年
度に繰り越すなどの措置を執っても，このような現金の収入支出を伴わない債
権的，債務的要素は形式収支には現れないため，当該地方公共団体の収支の
実態を的確に示しているとはいい難い（弁論の全趣旨）。

　　「実質収支」とは，歳入歳出差引額（形式収支）から翌年度へ繰り越すべき財
源，すなわち継続費逓次繰越，繰越明許費，事故繰越，事業繰越，支払繰延に
伴い翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額をいい，形式収支に発生主
義的要素を加味して本来当該年度に属すべき支出（翌年度への繰越額）を債務
要素とみなし，本来当該年度に属すべき収入（翌年度への繰越額に係る未収入
特定財源）を債権要素とみなして，両者を加減した実質的な収入と支出との差額
として算出し，前年度以前からの収支の累積という意味がある（乙３１）。地方公
共団体の決算においては，この実質収支が黒字であるか赤字であるかが，準用
財政再建団体に当たるかの判断において重要である（弁論の全趣旨）。

　　繰越明許費は，歳出予算経費のうち，その性質上又は予算成立後の事由によ
り当該年度内に支出が終わらなかったもので，予算の定めるところにより翌年度
に限り繰り越して使用できるものであり，また，事故繰越は，歳出予算経費のう
ち，年度内に支出負担行為をし，避け難い事故のため年度内に支出が終わらな
かったものを翌年度繰り越して使用するものである（弁論の全趣旨）。

　　「単年度収支」とは，当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を
差し引いた額をいう（乙３１）。これにより当該年度の収支均衡の状況が明らかと
なる。すなわち，単年度収支が黒字であれば繰越金が増加したり，過去の赤字
額が減少したことを意味し，単年度収支が赤字であれば，過去からの繰越金が
減少したり，赤字額が増加したことを意味する（乙２８，３１，弁論の全趣旨）。

21　「骨格予算」とは，地方公共団体の長や議員の選挙時期等の関係から政策的
な判断ができにくいなどの事情により，政策的経費等の予算計上を避け，人件
費等義務的経費等必要最小限度の経費を計上する予算編成をいう（乙３８）。
「肉付け予算」とは，これらの事由が解消された後，政策的経費や新規事業等を
加える補正予算をいう（乙３８）。

22　歳入は，その使途の制約に着目して①「一般財源」と②「特定財源」に分けられ
ている（乙７６）。①一般財源は，財源の使途が特定されず，どのような経費にも
使用できるもので，県税，地方交付税，地方消費税清算金，地方特例交付金，
地方譲与税，交通安全対策特別交付金及び繰越金がこれに当たる。これに対
し，②特定財源は，財政の使途が特定されているもので，県債，国庫支出金，諸
収入，使用料，手数料，分担金，負担金，繰入金，財産収入及び寄附金がこれ
に当たる（乙７６，弁論の全趣旨）。一般財源と特定財源とを分類する意義は，財
政運営の観点から歳入のうち一般財源が占める割合によって県が独自に行い
得る施策の幅が決まる点にある。すなわち，いかなる経費にも使用できる一般
財源の割合が高いほど，県の施策の自由度が高まり，また，新しい行政需要に
も的確に応えることのできる弾力性を有することとなる。逆に，使途が特定され
ている特定財源の割合が高いほど，施策の自由度が低くなり，施策の硬直化を
招くことになる（乙７６，弁論の全趣旨）。

23　歳出は，①「義務的経費等」，②「投資的経費」及び③「その他経費」に分けら
れている（乙４０，７６）。①「義務的経費等」は，支出が義務付けられて任意に削
減できない経費のことで，人件費，扶助費，公債費がこれに当たり，「等」とは，
地方税法により県税として収入した一定割合を市町村に交付することが義務付
けられている県税交付金等をいう。②「投資的経費」は，道路，河川，砂防，治
山，土地改良など，その支出の効果が社会資本の形成に向けられる経費で，国
からの負担金又は補助金の交付を受けるか否かで，公共事業と単独事業とに
分類される。③「その他経費」は，義務的経費等及び投資的経費以外の経費



で，単独補助金，貸付金，繰出金，物件費などである（弁論の全趣旨）。「単独補
助金」は，法令によらず県が独自に交付する補助金で，例えば，市町村振興事
業費補助金などが挙げられる。「貸付金」は，行政施策上の目的で企業に対して
貸付けをする経費で，例えば，中小企業金融対策貸付金などが挙げられる。「繰
出金」は，一般会計から他会計，基金に対して支出する経費で，例えば，流域下
水道事業特別会計繰出金などが挙げられる。「物件費」は，賃金，旅費，役務
費，委託料などの消費的性質の経費が挙げられる（乙７６，弁論の全趣旨）。な
お，この③「その他経費」として，２００５年日本国際博覧会関係のものとして，博
覧会の準備，運営を担う財団法人２００５日本国際博覧会協会への補助金とし
て，平成１１年度に約５億円（乙４８の７２頁），平成１２年度に約６億円（乙５８の
１９３頁），平成１３年度に約８億円（乙６９の１８６頁）がそれぞれ支出されてい
る。

第２　争点
（職員の給与に関する条例に基づく請求）

１　平成１１年度給与抑制条例の無効
(1)　地方公務員法２４条６項，２５条１項，３項１号，憲法９４条違反
(2)　地方公務員法所定の給与決定原則違反
(3)　条例の成立過程の瑕疵の有無
(4)　合理的理由の欠如

ア　裁量権零収縮の理論で，被告当局及び愛知県議会の立法裁量は否定さ
れる。

イ　仮に，被告当局及び愛知県議会の立法裁量が認められるとしても，被告
が主張するような広汎な立法裁量は認められず，裁量権零収縮の理論に
ならって裁量権は限定されるべきであり，裁量権の逸脱，濫用により違法で
ある。
(ア)　総論
(イ)　裁量基準の違法
(ウ)　裁量判断の方法・過程の違法
(エ)　裁量権行使に際しての手続の不公正

　財政再建計画を立てないまま，本件給与抑制条例を立案，提案した。
(オ)　事実誤認

２　平成１２年度給与抑制条例の無効
(1)　立法形式の濫用
(2)　地方公務員法２４条６項，２５条１項，３項１号，憲法９４条違反
(3)　地方公務員法所定の給与決定原則違反
(4)　条例の成立過程の瑕疵の有無
(5)　合理的理由の欠如

ア　裁量権零収縮の理論で，被告当局及び愛知県議会の立法裁量は否定さ
れる。

イ　仮に，被告当局及び愛知県議会の立法裁量が認められるとしても，被告
が主張するような広汎な立法裁量は認められず，裁量権零収縮の理論に
ならって裁量権は限定されるべきであり，裁量権の逸脱，濫用により違法で
ある。
(ア)　総論
(イ)　裁量基準の違法
(ウ)　裁量権行使に際しての手続の不公正

　財政再建計画を立てないまま，本件給与抑制条例を立案，提案した。
(エ)　事実誤認

３　平成１３年度給与抑制条例の無効
　前記「２　平成１２年度給与抑制条例の無効」と同じ。

４　消滅時効（抗弁）
（国家賠償請求）

１　平成１１年度給与抑制条例の違法
２　平成１１年度給与抑制条例の違法性に関する愛知県知事及び愛知県議会議

員の故意，過失
３　平成１２年度給与抑制条例の違法
４　平成１２年度給与抑制条例の違法性に関する愛知県知事及び愛知県議会議

員の故意，過失



５　平成１３年度給与抑制条例の違法
６　平成１３年度給与抑制条例の違法性に関する愛知県知事及び愛知県議会議

員の故意，過失
第３章　争点に関する当事者の主張

（職員の給与に関する条例に基づく請求）
　第１　平成１１年度給与抑制条例の無効

１　地方公務員法２４条６項，２５条１項，３項１号，憲法９４条違反
（原告らの主張）
　地方公務員法２４条６項は職員の給与は条例で定めると定め，同法２５条１項
は，職員の給与は，同法２４条６項の規定による給与に関する条例に基づいて
支給されなければならずと定め，同条３項は，給与に関する条例に規定すべき
事項として給料表を１号として掲げている。また，同法２６条に定める人事委員
会の報告，勧告の対象は給料表である。
　これらに照らせば，給料表は，給与に関する条例の中核的事項であるというこ
とができる。
　国家公務員に対しても，その生存権保障の趣旨から，法は労働基本権の制約
に見合う代償措置として，身分，任免，服務，給与その他に関する勤務条件につ
いて詳細な規定を設け，さらに，中央人事行政機関として準司法機関的性格を
持つ人事院を設けている。ことに公務員は，法律によって定められる給与準則
に基づいて給与を受け，その給与準則には俸給表のほか法定の事項が規定さ
れるなど，いわゆる法定された勤務条件を享受しているのであって，人事院は公
務員の給与，勤務時間その他の勤務条件について，いわゆる情勢適応の原則
（国家公務員法２８条１項）により国家及び内閣に対して報告と勧告をすることが
義務付けられている（同条２項）。そして，公務員たる職員は，個別的に又は職
員団体を通じて俸給，給料その他の勤務条件に関し，人事院に対しいわゆる行
政措置要求をし，不利益な行政処分を受けたときは，人事院に対し審査請求を
する途も開かれているのであり，このように，国家公務員は労働基本権に対する
制限の代償を法制度上整備された生存権擁護のための関連措置による保障を
受けている（最高裁判所昭和４８年４月２５日大法廷判決刑集２７巻４号５４７頁
参照）。
　地方公務員も，地方公務員法上，国家公務員の場合とほぼ同様な勤務条件
に関する利益を保障する定めがされているほか，人事院制度に対応するものと
して，これと類似の性格を持ち，かつ，これと同様の又はこれに近い職務権限を
有する人事委員会又は公平委員会の制度が設けられており，それらは，なお中
立的・第三者的な立場から公務員の勤務条件に関する利益を保証するための
機構としての基本的構造を持ち，かつ，必要な職務権限を与えられている（同法
２６条，４７条等）点においては，人事院制度と本質的に異なることはなく，その
点において，制度上地方公務員の労働基本権の制約に見合う代償措置の一つ
の一般的要件を満たしているものと認めることができる（最高裁判所昭和５１年
５月２１日大法廷判決刑集３０巻５号１１７８頁参照）。
　以上のとおり，公務員の労働基本権の制約に対する代償措置における俸給表
（国家公務員の場合）又は給料表（地方公務員の場合）及び俸給表に対する人
事院の権限（調査研究と給与準則の立案）又は給料表に対する人事委員会の
権限（給料表に対する報告と勧告）の制度の持つ意味は極めて大きい。
　したがって，職員の給与は，職員の給与に関する条例に定める給料表に従っ
て支給されるべきであり，仮に職員の給与を減額する場合，給料表自体の改定
が必要であり，かつ，その改定に当たっては地方公務員法２６条所定の人事委
員会の給料表に対する報告と勧告という手続が必要不可欠である。
　しかし，平成１１年度給与抑制条例は，給料表それ自体を変更するものではな
いし，また，人事委員会の報告，勧告の手続もなく，職員の給料を地方公務員法
２５条３項１号に定める給料表に従って支給しないことを定めるものであり，地方
公務員法２４条，２５条１項，３項１号に反し，ひいては憲法９４条にも反する。ま
た，これらは，公務員の労働基本権を制約したことの代償措置の存在意義を否
定するものであり，前記最高裁判所大法廷判決にも違反する。
（被告の主張）
(1)　地方公務員法２４条，２５条は，職員の給与は条例でこれを定めなければな

らず，また，職員の給与は法律又はこれに基づく条例によらなければならない
と定め，給与は必ず条例の根拠に基づかなければならないという原則（給与



条例主義）を定めている。
　　この趣旨は，①地方公務員は，その地位の特殊性に基づき労働基本権が制

限されており，その制約に対する代償措置の基本となるものとして，職員の給
与は，住民の代表である議会が制定する条例によって定めるべきものとし，
職員に対して給与を権利として保障するとともに，②給与の決定を条例の制
定の形で住民の意思に基づいて行うことにより住民自治の原則の実現を企図
したことにある。

　　したがって，給与を定める条例は，その条例の名称や形式を問わず，これら
の趣旨に反しない限り，給与条例主義に反することはない。

　　平成１１年度給与抑制条例は，「職員の給与に関する条例」の特例的措置を
別条例の形式で定めるものであり，「職員の給与に関する条例」に定める給
料表の基準を一律に削減する形式で，同条例と一体となって，職員給与の給
料表を定めるものであって，職員の給与に関するその他の基準は，すべて
「職員の給与に関する条例」にのっとっている。

　　また，平成１１年度給与抑制条例と同様，給与に関する特例的措置を定めた
条例として，「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条
例」や「職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例」があるし，同様の特例的
措置を定めた条例は被告だけでなく，ほとんどすべての自治体に存在する。

　　したがって，平成１１年度給与抑制条例は，明らかに地方公務員法所定の
「給与に関する条例」に当たり，給与条例原則に反しない。

(2)　人事委員会の報告，勧告の点については，地方公務員法１４条は，勤務条
件の情勢適応の原則を定め，硬直的になりがちな職員の勤務条件をできる限
り弾力化するよう求めている。そして，地方公共団体の各機関は，職員の給
与を含む勤務条件が「社会一般の情勢（それぞれの地方公共団体の地域的
事情）」に適応するよう，「随時」措置をすべき義務を負っている。地方公務員
法２４条３項が，職員の給与に関して「均衡の原則」を定めているのも，この
「情勢適応の原則」を具体化したものである。

　　したがって，本来，議会又は当局は，人事委員会の勧告を待つまでもなく，法
定されている「情勢適応の原則」又は「均衡の原則」にのっとり，自主的に給
与の改定を行うことができる。

　　平成１１年度給与抑制条例は，前記の「情勢適応の原則」の要請にのっとっ
て制定された。

　　なお，地方公務員法２６条は，人事委員会が「給与を決定する諸条件の変化
により，給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは，
あわせて適当な勧告をすることができる。」という給与勧告制度を定めてい
る。しかし，この人事委員会による給与勧告制度は，給与の決定などについ
ては，中立かつ専門的機関である人事委員会が関与することが望ましいこと
から設けられているにすぎず，その勧告に拘束力が認められているわけでは
ない。特に議会は給与等に関する条例についての最終的な意思決定機関で
あって，その議決は地方公共団体の公共的な意思を確定するものであり，現
に人事委員会を設けていない市町村では，人事委員会の勧告がなくても議会
の議決のみで給与の改定をしていることとの均衡からも，人事委員会を置く地
方公共団体においても，議会の議決がすべてに優先し，人事委員会の勧告を
待たずとも，自主的に給与の改定をすることができる。

　　また，平成１１年度給与抑制条例の審議に際し，愛知県議会議長は，地方公
務員法５条２項に基づき，愛知県人事委員会委員長に対して平成１１年度給
与抑制条例に関する意見照会をしているが，この照会に対し，愛知県人事委
員会委員長は，「現下の諸情勢を勘案すればやむを得ないもの」との判断を
示し（乙２５の１及び２），平成１１年度給与抑制条例の制定を是認している。

(3)　原告らが引用する判例において，最高裁判所は，公務員の労働基本権の
制約の合憲性を認めるに当たり，公務員の給与が，議会の議決において定
められるものであって，契約当事者間の交渉によって決定される民間労働者
とはその賃金決定体系が異なっているという財政民主主義の見地を重視した
のであり，平成１１年度給与抑制条例は，正に財政民主主義の要請に基づい
て制定されたものである。

（原告らの反論）
(1)　被告は，平成１１年度給与抑制条例による給与抑制は条例をもって行われ

たから，地方公務員法２５条１項にいう給与条例主義に反しないとするが，給



与条例主義は，同法２５条３項１号から７号までに定める事項を内容とする条
例というのが，その意味である。そして，その中でも給料表が給与条例の内容
の核心にほかならず，給料表の改定を離れての給与抑制は，給与条例主義
に反している。

(2)　地方公務員法は，同法２５条１項において，給与に関する条例に定められる
事項を同条３項１号から７号までと定めている。また，憲法９４条は，地方公共
団体は，「法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定めている。

　　本件のように給料表の改定以外の方法で給与を減額することは，地方公共
団体が地方公務員法２５条３項１号から７号までに定めている事項以外の事
項について条例を制定することになり，憲法９４条所定の「法律の範囲内」を
逸脱するものであり，違法である。

(3)　「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例」は，国立
及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法８
条及び１１条に基づき，「職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例」は，地
方公務員法２９条２項及び４項に基づくものであり，いずれも法律上の根拠が
あり，本件給与抑制条例とは異なる。

(4)　なお，この地方公務員法違反の主張に関しては，被告当局又は愛知県議会
の裁量の範囲内であるとして適法となる余地はない。

２　地方公務員法所定の給与決定原則違反
（原告らの主張）
　地方公務員法１４条は情勢適応の原則を定め，人事委員会制度を始めとする
代償措置を講じている。具体的には，地方公務員法２６条は，人事委員会の給
料表に関する報告及び勧告の制度を定め，人事委員会は，地方公務員法２４条
１項から５項までに定める給与等の勤務条件の根本基準にのっとらなければな
らない。さらに，地方公共団体は，人事委員会の報告や勧告を尊重した上，条例
をもって給与を決定しなければならない（給与決定原則）。
　財政が危機的状況にあるという理由で，給与を減額することはこの給与決定
原則に反する。
　この給与決定原則違反の主張については，被告当局又は愛知県議会の裁量
の範囲内であるとして適法となる余地はない。
（被告の主張）
　地方公務員法１４条は，情勢適応原則を定め，これを具体化するために同法２
４条において給与決定の３原則（「職務給の原則」，「均衡の原則」，「給与条例
主義」）を定めている。この３原則の中の同法２４条３項に定められている「均衡
の原則」によれば，給与決定の際に考慮すべき事情として「地域の経済事情」を
考慮すべきものとされているのであって，平成１１年度給与抑制条例の制定につ
いては，被告としては，被告の財政の危機的状況を考慮したものであり，正に地
方公務員法の定める給与決定原則にのっとったものである。
　また，同項においては，「国家公務員の給与に準ずる」ことも考慮すべき事項と
定めているところ，被告の職員の給与水準は給与抑制後においてもなお国家公
務員の給与水準を上回っているのであって，国家公務員との給与の比較におい
ても，平成１１年度給与抑制条例が地方公務員法２４条に定める給与決定原則
に反することはない（乙１９）。
（原告らの反論）
　地方公務員法１４条所定の「情勢適応の原則」も，同法２４条３項所定の「均衡
の原則」も，地方公務員の身分保障を目的とするものであって，給与を抑制する
ことを目的としていないから，減額を正当化する根拠とはなり得ない。

３　条例の成立過程の瑕疵の有無
（原告らの主張）
(1)　地方公共団体の当局が，給与条例の立案に当たって履践すべき２つの手

続を欠くとき又は不十分なときは，当該給与条例は違法かつ無効である。
　　その１つは，人事委員会の地方公務員法２５条４項所定の調査研究，職階制

に適合する給料表に関する計画及び同法２６条に定める給料表に関する報
告及び勧告を待った上立案すること並びにこれらの人事委員会の勧告等を尊
重して立案することである。もう１つは，地方公務員法５５条に定める職員団
体と誠実な交渉を経なければならないことである。その理由は①同法５５条が
定める勤務条件のうち給与はその中核を占めるもので極めて重要なものであ
ることにある。また，②従前の被告の実情によれば，人事委員会が給料表に



関する報告及び勧告をしたのを受けて，被告当局は，各職員団体と給与に関
する交渉を行い，これを経た上で，愛知県知事は給与条例を立案して，愛知
県議会に提出していたのであり，この手順は長年にわたって実行されてきた
確立した慣行・慣習であって，法例２条所定の慣習法又は民法９２条所定の
事実たる慣習に当たる。

　　平成１１年度給与抑制条例は，人事委員会の報告，勧告等もないのである
から，当該条例の立案に先立って，被告当局が職員団体と地方公務員法５５
条に定める交渉を経ることの重要性は極めて高くなり，この交渉を欠くとき又
は不十分なときは，当該条例の立案に先立って履践すべき手続を欠くものと
して，平成１１年度給与抑制条例は違法かつ無効なものとなる。

(2)　被告当局は，職員団体との交渉において給与減額についての合理的説明
をしていない。
ア　原告らが加入する職員団体と交渉した被告当局は，財政について十分に

説明できる者でなかったり，交渉について専決されていない者であったりし
て，地方公務員法５５条所定の「当局」とはいえない。

イ　また，被告当局側の交渉担当者自らが財政再建計画の必要性及び財政
再建計画が立てられないままの交渉が不十分であることを認めていたこと
から，給与減額についての合理的説明がされたとはいえない。

　　以上ア及びイによれば，平成１１年度給与抑制条例を立案する前に履践す
べき地方公務員法５５条に定める交渉を欠いていたか又は不十分であったと
いえる。

(3)　愛知県議会総務企画委員会，本会議のいずれにおいても，愛知県議会議
員は十分な審議を尽くしていない。

（被告の主張）
(1)　被告は，平成１１年度給与抑制条例案の提出に先立ち，平成１０年１１月か

ら平成１１年１月下旬にかけて，別紙３の「平成１０年度　給与改定等組合交
渉スケジュール」と題する書面に記載のとおり，８回にわたり原告らの所属す
る職員団体を含む関係職員団体に対し，被告の財政の危機的状況と給与抑
制の必要性及びこれに伴う平成１１年度給与抑制条例の内容について説明
する機会を設け，これらの事項についてあらかじめ十分な時間をかけて説明
し，かつ，質疑を行い，理解を求めたほか，その他の関係団体に対しても説明
した。

　　その際，被告当局側は，関係職員団体に対し，資料（乙３，４，８，１１及び１
２）を交付したり，その内容を説明したりした。

(2)　地方公務員法５５条１項によれば，「地方公共団体の当局は，登録を受けた
職員団体から，職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，・・・適法な
交渉の申入れがあった場合，その申入れに応ずべき地位に立つ」ことにとど
まるのであって，地方公共団体がそれ以上の義務を負うものではない。さら
に，平成１１年度給与抑制条例の議決に，職員団体との交渉の存在が要件と
なるとか，職員団体の合意が必要であるということはない。

(3)　地方公務員法５５条５項は，「（職員団体との）交渉は，・・・地方公共団体の
当局の指定する者との間において行われなければならない。」と定めている
が，原告らが主張する各交渉日において，愛知県教育委員会側の当局側とし
て対応した者は，いずれも愛知県教育委員会事務局組織規則及び愛知県教
育委員会事務決裁規程に基づいて対応しており，同項に定める「地方公共団
体の当局の指定する者」に当たる。

(4)　愛知県議会議員は，十分検討の上，審議をした。
（原告らの反論）
　８回行ったとされる交渉はいたずらに回数を重ねるだけで，ほとんどまともな議
論はされなかった。財政状況を的確に説明できる財政課職員は，８回中，平成１
０年１１月１３日及び同年１２月３日の２回出席しただけで，それも職員団体によ
る強い要求の結果であった。財政課職員の説明は概略「県税収入，特に法人２
税が大幅に落ち込み，１０５０億円の財源不足が予想される。このままでは財政
再建団体に転落する。」というもので，平成１１年１月以降に財政状況ははっきり
するとしたが，財政課職員は財政状況が明らかになる最終局面には出席するこ
ともなく，明確な財政状況についての説明はされなかった。
　財政課が出席しない中での交渉は，人事当局である教職員課員が当局者とし
て出席したが，財政課職員以上の説明はなかった。職員団体は，その際，「財政



を圧迫する要因は公債費にあり，高利の県債の借り換えを検討すべき。」，「どう
して財政危機といわれる状況になったのか，その原因を説明すべき。」，「財政
再建計画をまず出すべき。」，「万博や空港といった大型プロジェクトが財政を圧
迫しているのではないか。」などの要求，質問をしたが，まともな回答はされなか
った。そればかりか，財政状況の説明については，常にマスコミによる報道が先
行し，当局も困惑の色を隠せなかった。
　その上，当局は，「税収が見込めない。」，「教育，福祉削減のためには身内か
ら。」という論理で，平成１１年度給与抑制条例を愛知県議会に強行上程した。
（被告の再反論）
　愛知県教育委員会の関係職員に対しては，所管課の教職員課が主として対応
し，時に財政課の職員が同席できる場合には，その同席を得てされた。
　所管課の教職員課としては，職員団体からのすべての質疑に対し，その時点
で可能な限りの回答，説明をしている。財政関係の質疑事項については，財政
課と連絡を密にし，基本的説明については，財政課職員の同席の下で説明を
し，かつ職員団体からの質疑に対する応答もし，財政課職員の出席を得られな
いときには，質疑事項の回答に必要な場合には，財政課に問い合わせをし，又
はその確認を得た上で回答するなど，関係職員団体のすべての質疑に対し，誠
意をもってその時点で可能な限りの回答，説明をしている。

　　４　合理的理由の欠如
（原告らの主張）
　職員の給与に関する条例（昭和４２年愛知県条例第３号）に定める給与月額，
給与調整額，期末手当及び勤勉手当は，既に確定した勤務条件であり，これを
職員に不利益に変更するに当たっては，就業規則の不利益変更に関する判例
法理（最高裁判所昭和６３年２月１６日第３小法廷判決民集４２巻２号６０頁）が
準用されるべきで，当該給与の減額を職員に法的に受忍させることを許容でき
るだけの高度の必要性に基づいた合理的な理由がなければならず，これを満た
さないときは違法かつ無効と解すべきである。
（被告の主張）
　原告らは，地方公務員法の適用を受ける一般公務員であって，その勤務関係
は基本的に公法上の関係であって，民間労使間におけるような私法上の関係に
属するものではなく，その勤務条件も，就業規則等の私的自治に基づく規範に
準拠するものではない。
　したがって，就業規則の不利益変更に関する判例法理は，原告らには適用さ
れない。
　被告の財政の危機的状況の下，勤務条件条例主義の原則にのっとり，給与決
定原則に反しない範囲で人件費の削減を図ることは，歳入歳出の均衡を図る上
でやむを得ない行為であることは明らかであり，平成１１年度給与抑制条例の制
定は合理的理由を有する。
(1)　立法裁量の否定

（原告らの主張）
ア　そもそも給料表によって確定している給与請求権を一方的にはく奪する立

法について立法裁量が認められるはずがない。
イ　地方公務員法１４条所定の情勢適応の原則，同法２４条３項所定の均衡

の原則は，地方公務員の身分保障の定めであり，給与はその中核をなす
ものである。この２つの原則は，国家公務員における人事院勧告制度と同
様，具体的には，人事委員会の給料表に関する報告，勧告という手続を経
ることによって制度的に保障される。

　　しかし，本件では，条例によって既に既得権として給料表により定められた
給与の削減が，人事委員会の報告，勧告という制度的保障を無視してされ
たものであり，職員は，既に地方公務員法が定める給与決定原則による保
護は奪われているのであって，被告当局又は愛知県議会の裁量権を認め
ると，職員の給与請求権の権利性は著しく不安定なものとなるから，被告
当局又は愛知県議会の裁量権は，裁量権零収縮の理論にならって否定さ
れるべきである。

　　したがって，「立法行為」の裁量権は零収縮し，裁判所は判断代置説によ
って審査した上，平成１１年度給与抑制条例の違法性の有無を判断すべき
であり，判断代置説により裁判所が判断するときの基準としては，当該給
与の減額を職員に法的に受忍させることを認容できるだけの高度の必要性



に基づいた合理性がなければならないことになる。
（被告の主張）
　財政民主主義の原則の下，県議会の議決をもって職員の給与を改定できる
ことは，地方公務員法上明らかというべきであり，また，このような県議会の議
決をもって地方公共団体の勤務条件が定められるという財政民主主義の制
度自体が，地方公共団体の労働基本権の基本的な代償措置と考えられてお
り，地方公務員法上も人事委員会の勧告に拘束力はないとされていることか
らすれば（同法２６条），給料表を変更することなく給与を削減することをもっ
て，被告当局及び愛知県議会の給与条例制定に関する裁量権を否定する根
拠とはならない。

(2)　裁量権の逸脱，濫用
ア　総論
（原告らの主張）

(ア)　裁量権零収縮の理論に従って，裁量権は限定されるべきであって，被
告が主張するような広範な立法裁量は認められる余地がない。

　　被告が主張する立法裁量論（最高裁判所昭和６０年３月２７日大法廷判
決民集３９巻２号２４７頁）は，条例制定一般に関するものであり，新しく
発生する立法事実に対応して，国や地方公共団体が国民や住民に対し
何らかの給付や不利益排除の措置を定める立法をする場合には妥当す
るかもしれないが，本件は，職員が既に定められた給料表による給与請
求権を有するのに，その支払を一部制限するものであるから，被告が主
張する立法裁量論は本件には当てはまらない。

(イ)　この裁量権行使の際にも，地方公務員法１４条所定の情勢適応の原
則と同法２４条３項の均衡の原則は，その裁量の根本的な準則として機
能する。

　　平成１１年度の人事委員会の報告，勧告（乙１９の１２頁別表第３「職員
の給与と民間給与の較差」）によれば，民間給与と職員給与とでは，平
成１１年度給与抑制条例による減額前では９６７円の較差であるが，減
額後では１万４９８８円の較差となっている。

　　また，平成１２年度の人事委員会の報告，勧告（甲４２）によれば，民間
給与と職員給与とでは，減額前は４３５円の較差であるが，減額後は１万
４６０７円もの較差となり，平成１３年度の人事委員会の報告，勧告（甲４
３）によれば，民間給与と職員給与とでは，減額前は３０４円の較差であ
るが，減額後は依然として８５９３円もの較差となる。

　　本件給与抑制条例は，いずれも以上のように給与を減額するものであ
り，地方公務員法１４条所定の情勢適応の原則と同法２４条３項の均衡
の原則の定める根本基準に反し，裁量権の逸脱，濫用となるものであ
る。

（被告の主張）
(ア)　裁量論

　一般的に，予算の編成においては，それぞれの時点における被告の
財政の状況，歳入の増減状況，県下の社会経済の状況や県民生活の
実態等についての多くの情報が不可欠であり，予算編成行為は極めて
高度で専門的な判断と政治的配慮を要する事項であることから，その判
断については，これらの事項について正確で多様な資料を有する被告当
局及び県民の代表として民主的な基礎を有する愛知県議会の政策的，
技術的判断にゆだねるべきであり，被告当局及び愛知県議会は，このよ
うな予算の編成及びそれに必要な施策の選択について，広範な裁量権
を有している。
　したがって，被告当局及び愛知県議会の選択判断が，著しく妥当性を
欠き，明らかに裁量権を逸脱，濫用して地方公務員法１４条所定の「情
勢適応の原則」及びこれを具体化した同法２４条３項の「均衡の原則」に
違反するといわざるを得ない場合を除き，裁判所は，基本的に被告当局
及び愛知県議会の裁量判断を尊重すべきである（最高裁判所昭和６０年
３月２７日大法廷判決民集３９巻２号２４７頁参照）。
　平成１１年度給与抑制条例の制定が検討された平成１０年秋から平成
１１年２月当時の被告の財政の危機的状況の下では，どのような方法で
財政の健全化を図るか，その選択が大きな政治的課題となったが，この



ような被告の財政の健全化のために考えられる多様な方法の選択につ
いても，原則として，被告当局及び愛知県議会の政策的，技術的な裁量
判断にゆだねるべきである。

(イ)　被告の財政の危機的状況
　平成１０年１０月ころ，被告の財政状況は，経済の低迷による県税収入
の急激な落ち込みによって，かつて経験したことのない極めて深刻な状
況にあった。すなわち，被告の平成１０年度の県税収入は，景気の動向
に影響を受けやすい法人二税（法人事業税及び法人県民税）を中心に
急激に落ち込み，予算計上額に比べ，おおむね９００億円の減収が見込
まれていた。
　他方，歳出面は，今後必要となる財政需要がおおむね１５０億円あり，
歳入，歳出を併せ，最終的に１０５０億円程度の財源不足が生じる見込
みであった。
　そのため，このまま推移すると，平成１０年度決算においては，戦後初
めて赤字決算となる見通しであったばかりでなく，決算の結果，仮に，赤
字が約５４０億円を超えた場合には，被告が財政再建団体に転落し，自
主的な行財政運営ができなくなるおそれも生じるなど，被告の財政は極
めて深刻な危機的状況に陥っていた（乙３から５まで）。
　そのため，被告は，平成１０年度においても，県債（歳入）の確保，基金
の活用，歳出の抑制など，歳入，歳出両面からの財政健全化策を講じる
こととしていた。
　特に，歳出抑制の見地から，経常的事務管理費の節減を実施するほ
か，平成１０年１１月から平成１１年３月までの特別職及び管理職員の給
与カット並びに知事，副知事等の平成１０年１２月期及び平成１１年３月
期の期末手当カット等を実施した（乙６の９１１頁以下）。
　さらに，単純補助金の１０％カット（既執行分や個人等を対象にするた
め削減が困難なものを除く。）に基づいて，現実にカットされた補助金の
削減額の合計額は６０億５２７８万円である。
　このような歳入確保，歳出抑制等の措置により，平成１０年度の決算
は，財源不足がかなり圧縮されたものの，結果としてなお約２２２億円余
りに及ぶ戦後初の赤字決算となった（乙７の１９頁以下）。

(ウ)　予算編成方針
　予算編成作業は，毎年１０月ころまでに翌年度の歳入，歳出の見通し
（財政見通し。乙１１に相当する。）を作成することから始まる。この見通
しを基に，翌年度実施したい新規事業，政策的事業の選択とその財源が
確保できるかどうかを判断し，できなければ不足する財源をどのように捻
出するかの段階的な検討を踏まえて，最終予算案が編成される。
　被告では，この予算編成を統一性をもって行うための基準として予算
編成方針等を策定しており，平成１１年度当初予算にあっては，平成１０
年１０月１９日付けで，「平成１１年度予算編成方針」（乙３４の別紙）と
「平成１１年度予算編成事務処理要領」（乙３５の別紙）を通達，通知して
いる。
　そして，この「平成１１年度予算編成方針」（乙３４の別紙）にあるよう
に，歳出については，政策的重要経費及びその他の行政経費につい
て，前年度当初予算額の７０％の範囲内とするなど，厳しいシーリングを
設定し，事務事業全般にわたり，制度，施策の縮減や廃止をも含めた一
層徹底した見直し，合理化を図り，歳出構造の抜本的改善に取り組んだ
ものである。
　予算編成事務の主な流れは，まず，予算編成方針に基づき各部局か
ら要望額の提出があり，これを踏まえて個別事務事業に対する政策判
断はもとより，財政見通しに基づく財政の健全性を確保するための諸検
討を積み重ねながら，２月の知事査定を経て，予算案が編成される。
　この過程における財源不足額の状況は，①各部局から要望額を取りま
とめた段階（平成１０年１０月末）で約２５５０億円の赤字（乙１２），②同年
１２月末時点で１２６７億円の赤字（乙３８），③平成１１年１月中旬の時点
で１００３億円の赤字（乙３８），④同年２月中旬の知事査定後で４８２億
円の赤字であった（乙３６，３８）。財源不足が順次減少しているのは，
「平成１１年度一般会計の財源不足対策について」と題する書面（乙３７）



に記載の財源不足対策が各段階を経て予算案の中に織り込まれていっ
たからである。なお，平成１１年度給与抑制条例の制定については④知
事査定の段階で盛り込まれた。

(エ)　平成１１年２月の一般財源見通し
　被告は，④平成１１年２月の知事査定を踏まえた予算編成最終段階の
一般財源見通し（乙３６）を作成した。一般財源は，給与費，公債費など
の義務的経費の財源等として最も重要なものであり，被告では県債も含
めてその見通しを立てている。
　この財政見通しは，当面する当初予算（骨格予算）の歳入，歳出のみ
ならず，その後に予定される肉付け予算見込み額をも踏まえ，通年予算
を見据えた財政収支見通しがされてきたことを明らかにしている。すなわ
ち「当初予算（骨格予算）Ａ」列では，人件費，国制度による扶助費，公債
費などの義務的経費，さらに公共，単独事業について債務負担行為に
基づく所要の経費及び継続事業等に係るものとして，前年度当初予算額
の一定割合の経費を中心に歳出予算を計上し，それに対する所要の財
源を歳入予算として計上したものである。
　そして，「６月肉付補正見込Ｂ」列のとおり，当初骨格予算で計上を見
合わせた政策的な判断を必要とする経費を中心に歳出予算の肉付けを
し，財源を通常充当率の県債で賄おうとしたが，１１５５億円の財源不足
が見込まれていた。そこで，「調整Ｅ」列で７６０億円の歳入の確保対策
（「平成１１年度一般会計の財源不足対策について」（乙３７）に記載の
「肉付け予算段階における財源対策」の「歳入の確保」のこと）を考えるも
のの，それでもなお４８０億円程度の財源不足（「平成１１年度一般会計
の一般財源見通し」（乙３６）の「調整後補正見込計Ｆ（Ｄ＋Ｅ））」列の一
番下の「－４８２」のこと）が見込まれていた。
　このように，「平成１１年度一般会計の財源不足対策について」（乙３７）
に掲げられている平成１１年度給与抑制条例による人件費の削減を始
めとする様々な財源不足対策をしてもなお，平成１１年度通年（肉付け予
算後）で４８０億円程度の財源不足が見込まれる状況にあった。
　さらに，平成１０年度に赤字が生じることが確実視される中で（結果的
に赤字額は２２２億円であった。），その財源を確保しなければならないこ
とも考慮すると，被告の財政は危機的状況にあった。
　しかし，平成１０年度の赤字分相当額の財源確保ができない中，その
後においても歳出削減や歳入の確保策を講じ，その結果として平成１１
年度実質収支の赤字額は約９１億円にとどめることができた。

(オ)　平成１１年６月補正予算
　平成１１年６月補正予算においては，地方交付税や県税について，当
初予算編成段階以降の諸事情を踏まえた再見直しによる歳入予算の確
保を見込むなどして取りまとめられた。
　被告では，機会を通じて国に対して地方税財源の充実を要望してき
た。平成１１年度予算編成に当たっては，国の編成作業が佳境を迎える
平成１０年１２月１５日に知事自ら先頭に立って関係省庁への被告の財
政の危機的状況を説明しながら，地方税財源の充実強化の緊急要望を
した。
　なお，県債については，個別の地方公共団体において取扱いを異にす
るものではなく，年末に明らかになる地方財政対策によって地方債計画
が固まり，翌年度の統一的な充当率が明らかになるものである。したが
って，予算編成時に，個別の事情を示し，起債の可否等を含む国との折
衝をするような制度になっていない。

(カ)　地方交付税と県税の見通し
　地方交付税と県税は，「１１年度当初見込①」（乙３０）の段階では，国
の平成１１年度の地方財政対策の具体的計画である地方財政計画が不
明であったことや，被告の税収の見通しが不透明な状況にあったことな
ど，具体的な試算をすることができない状況であったことから，平成１０
年度地方交付税４８億円を基に，慎重な額（県税と併せて約１兆１１００
億円）で見込んだ。
　平成１０年１２月末における財政見通しでは，地方交付税を１２７０億円
と見込んだ。これは，平成１０年１２月１９日に自治大臣と大蔵大臣との



折衝による平成１１年度地方財政対策が決着し，平成１１年度の地方交
付税の総額の伸び率などが明らかになったことに加え，被告の税収見通
し（この段階で約９５００億円。被告の県税収入の動向に大きな影響を及
ぼす法人関係税については，平成１０年１２月に主要企業に対する聴き
取り調査を実施し，その結果を踏まえつつ税収見込額を見積もった。）
が，平成１１年度当初見込からも約１６００億円減少する見込みであった
ことなどを踏まえて試算した。なお，地方交付税は，性質上，県税収入が
減少すれば，その減少額のおおむね８割が地方交付税として増えるとい
う関係にあり，地方交付税の増収が大幅に見込まれても財源不足の解
消につながるものではない。
　平成１１年２月中旬の知事査定後の財政見通しでは，「平成１１年度一
般会計の一般財源見通し」（乙３６）記載のとおり，地方交付税を１３０８
億円と見込んだ。平成１０年１２月末と比べて３８億円増加したが，これ
は，平成１１年１月２１日に自治省が開催した全国都道府県財政課長会
議で説明，配布された地方交付税算定上の留意点を踏まえつつ，精査
したことによるものである。また，県税は，平成１０年１２月の段階から更
に精査し，９６０５億円と見込んだ。
　平成１１年６月補正後の地方交付税の現計予算額は，１５５０億円で平
成１１年２月中旬の知事査定後と比べて２４２億円増加した。
　被告のように，税収に占める法人関係税の割合が高い団体において
は，地方交付税算定上の法人関係基準税額の動向によって，地方交付
税交付額に数百億円程度の影響が及ぶことがある。地方交付税算定上
の法人関係基準税額は，本来ならば平成１１年度の各団体の税収入額
に基づいて算出されることが理想であるが，当該年度の７月に地方交付
税の９４％を占める普通交付額を決定することとなっているため，前年度
（平成１０年度）の税収実績に国が定める係数（見込み伸率）を乗じて得
た額を当該年度（平成１１年度）の推計税額として交付税額の算定に用
いられている。この係数は，７月に交付税額が決定される直前まで明ら
かにされないため，予算編成段階では，この係数を想定して見込んだ上
で交付額の試算をしており，２月の当初予算編成段階で係数１.１４として
見込んでいたものを，６月補正段階では，その後の諸情勢を踏まえ１.０５
としていたことなどにより，基準財政収入額が減少し，基準財政需要額と
基準財政収入額との差，いわゆる交付税額を増やしたものである。
　また，県税の平成１１年度６月補正後の現計予算額は，平成１１年２月
中旬後の知事査定の段階と比べて，１４５億円増の９７５０億円となって
いる。これは，法人関係税について，主要企業の平成１１年３月期決算
の状況などを中心として県税収入の見直しをしたことによるものである。

(キ)　県債の見通し
　県債については，「１１年度当初見込①」（乙３０）の段階では，約１６５０
億円を見込んだ。これは，各部局からの要望経費を基に地方債充当率
を乗じて見積もったものである。この見積りに当たって用いた地方債充当
率等は，平成１０年度を基本としつつ，平成１０年度の地方財政対策に
おいて国により通常の起債の充当率が臨時的に引き上げられたものに
ついては，平成１１年度も継続されるか否か，又は継続されても引上げ
率がどの程度になるかなどが不明であったため，平成１０年度の通常の
充当率によったものである。
　平成１０年１２月末における財政見通しでは，県債について約２６００億
円を見込んだ。「１１年度当初見込①」（乙３０）と比べて，約１０００億円増
加したが，これは，平成１０年１２月１９日，自治大臣と大蔵大臣との折衝
による平成１１年度地方財政対策が決着したことにより，平成１１年度に
おいても，地方財政全体の財源不足を補うために，国により，通常の起
債の充当率が引き上げられることとなったことを踏まえ，充当率の引上
げ措置を最大限に活用することとしたためである。
　平成１１年２月中旬の知事査定後の財政見通しでは，「平成１１年度一
般会計の一般財源見通し」（乙３６）のとおり，県債について２６５１億円を
見込んだ。平成１０年１２月末と比べて約５０億円増加したが，これは，平
成１１年１月２１日，自治省が開いた全国都道府県財政課長会議で説
明，配布された地方債計画に関する情報を基に額の精査をしたことによ



るものである。
　県債の平成１１年６月補正後の現計予算額は，２８６０億円であった。
平成１１年２月中旬の知事査定後と比べて２０９億円増加したが，これは
平成１１年２月中旬の段階で６月補正分として見込んでいた道路，河川
など県民生活を支える社会基盤整備事業について，その後の諸情勢を
踏まえて増額計上したことなどに伴い，その財源として県債が増えたも
のである。
　なお，このような歳入の見積りに当たっては，財源補そくの的確性が求
められるが，現行の収入体系下では，国庫に依存しなければならない部
分が少なくなく，正確にその財源を補そくすることは困難であるが，地方
公共団体としては，あらゆる資料に基づいて，その的確な把握，とりわけ
過大見積りの回避に努めなければならない。そのための資料としては，
地方公共団体自体に関するもののほか，国の予算編成方針及び予算内
容，翌年度の経済見通しと経済運営の基本的態度，地方財政計画，地
方交付税の算定方法に関する改正事項，地方債の許可方針，各種の国
庫支出金の交付基準等が考えられ，これらについて熟知することは，財
源の正確な補そくをする上で極めて重要であるとされている。また，収入
の見積りに関しては，税収入と地方交付税の基準財政収入との相関性
の閑却，国庫支出金，特別交付税，地方債の過大見積りなどの過ちを
犯さないよう留意すべきであるとされている。
　よって，被告は，このような考え方に立ち，予算編成の立案についての
方針を示す前段階である「１１年度当初見込①」の段階では，より慎重な
歳入を見込んだものであり，その後の査定の過程の中で，より熟度を高
める作業をした。

(ク)　財源不足
　平成１０年１０月時点における見通しによれば，被告の財政の前記のよ
うな状況は，平成１１年度以降においても，基本的に変わるものではな
かった。かえって，戦後初の２年連続マイナス成長がほぼ確実視される
など，経済情勢が深刻さを増していることにより，県税収入の増加は期
待できず，財政不足額は，更に悪化するおそれがあった。平成１０年１２
月現在における「平成１０～１１年度の財政について（試算）」（乙５）によ
れば，平成１０年度並みの県税収入を前提とし，かつ，これまでになく厳
しいマイナスシーリング（政策的経費等マイナス３０％，公共事業マイナ
ス１０％）を設定してもなお２５５０億円の財源不足が見込まれていた（乙
８）。
　さらに，当時，国においては６兆円を上回る恒久減税が議論されてお
り，その動向いかんでは，更に財源不足が拡大するおそれがあった。
　バブル経済崩壊後の経済の低迷を受け，平成２年をピークとした県税
収入が大幅に減少してきている状況の中で，被告は，教育，福祉，社会
基盤などの行政水準の維持向上に努めてきた。その結果，人件費，扶
助費，公債費などの義務的経費や各種補助金など行政サービスに要す
る経常的経費は毎年増加してきた。
　しかし，これらの経常的経費は，県債等の借入金で賄うことは許され
ず，県税等の一般財源しかその財源に充てることができないとされてい
る。
　被告においては，ここ数年県税等の一般財源だけでは，前記のような
義務的経費を賄うことができない状況が続いていたが，これまでは各種
基金などを取り崩したり，一般会計に繰り入れ運用したりすることでなん
とか財源を賄ってきた。ところが，最も多いときには２８００億円程度もあ
ったこれら取崩型基金も枯渇し，平成１０年１０月現在では，実際に活用
可能な額は，わずか約１００億円程度であった（乙８，乙９）。

(ケ)　平成１１年度における歳出抑制努力について
　被告当局は，平成１１年度給与抑制条例の制定に当たり，その裁量の
範囲内において，まず人件費以外の事務事業費を対象にして大幅なシ
ーリングをかけて歳出の抑制を図り，さらには，事務事業費全般にわた
り，制度，施策の縮減や廃止を含めた一層徹底した見直し，合理化を図
り，歳出構造の抜本的改善に取り組んだ上で，被告が準用財政再建団
体に転落することを回避するためにやむを得ない手段として，給与の抑



制措置を選択し，愛知県議会はこれを認め，条例を議決したものであ
る。

　　平成１０年１２月において見込まれた２５５０億円に上る収支不足に対す
る対応策として，被告が平成１１年度給与抑制条例制定の必要性につい
て関係職員団体に説明した際の資料である「平成１０年度及び１１年度
の財政状況について」（乙１２）の「２　平成１１年度　(3)　収支不足（２，５
５０億円）の対応策」の各歳出抑制に対する取組みが実施された。それ
には，平成１０年度並（１０００億円程度）の県債の更なる活用があり得る
ことを見込んだものの，それでもなお，１５５０億円の収支不足を解消す
る必要があり，そのため，１１５０億円に及ぶ更なる歳出削減の一環とし
て，歳出の中で最大の比重を占めている経費である人件費の削減が必
要であると見込まれたものである（乙１２，甲２の９頁「５関係」参照）。こ
の「１０００億円程度の県債の更なる活用」とは，当時の巨額の地方財政
全体の財源不足を補うために，国により通常の起債の充当率が臨時的
に引き上げられることなどを想定したものであった。

　　その予算段階における抑制額は，原告らが所属する職員団体が作成し
た「２０００　給与改定交渉等の流れ」と題する書面（甲２５）の３６頁下段
の「７　平成１１年度・平成１２年度における歳出抑制の状況」に示された
一覧表（左側）記載のとおりである。

　　平成１１年度においては，前記一覧表のうち「投資的経費の抑制」項目
について，国の緊急経済対策に呼応した公共投資の増額実施が国から
要請されたことから，この項目のみ予算段階での数値と結果の数値とが
異なったが，それ以外の項目については，ほぼ予算段階での数値のとお
り歳出の抑制がされている。なお，この投資的経費増加の財源について
は，国庫支出金と県債であり，県債の償還についても地方交付税で措置
されることになっていた。

　　結果として，平成１１年６月現計予算の額は，「１１年度当初見込」の県
債の額に比べて約１２００億円増加したが，被告は，原告らに対して平成
１１年度給与抑制条例制定の必要性を説明するに当たり，１０００億円程
度の県債の更なる活用があり得ることを説明しているのであって，県債
が１２００億円増額したことは，被告の見込み誤りではないし，原告らも県
債が増額されることにより歳入不足の手当がされることは了解していた。
　以上のような，県税収入が大幅に減少し，かつ，各種基金も枯渇してい
る状況の下では，歳入に見合うように歳出全体を削減するなど，抜本的
かつ徹底した財政健全化策を講じることが急務であった。
　そのため，被告では，平成１１年度予算の立案の段階から，事務事業
の見直しを徹底し，これまでになく厳しいマイナスシーリング（政策的経
費マイナス３０％，公共事業マイナス１０％）を設定することにしたが，こ
の設定をした上でもなお予想された２５５０億円の財源不足を補うために
は全般的な経常経費削減の一環として，人件費についても全般的に削
減を行う必要があると判断された。
　そこで，愛知県知事は，知事，副知事，出納長を含む全職員について，
平成１１年度中に支払われる給与及び期末手当の一定割合での額を抑
制する平成１１年度給与抑制条例案を作成し，平成１１年２月に開かれ
た定例愛知県議会に議案として提出した（乙１）。

(コ)　被告の財政再建団体への転落のおそれ
　　被告の実質収支は，平成１０年度は約２２２億円の赤字，平成１１年度も

約９１億円の赤字となるのであり，平成１２年度はわずか２８億円程度の
黒字にすぎない。
　この点，平成１１年度給与抑制条例による抑制額は約３２０億円，ま
た，抑制規模を縮小した平成１２年度給与抑制条例による抑制額は約２
２０億円であったから，仮に，前記両年度において給与抑制措置を講じ
なかった場合には，両年度において更に合計５４０億円程度の給与支出
（歳出）が加わり，被告における平成１２年度の実質収支上の赤字額は
約５１０億円程度にまで拡大し，更に深刻な財政上の危機に直面してい
たはずであり，被告が，準用財政再建団体に転落する赤字額が，平成１
０年度の標準財政規模約１兆０８７９億円（乙２２）に０.０５を乗じた額であ
る約５４０億円であり，平成１２年度の標準財政規模約１兆０９４９億円



（乙２９）に０.０５を乗じた額約５４７億円であることに照らすと，準用財政
再建団体に転落するおそれも現実の可能性として存在した。
　仮に，被告が準用財政再建団体に転落した場合には，地方公共団体
としての自主的な行財政運営が不可能になってしまうことになり，県民の
生活に多大な支障が生ずることは必至であった。
　よって，本件給与抑制条例が被告の財政の健全化に果たした役割は
大きく，本件給与抑制条例の必要性，合理性が認められる。

(サ)　財政の弾力性，健全性の確保
　地方財政を運営するに当たり，地方自治法や地方財政法等において，
財政の健全性の確保が強く要請されている（地方自治法２４３条の４，地
方財政法２条１項，２項）。
　地方公共団体は，「一会計年度における一切の収入及び支出は，すべ
てこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。」（地方自治法２１０
条）とされているため，歳入歳出予算書を見ると歳入歳出が均衡してい
るが，予算は，表見上の収入，支出の差引額の有無だけでなく，経費構
成と収入構成との実質的な相関において適正に均衡が保持されなけれ
ばならない。
　さらに，歳入，歳出の構成についても，経済変動や地域社会の変化な
どに伴った新しい行政需要にも的確に対応できる弾力性を有しているこ
とが不可欠である。
　なお，平成１１年度一般会計当初予算は，新知事就任後，限られた期
間での予算編成のため，骨格予算として編成し，政策的判断を要する経
費など当初予算編成で計上を見合わせたものは６月補正予算で計上し
たのであり，６月補正後の現計予算が通常年度の当初予算に当たるも
のであり，比較の対象もそれとすべきである。
　平成１１年度６月補正後の一般会計予算は２兆２２１３億円で，このうち
①義務的経費等が６２.８％，②投資的経費が１６.５％，③その他経費が
２０.７％を占めている（乙４０）。義務的経費等が予算全体の６割を超えて
いることは，財政構造の硬直化が進んでいることを表している。仮に，平
成１１年度給与抑制条例による給与抑制（事業費ベースで３１９億円）を
しなければ，人件費は３５.３％，義務的経費等全体では６３.３％となり，
県財政が経済変動や行政内容の変化に耐え得るための体力が更に減
っていたことになる。
　次に，これらの経費として充当する一般財源の状況については，平成１
１年６月補正後において，平成１１年度予算における一般財源の総額は
１兆２７２８億円（乙４０の「サ」の「Ｃ」欄）で，平成１０年度に比べて１１７１
億円，８.４％の減少となっている。これは，平成１０年度当初予算におい
て一般財源の約５割（乙４０の「シ」の「Ａ」欄の括弧内の数値）を占めて
いた県税の大幅な減少が見込まれたためである。また，この一般財源総
額の減少額１１７１億円（乙４０の「サ」の「Ｆ」欄）が予算全体の減少額１１
９７億円（乙４０「コ」の「Ｆ」欄）にほぼ等しいことからも，予算編成上，一
般財源は極めて重要な要素である。
　一方，一般財源の９割の近く（乙４０の「ア」の「Ｄ」欄の括弧内の数値）
を義務的経費等の財源とせざるを得ない状況にあり，また，前年度に比
べて１０００億円を超える減収が見込まれる中にあっては，その財源不足
対策として一般財源の約半分（乙４０の「イ」の「Ｄ」欄の括弧内の数字）
を財源とする人件費についても，抑制措置を講じなければならなかった。
　なお，平成１１年度給与抑制条例による歳出抑制効果は，事業費ベー
スで３１９億円，一般財源ベースで２８４億円であった（乙３７）。この２８４
億円は，投資的経費の財源に充てられる一般財源の２５４億円（乙４０の
「カ」の「Ｄ」欄）を超えるものであり，仮に，平成１１年度給与抑制条例に
よる給与抑制措置を実施しなければ，２８４億円の財源が更に必要とな
り，投資的経費，すなわち県民生活を支える社会基盤整備が実施できな
い状況ともなった。
　特定財源，例えば，県債の活用の可能性については，県債の対象とす
ることができる経費は，地方財政法５条により，①公営企業に要する経
費，②出資金及び貸付金，③地方債の借換えに要する経費，④災害応
急事業費，災害復旧事業費及び災害救助事業費，⑤公共施設又は公



用施設の建設事業費等に制限されており，人件費の財源として県債を
発行することは認められていない。一方，県債の対象となり得る経費で
ある投資的経費については，県債の最大限の活用を図ることにより，投
資的経費の財源とする一般財源額の割合は，平成１０年度は当初予算
の１３.２％（５８３億円を４４１２億円で除して１００を乗じたもの）であるの
に対し，平成１１年度当初は６.９％（２５４億円を３６７５億円で除して１００
を乗じたもの）であるというように，一般財源を他の経費に充てるための
努力もしている。
　また，経費の財源として充当する一般財源額の対前年度伸び率（乙４０
の「Ｇ」欄）を見れば，経費削減の余地のない公債費（県債の償還に要す
る費用）を除き，いずれの経費も人件費のマイナス３.４％を上回る減少
率となっていることなど，人件費以外の経費についても，人件費以上に
歳出抑制のための様々な努力をした。これらの中には，被告が独自施策
として実施してきた福祉政策（乙４０の「扶助費」の中に含まれる。）の見
直しや，私立学校への助成や市町村への補助を始めとする補助金（乙４
０の「その他経費」に含まれる。）の見直しが含まれ，県民や県内市町村
に対して一定の負担と理解を求めなければならなかった。
　経費予算額の対前年度伸び率（乙４０の「Ｅ」欄）も経費充当一般財源
額の伸び率（乙４０の「Ｇ」欄）と同じく減少傾向にあるが，③「その他経
費」の予算額が増加しているのは，平成１０年度の一般会計赤字額２２２
億円に対する平成１１年度予算措置（歳出：繰上充用金，歳入：諸収入）
を講じたためである。歳入を特定財源の諸収入としたのは，一般財源に
よる財源手当の目処がつかなかったためであり，表見上歳入，歳出は均
衡しているものの，実質的に２２２億円の財源の手当ができていないとい
う危機的な財政状況にあった。
　財政の弾力性は，一般財源の総額と，非弾力的経費に充当する一般
財源との割合の高低の度合によって判断される。各年度間の一般財源
の総額の増減額（乙４０，５６，６７の各「サ」の「Ｆ」欄）と，非弾力的経費
である義務的経費等に要する一般財源の増減額（前記各乙号証の各
「ア」の「Ｈ」欄）を比べると，平成１０年度当初予算と平成１１年度補正予
算については，歳出の義務的経費等に要する一般財源の「減」マイナス
６９０億円よりも，歳入における一般財源総額の「減」マイナス１１７１億円
が大幅に上回っており（乙４０），平成１１年度６月補正予算と平成１２年
度当初予算については，歳出の義務的経費等に要する一般財源の「増」
８９８億円が，歳入における一般財源総額の「増」７７９億円よりも（乙５
６），平成１２年度当初予算と平成１３年度当初予算については，歳出の
義務的経費等に要する一般財源の「増」２８４億円が，歳入における一般
財源総額の「増」１１３億円よりも（乙６７），いずれも上回っている。
　すなわち，いずれの年度の間においても，一般財源に占める義務的経
費等の割合（前記各乙号証の各「ア」の「Ｂ」欄の括弧内）が高まっている
のであって，このことから，被告の財政構造は毎年硬直化が進行し，行
政需要の急激な変化に耐えられない，より厳しい財政状況に陥ってい
た。
　このことからも，財政再建団体に転落するおそれを回避し，被告の財政
を赤字を出すことのない健全な体質に改善するために本件給与抑制条
例による給与抑制措置が必要不可欠であった。

(シ)　住民の理解
　地方公共団体は，住民の福祉の増進を図ることを基本として，地域に
おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く，かつ連綿として
担わなければならず，その礎となる財政運営の基本的在り方としては，
地方公共団体としての自主性，自立性が大きく損なわれる準用財政再
建団体への転落を回避することは当然として，単年度の収支均衡の保
持にとどまらず，長期にわたる財政の健全性すなわち長期間を通じて起
こる財政変動に耐え得る弾力性のある財政を確立することが求められて
いる。
　本件給与抑制条例による給与抑制措置は，準用財政再建団体への転
落を避けるという目的のみならず，被告の財政の危機的状況の下，歳入
に見合うように歳出全般を削減するために講じられた抜本的かつ徹底し



た財政健全化を目的としたものである。
　特に，当時の被告の職員の給与水準は，平成１０年のラスパイレス指
数は１０４.３で（乙１９），国家公務員の水準を４.３％上回り，全都道府県
中５位（乙４１）と高水準であった。
　さらに，この本件給与抑制条例による給与抑制措置は，歳出削減によ
り県民や県内の各市町村にも一定の負担と理解を求める財源対策をし
なければならない状況の下で，もはや給与水準を維持することはでき
ず，被告自らも率先して身を削る努力をすることが避けて通れないものと
判断したことによるものである。
　以上のとおり，本件給与抑制条例による給与抑制措置は，歳入，歳出
の均衡を図り，更に財政の健全性を確保する上でも，そして，県民，市町
村の理解を得る上でも不可避の手段であった。
　なお，茨城県，宮城県，埼玉県，福岡県などでは，実質収支が赤字に
至らない段階にあっても，財政の健全性を確保する手段として，被告と
同様の給与抑制措置を講じている。また，現在，独自の給与抑制措置を
実施している地方公共団体は約９００団体あり，地方公共団体の財政の
健全化のための職員の給与抑制は広く全国の地方公共団体で実施され
ている。
　県民サービスの低下のみによる財政支出の削減を実施するか，又は
受忍できる範囲内での職員の給与抑制を併せて実施するかなど，いか
なる政策の選択により当時の危機的状況からの回避を図るかは，県議
会における高度な政治的判断及び比較衡量により決定されるべきであ
る。そして，地方公務員の勤務条件が法律及び地方公共団体の議会の
制定する条例によって定められ，また，その給与が地方公共団体の税収
等の財源によって賄われるものである以上，その決定はもっぱら当該地
方公共団体における政治的，財政的，社会的その他諸般の合理的な配
慮によって行われるべきであって，その結果，給与を含めた地方公務員
の労働基本権が，地方公務員を含む地方住民全体又は国民全体の共
同利益のために，これと調和するように制限されることもやむを得ないと
いうべきである。

(ス)　人事院勧告の凍結に反対する抗議行動をした職員に対する懲戒処分
等の取消訴訟においては，抗議行動に対する懲戒処分という表現の自
由の側面を含む行動に対する制約であるという点でより厳格に判断すべ
き事案であるが，そこにおいても，給与に関して地方自治体等が採る措
置等についての裁量権からその懲戒処分の適法性が認められているの
であるから，本件のように，給与を抑制するという給与抑制条例自体の
違法性を問う事案にあっては，よりその裁量性，適法性が認められるべ
きである。

　　　　　（原告らの反論）
(ア)　被告が主張する「財政再建団体に転落するおそれ」，「愛知県財政を

赤字を出すことのない健全な体質に改善するため」という理由で，本件
給与抑制条例による給与抑制措置を適法とするとすれば，憲法２８条に
定める労働基本権を一部制約する代償措置としての給与決定原則は事
実上廃止されたに等しくなるのであって，本件給与抑制条例による給与
抑制措置を適法とするに足りない。

(イ)　給与抑制措置をしている地方公共団体９００団体のうち，給料表を無
視して削減をしているものはすべてではない。また，「総務省　制度・政策
改革ビジョン」（乙４２）に「国の給与改定に準じ」とあるように，人事委員
会の調査，報告，勧告制度にのっとって実行することを予定しているもの
である。

イ　裁量基準の違法
（原告らの主張）
　行政がその裁量を適正に行使するためには，裁量決定の準則となるべき
基準を内部的に定立し，それに基づいて権限を行使する必要がある。かか
る裁量基準の定立においては，行政の専門的知識や経験が不可欠である
としても，基準そのものを裁判所は審査すべきであり，平成１１年度から平
成１３年度までにおいて被告がそれぞれ主張する基準を審査すべきであ
る。基準について問題がない場合に，本件給与抑制条例の制定について



基準の逸脱，濫用が認められるかを審査すべきである。
　「被告が準用財政再建団体に転落することを回避するため最終的にやむ
を得ない手段として，給与の抑制措置を選択し，愛知県議会は認めた。」と
いう基準では，地方公務員法所定の給与決定原則（その中核は人事委員
会の勧告制度）に反して，既に職員が基本条例に基づいて既得の権利とし
て有する給与を，給料表を変更せずして削減することの基準としては不十
分である。準用財政再建団体に現実に転落したという事実の発生が，給与
削減を必要とする基準の要素となるべきであって，「準用財政再建団体に
転落することを回避するために，最終判断としてやむを得ない」というので
は，実際に発生していない事象に対するいわば予測の判断であり，地方財
政の仕組みは複雑であり，被告当局以外の者が当否を判断することが困
難であることに照らすと，被告当局又は愛知県議会のし意的判断を許容
し，裁判所の審査権が事実上及ばなくなることを容認するものであるから，
このような理由では，既に「職員の給与に関する条例」によって職員が既得
の権利として有する給与を給料表を変更することなく，条例で削減する基準
として不十分である。
（被告の主張）
　仮に，準用財政再建団体に転落した事実を給与抑制条例の制定の要件
とすれば，財政状況に応じた適宜の措置を採るべきことを要請している地
方公務員法１４条所定の「情勢適応の原則」の趣旨に反するばかりでなく，
被告当局及び愛知県議会から財政健全化に向けて措置する重要な方策を
奪うものであって，硬直的すぎ，到底容認できない。

ウ　裁量判断の方法・過程の違法
（原告らの主張）
　裁量権零収縮の理論に従って，裁量権は限定されるべきであって，被告
が主張するような広範な立法裁量は認められる余地がない。
　したがって，事実認定及びその評価，比較衡量に際し，し意的判断が禁じ
られ，考慮すべき要素を考慮せず又は不当に軽視し，他方，考慮すべきで
ないことを考慮に入れ加重評価するなど，その判断過程に誤りが認められ
る場合にも，裁量濫用となる。

（各論）
ａ　被告は，財政赤字を招いたＡ前知事が次期知事選挙に出馬しないと

表明していた事実を考慮していないか不当に軽視した。
（原告らの主張）
　Ａ前知事は，平成９年度末に平成１０年度の予算を組むときに「ほと
んどない預貯金をさらに取り崩し，めいっぱい各分野に配分する。」と
いう放漫，バラマキをするなど（甲３２），長年にわたり，県債の累積的
増加を容認した放漫財政をしてきた。さらに，既定方針としての中部国
際空港の建設と愛知万博の開催という大型事業の存在により，被告
の財政は硬直化することとなった。これと，平成１０年度の法人関連税
の予想外の落ち込みにより，国がそれまでと同様に県債の発行を許
可してくれるのかという不安感が生じ，単年度収支の均衡が取れなく
なってしまうという危機感が生じた。

　　Ａ前知事は，平成５年度に８５５億８３１９万円，平成６年度に１１６２億
１５９６万円，平成７年度に４９１億９８４２万円の赤字を招くなど放漫財
政をした。

　　Ａ前知事は，このような放漫財政をしたにもかかわらず，「万博や空港
などの巨大事業を控え，限られた税収を積み立てに回すべきだ」（甲３
２）との意見を押し切って，平成９年度，平成１０年度と積極財政を組
んだ。

　　しかし，平成１０年の秋以降，県税収入の大幅な減少が見込まれ，そ
れに伴って収支状況の見通しが急速に悪化した時点で，Ａ前知事は，
次期知事選挙への不出馬を表明した。

　　したがって，この不出馬の表明以降，被告当局は責任をもって平成１
１年度の予算編成をすることができなくなったものといわなければなら
ず，被告当局は，平成１１年度給与抑制条例を制定する実質的権限
を欠いたものといえる。

　　しかし，被告当局は，立法行為をする権限を実質的に欠いている事



実を考慮しなかったか又は不当に軽視したもので，立法行為の過程
に誤りが認められる。

　（被告の主張）
　　被告当局の予算編成は，その時点における財政状況全般に応じ，適

正にされているのであって，原告らが主張する事実は存在しないばか
りでなく，仮にあったとしても，平成１１年度給与抑制条例を違法とする
根拠とならない。

ｂ　平成１０年度の実質収支の赤字額は２２２億円であって準用財政再
建団体に転落しなかった事実を考慮していないか又は不当に軽視し
た。

　（原告らの主張）
　　被告当局は，平成１０年１０月から同年１２月まで，同年度の一般会

計について１０５０億円の財源不足となり，「県債活用は，現在自治省
とも折衝中だが，非常に厳しい状況にある。このため，更に県税収入
が落ち込み，実質収支の赤字額がマイナス５４０億円となると準用再
建団体になる可能性がある。」とけん伝していた（乙１１）。

　　しかし，平成１０年度決算による，実質収支の赤字額は，２２２億２５８
５万円であり，準用財政再建団体に転落することはなかった。

　　平成１１年度給与抑制条例制定時においても，準用財政再建団体に
転落しないことは見込まれていた。

　　被告は，平成１１年度給与抑制条例の制定に当たり，平成１０年度決
算の実質収支の赤字によっても準用財政再建団体に転落しない事実
を考慮していなかったか又は不当に軽視したものであって，立法行為
の過程に誤りがある。

（被告の主張）
　　準用財政再建団体に転落しないことは見込まれていたのではなく，不

分明であった。
(ａ)　平成１０年度の赤字額について

平成１１年度当初予算作成時期である平成１０年末から翌平成１
１年２月にかけては，平成１０年度の見込額を赤字として算出し，同
年１２月時点で１０５０億円として見込んでおり，戦後初の赤字決算
となることがほぼ明らかであった。

　　そこで，被告当局は，歳入の確保努力をすることにより８００億円，
基金の取り崩しにより１００億円，知事等のボーナスカット，管理職
手当のカット，単独補助金の１０％カット等により１５０億円歳出を抑
制することとし，８００億円の歳入確保を検討した。

　　しかし，８００億円の歳入確保努力のうち，県債の活用について
は，通常の起債の充当率を超えて発行しようとするものであるた
め，発行許可の権限を有する自治省（当時）との更なる折衝が必要
であり，県税の確保についても法人関係税の税収に占める割合が
高いため，県税収入は景気の動向に左右されやすい状況にあり，８
００億円の歳入確保努力は不確定な要素を含んだものであった。

　　平成１０年度の赤字額は最終的な決算額としては２２２億円余とな
った。

(ｂ)　年度途中における予算執行見込みと決算の関係について
　予算の執行は，財源配分を通じてされた地方公共団体の政策決
定であるところの予算編成を具体化する過程であり，予算執行の管
理は決定された政策としての事務事業がどのように実施されている
のかを把握するのが一般的である。そして，その把握作業の中で，
当該年度の財源等の見通しを立てて，その後の予算執行に統制を
加えるとともに，次年度以降の予算編成に必要な情報を収集するこ
とになる。
　歳出予算の当該年度中の一時点における執行見込みは，例え
ば，法令に基づく給付事業自体が法令の廃止によってなくなってし
まったというように，年度内に支出する可能性がなくなるという例外
的な場合を除き，通常は，当該年度中に事業の可能性がある限り，
その事務事業につき最大限の効果を図るため，適切に予算を執行
していくものであるから，この段階で執行しない額を予定することは



通常はできない。
　また，歳入予算の当該年度中の一時点における執行見込みは，
歳出と異なり，例えば，予定した補助金について国等から交付決定
通知があり，歳入額が確定するような場合（この場合ですら，事業
の実績によって補助金が確定し，減額されることがある。）を除き，
歳入見込みを立てることは困難であり，歳入不足に陥らないように
するため，確実性をもって見積もらざるを得ない。
　このように，予算執行見込みは，年度途中における予算化された
政策を年度内にどのように，どの程度執行していくのかを見込むも
のであり，歳出面ではその時点で想定される必要十分な額を，歳入
面では最終的な財源不足を避けるため，その時点で想定される確
実な額を見込むことになる。
　一方，決算とは，一会計年度内の予算執行の「結果」を「確定的」
計数で表示する行為又は表示するために調整される計算表であ
る。その目的は，財政運営の中心である歳入歳出予算の執行実績
を計数的に把握し，行政活動の総まとめをするとともに，法令に基
づき監査委員による監査を経て，議会での審議，認定を経ることに
より，財政執行の監督をし，財務の効率化，適正化を図るためのも
のである。これは，事務事業の当該年度における執行が終わり，各
種の精算が終了した段階での一円単位の数字の積み上げとなる。
　歳出面では，年度末においては，工事の入札残であるとか，補助
対象とされた事業が相手方事業主体の事情により縮小されたとか，
貸付対象者が少なかったとか諸般の事情により執行残が生じる。さ
らに，厳しい財政事情の下では，できるだけ事務事業の執行の効
率化，経費削減を図っているため，執行残が通常より多くなる傾向
がある。
　また，歳入面でも，滞納者等への指導を含め一層の収納努力を
するのであり，結果として歳入決算額が年度途中において歳入不
足を回避するために堅く見込んだ数値より多額となることはある。
　したがって，年度途中における執行見込みと最終的な決算とで
は，その目的とするところも，把握の方法も大きく異なっており，両
者を比較すること自体の意味合いは大きいものとはいえない。
　そもそも，被告の予算の総額は２兆３０００億円を超え，事業数に
しても約１８００件を超える中で１００億円ほどの差は約０.４％であ
り，精度としてやむを得ないものであるといわざるを得ない。

(ｃ)　予算と決算の対比について
　予算と決算の対比に関して，歳入歳出の見積りである予算の額と
歳入歳出の実績である決算の額とは，必ずしも一致しない。そもそ
も社会経済環境や行政需要等が大きく変化する中で，収入支出を
寸分の狂いなく見積もり，それに従って事務事業を固定的に実施し
ていくことは事実上不可能であり，かつ合理性にも欠ける。ただし，
一方で，根拠に乏しい収支の見積りや政策判断を超える事務事業
の実施などは認められないのであり，執行機関以外の第三者がそ
の内容を審査するため，決算が適正であるか否かの審査や議会の
認定などが法令上義務付けられている。
　この法令上義務付けられている適正な決算かどうかの審査に関し
て，愛知県監査委員が作成した「愛知県歳入歳出決算及び基金運
用状況の審査意見書」（乙７７から７９まで）のとおり，被告の決算は
適正にされているし，決算の適正さは，逆に予算及びその執行が適
正であることを意味している。

(ｄ)　平成１１年度の適正さについて
　歳入面においては，「平成１１年度　愛知県歳入歳出決算及び基
金運用状況の審査意見書」（乙７７）の１１頁の「（Ｃ）／（Ａ）×１００」
欄の「計」欄記載のとおり，一般会計全体では予算に対して９７.２９
％が収入済みであり，「１１　寄附金」及び「１２　繰入金」を除けば，
９０％以上の高い率であって，歳入の見積りは適正である。寄附金
については，その性格上予定した収入がなかったとしてもやむを得
ないものであり，また，繰入金についても，基金からの繰入運用の



取止めや基金の取崩額を減らすといった臨時的な財源対策を回避
した結果であって（乙７７の３２頁），いずれも基金を温存し，将来に
備えるという点で，適切な財政運営であるといえる。
　歳出面においては，前記審査意見書（乙７７）の３９頁の「執行率
（Ｂ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとおり，執行率は全体として
９７.５４％であり，「１４　災害復旧費」を除けば，９０％以上の高い率
であって，歳出の見積りは適正である。また，災害復旧費について
も，災害を事前に見込むことは極めて困難であるから，やむを得な
い。
　愛知県監査委員は，前記審査意見書（乙７７）の７頁で，「予算の
執行に当たっては，議会の議決の趣旨に沿い，効率性に配慮して，
おおむね適正に執行されているものと認めた。」としている。
　歳入面においては，前記審査意見書（乙７７）の１０，１１頁記載の
とおり，予算現額２兆３６７４億円から収入済額２兆３０３３億円を除
いた差額マイナス６４１億円が予算と決算の差である。その内訳に
ついては，歳入項目（款）別に，「１　県税」から始まり「１５　県債」ま
でそれぞれ同様に予算現額，収入済額，予算現額と収入済額との
比較で整理されている。
　さらに，例えば，前記審査意見書（乙７７）の１４，１５頁の「第１款　
県税」の細区分である項区分の「１　県民税」から「１５　旧法による
税（料理飲食等消費税）」まで，それぞれ同様に予算現額，収入済
額，予算現額と収入済額との比較で整理されて，主な増収又は減
収の内容は，項区分の表に続けてそれぞれ明記され，審査がされ
ているなど，この歳入項目（款）を細分化した区分（項）ごとに整理さ
れ，審査されている。
　そして，例えば，一般会計歳入の「第１款　県税」のうち，前記審査
意見書（乙７７）の１６頁に記載の「法人事業税」は，大きくは法人の
所得に課税する税目であり，景気の動向に大きく左右される税目で
ある。すなわち，景気が良く法人の所得が多い場合には税収が増
加し，逆に，景気が悪く法人の所得が少ない場合には税収が減少
するという性質のものであるというように，当初予算編成を行う前年
度末の段階において，翌年度の景気動向を正確に予想することは
不可能なのであり，景気に左右される法人事業税を正確に見積も
り，寸分の狂いもなく歳入予算として計上することは困難である。ま
た，実際の収入が歳入予算額を下回った場合，例えば，事業の実
施が困難になるなど，支出面で多大な影響が生じることもあり得る
ことから，歳入の見積りは，確実性をもって見込まざるを得ない。
　歳出面においては，前記審査意見書（乙７７）の３８，３９頁の上段
の表の「予算現額」欄記載の２兆３６７４億円から「支出済額」欄記
載の２兆３０９３億円を除いた「翌年度繰越額」欄記載の４２８億円
（繰越明許費４２３億円及び事故繰越し５億円）と「不用額」欄記載
の１５３億円が予算と決算の差である。
　歳出の内訳については，前記審査意見書（乙７７）の３８，３９頁の
下段で，歳出の項目（款）別に「１　議会費」から始まり，「１８　繰上
充用金」まで，それぞれ同様に予算現額，支出済額，翌年度繰越額
と不用額との比較で整理されている。さらに，この歳出項目（款）を
細分化した区分（項）ごとに整理され，審査されている。例えば，前
記審査意見書（乙７７）の４２頁の「第１款　議会費」の細区分である
項区分の「１　議会費」，また，同頁から４５頁までの「第２款　総務
費」の細区分である項区分の「１　総務管理費」から「１１　総務諸
費」まで，さらに，前記審査意見書（乙７７）の４６頁から４８頁までの
「第３款　民生費」の細区分である項区分の「１　社会福祉費」から
「５　災害救助費」まで，それぞれ同様に予算現額，支出済額，翌年
度繰越額と不用額との比較で整理されている。また，項区分の表以
下で，予算現額と支出済額との比較において翌年度繰越額と不用
額の主な内容がそれぞれ明記され，審査がされている。
　例えば，前記審査意見書（乙７７）の４５頁において，「第２款　総
務費」の「１　総務管理費」の項の「４　人事管理費」の目の不用額と



して，８２００万円ほど計上され，その理由として「退職手当におい
て，対象人員が見込みより少なかったこと」と記載されているとお
り，当初予算編成の際に１人の狂いもなく退職者数を正確に予想す
ることは困難であるだけでなく，年度途中の執行見込みの段階にお
いても，その見込み以降，年度末まで退職者が出ないと断定するこ
とも困難である中で，年度の途中段階では，飽くまでも当該手当は
全額を執行するものとして予算執行見込みを立てざるを得ない。ま
た，例えば，前記審査意見書（乙７７）の４７頁において，「第３款　
民生費」の「１　社会福祉費」の項の「１　社会福祉総務費」の目の
不用額として，３億２５００万円ほどが計上され，不用額が生じた主
な理由として「①民間社会福祉施設運営費補助金において，対象
事業費が見込みより少なかったこと　②地域福祉サービスセンター
事業費補助金において，対象事業が見込みより少なかったこと」と
記載されているとおり，当初予算編成の段階で１件の狂いもなく補
助対象事業数を正確に予測することは困難であるだけでなく，年度
途中の執行見込みの段階においても，その見込み以降，年度末ま
でに補助対象事業が出ないと断定することも困難である中で，当該
年度が終了するまでは，飽くまでも補助金を全額執行するものとし
て見込みを立てざるを得ない。このほか，被告では，１８００件を超
える事業が予算化され，執行，決算されている。
　このように，予算及び年度途中の執行見込みと，最終の決算とが
一致せず，また，支出額について決算が見込みよりも少額となる性
質を有している。

(ｅ)　平成１１年度の決算において赤字がマイナス９１億円に縮小した
理由について
　平成１２年２月の補正予算編成時に見込んだ収支不足のマイナス
１９０億円が，結果としてマイナス９１億円に縮小した理由は以下の
とおりである。
　年度途中の収支状況で見込んだマイナス１９０億円は，「平成１１
年度　愛知県歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見書」（乙
７７）の３２頁から３５頁までの歳入の「第１４款　諸収入」の「７　雑
入」の項の「５　雑入」の目（３５頁上段）の予算現額２２７億円の内
数として計上されている。すなわち，この歳入予算１９０億円は，い
わば赤字額であり，その財源に関して，歳入歳出を均衡させるため
に当てのない財源の雑入として平成１２年２月の段階で計上してい
たにすぎず，決算段階では同額の実収入がない予定であった。す
なわち，２月補正予算のとおりであれば，決算段階では収入済額に
計上されず，結果として，予算現額と収入済額との比較においてマ
イナス１９０億円が計上されることになる。このことは，前記審査意
見書（乙７７）の３５頁の下段の表の「７　雑入」の項の「５　雑入」の
目の「主な内容」欄において，「総務費雑入において，前年度の実
質収支が赤字になったことに対応するための繰上充用に係る財源
を措置したこと」とあるとおりである。しかし，前記審査意見書（乙７
７）の３５頁の上段の表の「７　雑入」の項の「５　雑入」の目の「予算
現額と収入済額との比較」の欄にはマイナス１８２億円が記載され
ている。これは，他に予算現額を上回る諸収入が８億円あったこと
によるものである。
　なお，この収入不足マイナス１９０億円は，他の収入の過不足と合
算され，前記審査意見書（乙７７）の１０，１１頁の上段の表の歳入
決算額の総額記載のとおり，歳入の「予算現額と収入済額との比
較」欄のマイナス６４１億円の内数となり，このマイナス６４１億円が
当該年度の最終的な歳入不足の総額である。
　一方，前記審査意見書（乙７７）の３８，３９頁の上段の表の歳出決
算額記載のとおり，歳出の予算現額と支出済額との差である「翌年
度繰越額」欄記載の４２８億円（繰越明許費４２３億円と事故繰越し
５億円）と「不用額」欄記載の１５３億円の合計である５８１億円が当
該年度に最終的に支出しなかった額である。これら歳入不足額マイ
ナス６４１億円と歳出しなかった５８１億円の差し引きで，結果として



マイナス５９億円の収支の不足が計上されることになる。これは，前
記審査意見書（乙７７）の６頁の表の「一般会計」欄の「歳入歳出差
引額」欄に記載されているマイナス５９億円である。
　さらに，翌年度繰越額４２８億円のうち，一般会計の翌年度へ繰り
越すべき財源として３２億円（繰越明許費繰越額２７億円と事故繰
越し額５億円）があることから，結果として当該年度はマイナス５９
億円から３２億円を差し引いたマイナス９１億円が最終赤字額であ
り，また実質収支額である。なお，翌年度に繰り越すべき財源とは，
一般財源や既に収入してしまった特定財源のことを示す。すなわ
ち，翌年度に繰り越すべき財源を伴った事業といいつつも，そもそ
も，年度内に事業を実施すべきものであり，予算も年度内に支出す
べきものであるが，事業を執行するための財源は既に当該年度に
措置したものであり，逆に実際の事業をする翌年度には財源措置さ
れないことから，当該年度から翌年度に措置した財源を移し替えて
いるものである。
　以上のとおり，平成１２年２月補正予算編成の際の収支不足のマ
イナス１９０億円は，計算上，他の収入の過不足と支出の過不足に
よって穴埋めされたことにより，部分的に不足が解消し，最終的な
収支不足額がマイナス９１億円となった。

ｃ　県債による財源の確保について考慮せず又は不当に軽視した。
　（原告らの主張）

　仮に，県税収入がどれだけ落ち込んでも，県債さえ発行すれば当該
単年度収支は赤字とならないはずである。
　被告は，平成１０年１０月，１１月時点の予算見込み中，県債の見込
みを９５０億円としており（乙１１），これが見込み違いの大きな原因と
なっている。県債の実績は，平成１０年度が３９５３億円，平成９年度
が３８２８億円となっていることに照らすと，仮に，県債発行の許可額
が従前の年より抑制されるとしても，９５０億円ということはあり得ず，
これは原告らを含む県民の無知につけ込んだものである。

　　被告の平成１０年１２月時点での平成１１年度予算の当初試算による
県債は，１６５０億円であり，当初予算では１５４２億円にすぎない。し
かし，他年度の当初予算の額と対比すると，当初試算の１６５０億円，
当初予算の１５４２億円が極めて少額であることが明らかである。

　　県債の発行額は，平成１１年度決算によれば３１９２億円となってい
る。平成１１年度給与抑制条例の制定時においても，仮に，給与抑制
をしないとしても，他の支出の抑制と併せて，準用財政再建団体に転
落しないように，県債が発行できると判断することは可能であった。

（被告の主張）
　地方交付税，地方債制度は，国による毎年度の地方財政対策と密
接な関係がある。被告が平成１０年１０月時点でまとめた「１１年度当
初見込①」（乙３０）は，平成１１年度の地方財政対策の具体像はもと
より，同対策の具体的実施方針である国の平成１１年度の地方債許
可方針も明らかにされていない段階のものであった。
　特に，平成１１年度の地方財政対策は，小渕恵三総理大臣が平成１
０年８月７日の第１４３回国会の所信表明演説において表明した６兆
円を相当程度上回る恒久的な減税をめぐって，国と地方のそれぞれ
でどのように減税をするかなどその具体化に向けた様々な議論がさ
れ，同年１１月２６日になって取りまとめられた国，地方併せて約６兆６
０００億円に上る個人所得課税，法人課税の恒久的な減税やこれに係
る財政措置の具体的な内容が盛り込まれるなど，例年にない内容で
あった。
　一方，県債については，当時の地方自治法２５０条の規定において
は，起債について自治大臣の許可が必要であったほか，地方財政法
５条において「地方公共団体の歳出は，地方債以外の歳入をもって，
その財源としなければならない。」ことを原則とした上で，ただし書にお
いて地方債の対象とする経費を列挙している。そして，国の平成１１年
度地方債許可方針が決まったのは，平成１１年４月２１日になってから
であった。



　平成１１年度６月現計の県債予算額は，当初見込みに比べて約１２
００億円増加したが，これは，国の平成１１年度地方債許可方針を踏
まえながら県債の活用を最大限に図ったからである。その後，国にあ
っては，平成１１年７月２１日に平成１１年度第１次補正予算が，同年１
２月９日に平成１１年度第２次補正予算がそれぞれ成立し，被告として
もこれらの国の緊急経済対策に応ずるため，平成１１年度最終予算の
時点で更に県債が約３００億円増加した。
　以上のとおり，被告が平成１０年１０月の時点で取りまとめた「１１年
度当初見込①」（乙３０）の段階では，地方交付税，県債等といった歳
入項目の増減予測は困難であり，また，これらの歳入項目の変動の
結果にかかわらず，仮に，給与抑制措置が採られなければ，被告の
財政の危機的状況が継続していたことは明らかである。

　　　　　　（原告らの反論）
　人件費は県債の対象とならないとするが，一般財源と特定財源は相
互補完の関係にあるのであって，投資的経費を削減すれば財政的な
余裕が出るはずであり，被告は，愛知万博や中部国際空港等の大型
プロジェクトの財政負担が将来的にどうなるのかを検証し，それを踏ま
えての財政再建計画をすべきであったが，被告はそれをしていない。

ｄ　県税収入及び地方交付税の安定財源性について考慮せず又は不当
に軽視した。
（原告らの主張）
　被告は，平成１０年度の財源不足の原因について，県税収入の減少
を強調する。
　しかし，平成１０年度の県税収入は１兆０８７７億円であって，前年の
平成９年度の１兆１１１０億円と比べて，２３３億円の減少にとどまって
いる。
　しかし，被告は，平成１０年度当初予算で，１兆２０６５億円と，平成９
年度の決算額１兆１１１０億円を９５５億円，約１０００億円も増額した
予算を立て，さらに，この歳入予算増額に対応して，平成１０年度の歳
出予算を１０００億円も増額させていた。歳出予算は，いったん予算と
して議決されている以上，根拠なく削減できないために，この約１０００
億円の増額分と２３３億円の現実の減少額の合計約１２３３億円が一
挙に財源不足となったのである。
　したがって，平成１０年度の赤字は，Ａ前知事が平成９年度に引き続
いて平成１０年度も積極予算を組んだことが原因であるので，平成１１
年度以降に堅実予算を組めば，平成１０年度に発生した実質収支の
赤字は，順次解消されるはずである。
　また，仮に，県税収入が減少しても，地方交付税でその減少分の約
８割はてん補されるので，収入源として大きな変動はなく，安定財源と
なっている。
　しかし，被告は，平成１１年度給与抑制条例の制定に際し，県税収
入の見通しと対応を誤ったものである。
（被告の主張）
　県税収入については，一般論としては，「仮にその額が減少しても，
その分の約８割が地方交付税としてカバーされる」ということはあり得
るが，現実にこのような充当がされるということは誤りである。
　例えば，平成９年度決算では県税が１兆１１０９億円余り，地方交付
税額は４７億円余りとなったが，平成１０年度は県税が１兆０８７７億円
余り，地方交付税額は６６億円余りとなり，平成９年度から平成１０年
度にかけて，県税は２３２億円余りも減少したのに対し，地方交付税は
１９億円しか増加しておらず，これは，県税の減少分の８０％どころか
８％にしかすぎない。このように，当該年度における税収見込みがま
だ十分でない７月に地方交付税の額が決定されるという時期の問題
があるものの，県税収入の減収額の約８割が必ず交付されるというも
のではない。
　以上のとおり，「県税収入＋地方交付税」は必ずしも安定財源という
わけではなく，特に平成１０年度においては，県税収入の減少が被告
の財政に与えた影響は大きかった。



エ　裁量権行使に際しての手続の不公正
（原告らの主張）
(ア)　被告は，本件給与抑制条例の必要性及び理由について，被告の財政

の危機的状況を挙げているが，地方財政の仕組みは極めて複雑であ
り，これを正確に理解するには高度の専門知識を要するし，財政の善し
悪しについての判断基準についても政治的判断が先行するものであり，
被告がその財政の危機的状況を立証することは不可能である。

　　このような極めて専門性が高く，政治的判断の余地もあると解される場
合，いわゆる「行政過程審査」が取られるのが妥当である。すなわち，行
政機関や立法機関が本来行政過程，立法過程ですべき手続や検討をし
ているかどうかで判断すべきである。

(イ)　本件の場合，歳出構造の抜本的改善に取り組むためには，中長期の
財政再建計画が必要であるはずである。

　　被告と同じく財政危機に陥ったとされている東京都は，平成１１年７月に
「財政再建推進プラン－都財政自主再建への道－」（甲１５），大阪府は
平成１０年９月に「財政再建プログラム（案）」（甲１４）を，神奈川県は平
成１１年１０月に「神奈川県財政の現状と今後の展望－財政健全化の指
針（仮称）－中間取りまとめ」（甲１６）を発表している。

　　したがって，財政の危機的状況という理由から平成１１年度給与抑制条
例を制定する場合には，財政再建計画を立てる必要がある。

　　しかし，被告は財政再建計画を立てていない。
（被告の主張）
(ア)　被告は，準用財政再建団体に転落したことはなかったので，地方財政

再建特別措置法の規定に基づき財政の再建を行おうとする地方公共団
体が作成する財政再建のための赤字解消年次計画は策定する必要は
なかったし，現に策定もしていない。

(イ)　被告としては，平成１０年１２月，「愛知県行政改革推進計画（愛知県
第三次行革大綱）」（甲１８）を策定し，愛知県行政全般の改革を推進す
るとともに，財政についても将来にわたる健全な財政運営を確保するた
め，経費の削減合理化を始めとする諸施策を講じることとしており，財政
健全化に向けた努力は継続している。

　　平成１１年度予算編成においても，愛知県地方計画「新世紀への飛躍
～愛知２０１０計画」及び上記「第三次行革大綱」との整合性に留意して
予算編成をすることとされており（乙３４），第三次行革大綱における財政
再建策に基づいて適正に編成することとされた。

　　同様に，平成１２年度予算編成（乙５２）及び平成１３年度予算編成（乙６
３）においても，「第三次行革大綱」をできるだけ前倒し実施することに努
めるとともに，「愛知県地方計画」との整合整にも留意することとされた。

オ　事実誤認
（原告らの主張）
　被告当局は，平成１０年度の決算について，平成１０年１０月時点で１０５
０億円の赤字を見込んだが（乙１１），同年度の決算では実質収支は２２２
億２５８５万円の赤字にとどまった（甲１３の１８頁）。
　平成１１年度予算について，実質収支の観点から平成１０年１０月時点で
２９００億円の赤字額（乙１２），同月末時点で１２６７億円の赤字額（乙３８
の１頁），平成１１年１月時点で１００３億円の赤字額（乙３８の１頁）を予測し
た。そして，同年２月中旬の知事査定では，平成１１年度給与抑制条例によ
る給与抑制額３２０億円を組み込んだ後，４８２億円の赤字を見込んだ（乙
３８の１頁）。
　しかし，同年度の実質収支の赤字の決算額は，９１億３７６２万円にとどま
った（甲２２の１８頁，乙７５の２２，２３頁）。
　このように，被告当局は，平成１１年度給与抑制条例の制定に当たり，前
記のとおり平成１０年度の実質収支額及び平成１１年度の実質収支額につ
いて見込みを誤ったのであり，このような事実誤認に基づいてされた平成１
１年度給与抑制条例の制定には裁量権の逸脱，濫用があり，愛知県議会
も同様である。
（被告の主張）
(ア)　「１１年度当初見込①」（乙３０）欄の記載は，平成１０年１０月時点にお



ける平成１１年度の収支見込みの額であり，各職員団体との交渉時に提
示した数値である（乙５）。

　　「１１年度６月現計予算②」（乙３０）欄の記載は，平成１１年６月補正時
点における予算である。この年は，平成１１年２月に県知事選挙が実施
されたことから，平成１１年度当初予算はいわゆる骨格予算となっている
ため，６月補正後の数値が比較の対象として適当である。

　　「１１年度最終予算③」（乙３０）欄の記載は，平成１１年度２月補正後の
最終予算である。なお，決算の総額ベースの数字は，乙２８に記載のと
おりであるが，決算数値については，人件費，扶助費等の費目ごとに集
計作業を行っていないため，最終予算額が決算額と近似することから，
最終予算との間で対比するのが適当である。

(イ)　歳入については，まず，県税収入について，「１１年度最終予算③」
（乙３０）の時点では，「１１年度当初見込①」（乙３０）の時点よりも更に落
ち込む結果となり，約１０００億円減少した。

　　県税については，平成１１年度における税制改革の内容や国の地方財
政対策の具体像がいまだ明らかにされていなかったため，平成１０年１０
月現在の税制を前提とし，平成１０年度の最終見込額と同額と仮定して
見積もることとしたものであり，県債，国庫等その他特定財源について
は，歳出の減少と連動させて見積もったものである（乙５，１２）。この「歳
出の減少」とは，歳出項目について「かつてない厳しいマイナスシーリン
グ（行政経費マイナス３０％，公共事業マイナス１０％）を設けて要求を受
け付け，（略）」との方針を策定した上で，歳出をあらかじめ減額した上で
見積もったことを指す（乙５，乙１２中「２（２）「歳出」の項参照）。

　　県債については，「１１年度６月現計予算②」（乙３０）の時点で約１２００
億円増加しているが，これは歳入不足を補うため，県債の活用を最大限
に図ったからであり，その後，国の緊急経済対策に応ずるため，上記③
の時点で更に約３００億円増加した。

　　その他については，地方交付税が約１６００億円増加した。「１１年度当
初見込①」（乙３０）の時点では，次年度の地方財政計画が立てられてお
らず，地方交付税の見込みができないため，平成１０年度並みの額と見
積もったのであるが，その後平成１１年度の地方財政計画に基づく算定
の結果，大幅増額の結果となった。

　　地方交付税，地方債制度は，国による毎年度の地方財政対策と密接な
関係がある。被告が平成１０年１０月時点でまとめた「１１年度当初見込
①」（乙３０）の時点は，平成１１年度の地方財政対策の具体像はもとよ
り，同対策の具体的実施方針である国の平成１１年度の地方債許可方
針も明らかにされていない段階であった。

　　被告当局は，そのような状況の下，当時の可能な限りの情報の収集に
努めつつ，地方財政の運営に関する基本原則を定めた地方財政法の４
条の２で，「地方公共団体は，予算を編成し（略）ようとする場合において
は，当該年度のみならず，翌年度以降における財政の状況をも考慮し
て，その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。」と
定め，翌年度以降その償還が必要となる地方債について慎重な立案を
求めるとともに，同法５条により「地方公共団体の歳出は，地方債以外の
歳入をもってその財源としなければならない（略）。」ことを原則としている
といった財政運営の基本原則を十分に踏まえ見積もったものである。

　　特に，前記のとおり，平成１１年度の地方財政対策は，小渕恵三総理大
臣が平成１０年８月７日の第１４３回国会の所信表明演説において表明
した６兆円を相当程度上回る恒久的な減税をめぐって，国と地方のそれ
ぞれでどのように減税をするかなどその具体化に向けた様々な議論がさ
れ，同年１１月２６日になって取りまとめられた国，地方併せて約６兆６０
００億円に上る個人所得課税，法人課税の恒久的な減税やこれに係る
財政措置の具体的な内容が盛り込まれるなど，例年にない内容であっ
た。

　　地方交付税については，国の平成１１年度の地方財政対策の具体的計
画である地方財政計画での伸び率が不明であったことに加え（結果とし
て，平成１１年２月２日に閣議決定された同計画における地方交付税額
の対前年度伸び率は１９.１％であった。），その算定においては，被告の



特徴として，景気動向に大きく左右される法人関係税による影響が大き
く，過去の交付実績（平成８年度約４５０億円，平成９年度約４８億円，平
成１０年度約６７億円）を見ても平成１１年度の交付額の予測は非常に困
難なものであった。

　　一方，県債については，前記のとおり，当時の地方自治法２５０条の規
定においては，起債について自治大臣の許可が必要であったほか，地
方財政法５条において「地方公共団体の歳出は，地方債以外の歳入を
もって，その財源としなければならない。」ことを原則とした上で，ただし書
において地方債の対象とする経費を列挙している。そして，国の平成１１
年度地方債許可方針が決まったのは，平成１１年４月２１日になってから
であった。

　　前記のとおり，平成１１年度６月現計の県債予算額は，当初見込みに比
べて約１２００億円増加したが，これは，国の平成１１年度地方債許可方
針を踏まえながら県債の活用を最大限に図ったからである。その後，国
にあっては，平成１１年７月２１日に平成１１年度第１次補正予算が，同
年１２月９日に平成１１年度第２次補正予算がそれぞれ成立し，被告とし
てもこれら国の緊急経済対策に応ずるため，平成１１年度最終予算の時
点で更に県債が約３００億円増加した。

　　以上のとおり，被告が平成１０年１０月の時点で取りまとめた「１１年度当
初見込①」（乙３０）の段階では，地方交付税，県債等といった歳入項目
の増減予測は困難であり，また，これらの歳入項目の変動の結果にか
かわらず，仮に，給与抑制措置が採られなければ，被告の財政の危機
的状況が継続していたことは明らかである。

(ウ)　歳出については，まず，人件費について平成１１年度給与抑制条例に
よる給与抑制措置が採られたため，約３２０億円減少した。

　　その他については，「１１年度６月現計予算②」（乙３０）の時点，すなわ
ち当初予算に近いベースでは，各種歳出の削減により約２００億円減少
したが，その後国の緊急経済対策に呼応して，国の要請により公共投資
の増額を実施したため，約４００億円増加した。なお，この増加の財源
は，国庫支出金と県債（償還については，後年度において地方交付税で
措置されることとなる。）である。

(エ)　以上のとおり，多額の財源不足が見込まれたため，事前に各種の財
源対策を施して当初予算を編成し，更に年度中においても一層適切な執
行と歳入確保に努力したからこそ，決算では見込みよりも改善したもの
であって，見込み誤りではない。

　　そもそも，社会経済環境や行政需要等が大きく変化する中で，収入支出
を寸分の狂いもなく見積もり，それに従って事務事業を固定的に実施し
ていくことは非常に困難であり，合理性にも欠ける。

第２　平成１２年度給与抑制条例の無効
１　立法形式の濫用

（原告らの主張）
　被告は，第２年目の給与抑制については，本来平成１２年３月１日に失効する
はずであった平成１１年度給与抑制条例について，平成１２年度給与抑制条例
により，給与抑制期間を「平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで」に改
めるとし，併せて平成１２年度給与抑制条例の施行日を平成１２年４月１日とし，
期末，勤勉手当の削減率を減少させている（甲３６）。
　また，第３年目の平成１３年度給与抑制条例も同様の立法形式を採用している
（甲３８）。
　このような立法は，本来失効する条例の改正という形を借り，実際には全く新
しい条例を制定するものであり，立法形式において濫用があり無効である。

２　地方公務員法２４条，２５条１項，３項１号，憲法９４条違反
（原告らの主張及び反論）
　前記第１の１（原告らの主張）及び（原告らの反論）と同じ。
（被告の主張）
　前記第１の１（被告の主張）と同じ。

３　地方公務員法所定の給与決定原則違反
（原告らの主張及び反論）
　前記第１の２（原告らの主張）及び（原告らの反論）と同じ。



（被告の主張）
　前記第１の２（被告の主張）と同じ。

４　条例の成立過程の瑕疵の有無
（原告らの主張）
(1)　愛知県知事は，第２年目及び第３年目それぞれの給与抑制条例の提案に

先立って，原告らの所属する職員団体と教育委員会との給与改定の交渉を
実施している。

　　しかし，教育委員会は，この交渉において，被告が本件訴訟に提出した資料
を提出していない。また，自ら財政に関する説明が不十分であることを随所に
自認していた（甲４０）。

　　したがって，愛知県知事は，既に条例で確定した給与等を削減するについて
負う説明義務を果たしていない。

(2)　第２年目及び第３年目の各給与抑制条例を審議した議員もほとんどが与党
であって，議員としてすべき質問をしていない。与党でない議員も自らの出身
団体に対する補助金等が削減されることを恐れ，すべき質問を放棄した。

５　合理的理由の欠如
(1)　立法裁量の否定

（原告らの主張）
　前記第１の４(1)（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）
　前記第１の４(1)（被告の主張）と同じ。

(2)　裁量権の逸脱，濫用
ア　総論
（原告らの主張）
　前記第１の４(2)ア（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）

(ア)　前記第１の４(2)ア（被告の主張）と同じ。
(イ)　なお，被告は，予算の編成を統一性をもってするための基準として，

予算の編成方針を策定しており，平成１２年度当初予算については，平
成１１年１０月１８日付けで「平成１２年度予算編成について（依命通達）」
（乙５２）と「平成１２年度予算編成事務処理要領」（乙５３の別紙）を各部
局長等に通達，通知し，予算編成方針を明らかにした。

　　被告の財政は，この予算編成方針にもあるように，平成１１年１０月の時
点で，平成１０年度に生じた決算赤字の財政措置の目処が立っておら
ず，大幅な収支不足が見込まれるなど，平成１２年度においても，引き続
き，平成１１年度と同様に極めて深刻な状況が継続していた。このため，
行政活動計画の立案に当たっては，平成１１年度６月補正後予算額の
政策的重要経費及びその他の行政経費については原則７０％の範囲
内，公共事業費については原則９０％の範囲内とするなど厳しいシーリ
ングを設定し，事務事業全般にわたり，制度施策の廃止縮小を含めた徹
底した見直し，合理化を図り，これまで以上に歳出の抑制に取り組むこと
とした。

　　そして，被告は，これらの「予算編成方針」に基づいて，各部局から出さ
れた要望額を基に，平成１２年１月７日時点までの調整状況を１００億円
単位で「平成１２年度財政状況試算（当初）」（甲２４の４９，５０頁）を取り
まとめた。

　　これによれば，平成１２年１月７日の段階での収支不足の見込額は，
「平成１２年度①」（甲２４の４９，５０頁）欄の「歳出」の「計」の２兆２８００
億円から「歳入」の「計」２兆０９００億円を差し引いた１９００億円であっ
た。

　　この「平成１２年度財政状況試算（当初）」（甲２４の４９，５０頁）の記載項
目のうち，歳入面については，この平成１２年１月７日時点で，県税につ
き，被告の税収動向に大きな影響を及ぼす法人関係税に関して県内主
要企業に対する聴き取り調査を実施することなどにより，できるだけの正
確な補そくに努め，１兆０３００億円と見積もった。また，地方交付税につ
いては，被告の税収見通しや国の地方財政対策の動向を踏まえなが
ら，１２００億円と見込んでいた。さらに，県債については，各部局からの
予算要望のあった経費を基に，国の地方財政対策の動向を踏まえなが



ら，平成１１年度の通常の起債充当率を乗じて見積もり，１７００億円と見
込んでいた。

　　他方，歳出面においては，「平成１２年度予算編成方針（依命通達）」（乙
５２）及び「平成１２年度予算編成事務処理要領」（乙５３の別紙）に基づ
き，既に平成１２年１月７日のこの時点で，事務事業全般にわたり，制度
施策そのものの廃止縮小を含めた一層徹底した見直し，合理化を図り，
政策的重要経費及びその他の行政経費について，前年度予算額の７０
％の範囲内とするシーリングを設定するなど，厳しい歳出抑制の基で見
積もった。この時点では，給与抑制を見込んでいなかった。

　　その後，平成１２年２月の知事査定の段階までに，前記の各項目につい
て，更により正確な補そくに努め，精査をした。

　　県税については，直近の徴収状況などを基に精査し，平成１２年２月の
この時点では，２７５億円増の１兆０５７５億円と見込んでいた（乙５５）。
また，地方交付税については，平成１２年１月下旬に自治省が開いた全
国都道府県財政課長会議で説明された平成１２年度の地方交付税算定
上の留意点を踏まえて，更に精査し，２００億円増の１４００億円と見込ん
だ（乙５５）。さらに，県債については，地方交付税と同様に全国都道府
県財政課長会議で説明された平成１２年度の地方債計画に関する情報
を踏まえて精査し，７９０億円増の２４９０億円と見込んだ（乙５５）。

　　このような精査の中で，「１２年度の財源対策について」（乙５４）の作成
段階で，県税及び地方交付税について既に最終予算額ベースで整理し
たが，歳入の増加を見込んだ上でも，歳出との収支の均衡を保つことが
困難であり，合計１６８０億円の財源対策が必要とされたので，被告の財
政の健全化を図る不可欠の施策として「１２年度の財源対策について」
（乙５４）の記載に係る給与抑制措置を含む様々な財源対策を講じざるを
得ず，「平成１２年度一般会計の財源見通し」（乙５５）の作成に至った。

　　このため，平成１２年度当初予算作成に当たっては，この多額の収支不
足額を解消するため，歳入，歳出の両面にわたる，更なる様々な財源対
策が講じられた。平成１２年度当初予算編成における歳入，歳出両面で
の最終段階での財源対策の内容を示す「１２年度の財源対策について」
（乙５４）のとおり，平成１２年度においても，給与の抑制措置が財源対策
の一環として必要な措置として組み込まれた。

　　平成１２年度当初予算の知事査定の結果を踏まえた予算編成最終段階
の一般会計の財源見通しは，「平成１２年度一般会計の財源見通し」（乙
５５）のとおりである。同見通しの「１２年度当初予算Ａ」の「差引」の欄が
０円となっているように，この時点で，歳入，歳出の均衡を図ることができ
た。しかし，この中には，「１２年度の財源対策について」（乙５４）の「歳
出」の区分にあるように，本来当初予算で措置しなければならない①「公
債費」における満期一括償還減債基金への平成１２年度分の積立金１２
３億円や，②「人件費」（給与費）における平成１２年度給与改善費３０億
円の予算計上が見送られているほか，更にその後に額が確定する③平
成１１年度２月補正予算段階では１９０億円と見込まれていた平成１１年
度の赤字額（乙５５の「歳入」欄の「繰越金」欄の「１２年度当初予算の主
な内容」欄参照）に対する財源手当の見通しも立っていなかった。

　　以上のとおり，平成１２年度の当初予算編成においては，平成１２年度
給与抑制条例による給与抑制措置を講じても，実質的には，歳入，歳出
の均衡に達することができない危機的な財政状況にあった。

(ウ)　予算は，経費構成と収入構成の実質的な相関において，適正に均衡
が保持されなければ調整できない。

　　平成１２年度当初予算における経費構成と収入構成の内容を示す「経
費構成と収入構成について」（乙５６）の「サ」の「Ｆ」欄記載のとおり，平成
１２年度の当初予算における一般財源の総額は，平成１１年度６月補正
後予算と比べて，７７９億円増加しているが，他方で，上記書面の「ア」の
「Ｈ」欄記載のとおり，義務的経費等に要する一般財源額は８９８億円増
加しており，人件費を始めとする義務的経費の財源確保の見地から，平
成１２年度においては，平成１１年度に引き続き厳しい状況にあった。

　　以上のように，平成１２年度当初予算においては，本来措置すべき経費
の予算計上を先送りして初めて収支の均衡を図ることが可能となったも



のであり，平成１２年度における給与抑制措置は，被告の財政の健全化
を図る見地からやむを得ない措置であった。

(エ)　平成１２年度人事委員会勧告においては，「職員の給与の減額措置
は，県税収入の急激な減少により過去に経験したことのない危機的な財
政状況が引き続く中にあって，財政再建に向けた様々な取組の一つとし
てやむを得ず継続されているものであると理解し」，「職員の給与の減額
措置は勧告制度とは異なる次元で実施される例外的なものであり，当該
減額措置の影響による較差については，勧告制度の枠組みを超えるも
のとして取り扱うことが適当であると考える。」（乙８１）とされている。

（原告らの反論）
　「被告の財政の健全化を図る見地からやむを得ない」などという理由は，職
員が既に「職員の給与に関する条例」によって既得の権利として有する給与
を，給料表を変更することなく削減する基準としては，認められる余地がな
い。また，これらは，被告自身が平成１１年度給与抑制条例の制定の必要性
の基準として主張している基準にも反する。
イ　裁量基準の違法

（原告らの主張）
　前記第１の４(2)イ（原告らの主張）と同じ。
　なお，第１年目の給与抑制は，被告が財政再建団体に転落する可能性
があるなど極めて深刻な危機的状況にあったため，単年度限りの緊急避
難的措置であったが，平成１０年度の決算は２２２億円の赤字であり，準用
財政再建団体に転落するおそれ自体は解消された。
　したがって，被告が，平成１２年度においてもなお給与抑制を続ける財政
上の根拠はなくなったし，平成１３年度においてはなおさらである。
（被告の主張）
　前記第１の４(2)イ（被告の主張）と同じ。

ウ　裁量権行使に際しての手続の不公正
（原告らの主張）
(ア)　前記第１の４(2)エ（原告らの主張）と同じ。
(イ)　抜本的かつ徹底した財政健全化策を講じるためには，財政再建計画

の策定が不可欠であるが，被告はこれを策定していない。したがって，被
告は，第２年目，第３年目の給与抑制に関する財政上の根拠を合理的
に説明できない。

（被告の主張）
　前記第１の４(2)エ（被告の主張）と同じ。

エ　事実誤認
（原告らの主張）
　平成１２年度予算について，被告当局は，実質収支の観点から，平成１２
年１月７日の時点で１９００億円の赤字額（甲２４の４９，５０頁），同年２月当
初予算作成時１６８０億円の赤字額（乙５４）を予測した。
　しかし，同年度の実質収支の決算額は，赤字ではなく２８億４７４８万円の
黒字であった（乙２８）。
　被告当局は，平成１２年度給与抑制条例の制定に当たり，平成１１年度
の実質収支及び平成１２年度の実質収支について見込みを誤ったことは明
らかであり，このような事実誤認に基づいてされた平成１２年度給与抑制条
例の制定については，裁量権の逸脱，濫用がある。愛知県議会についても
同様である。
（被告の主張）
(ア)　一会計年度の歳入歳出予算の執行の結果，すなわち決算は，通常現

金の未収未払の整理をするための期間である出納整理期間（翌年度の
４月１日から５月３１日までの２か月間）が終了する出納閉鎖期日をもっ
て初めて確定する。

　　平成１２年２月の補正予算編成の時点で，平成１２年度予算に繰り越さ
れる見込みであった平成１１年度の赤字額１９０億円（乙５５の「歳入」欄
の「繰越金」欄の区分のうち「１２年度当初予算の主な内容」欄に記載）
は，平成１１年度の決算額が確定した平成１２年５月末の出納閉鎖期日
の時点で，歳出不要額の増加などから実質収支として９１億円（乙６６の
「平成１１年度決算赤字額」欄）の赤字に縮小して平成１２年度に繰り越



された（乙７３）。この平成１２年２月の見込みは，補正予算の編成及び平
成１２年度予算の編成のために出したものであり，この補正予算時点，
すなわち平成１２年度の予算編成時点で，その全体額を見込み，算定し
たものである。これに対し，確定時点の赤字額は，様々な要因の結果と
して支出した又はされなかった額と，収入をした又は収入に至らなかった
額との差として確定するものである。したがって，決算に至る過程の分析
は困難である。また，それぞれの時点相互間における金額の変化は，様
々な要因に基づく歳入面，歳出面の個別の変動が多数集積した結果で
あって，その個別の変動をすべて補そくすることは不可能である。

　　確定した赤字の９１億円の内訳は，次のとおりである。歳入の面におい
ては，一般会計歳入の予算現額２兆３６７４億円から，収入済額２兆３０３
４億円を差し引き，６４１億円の減収（歳入不足）となった（乙７５「平成１１
年度愛知県一般会計歳入歳出決算書」１２，１３頁の表中の「歳入合計」
欄参照。）。他方，歳出の面においては，予算現額２兆３６７４億円から支
出済額２兆３０９３億円を差し引きし，５８１億円の支出の減少となった
（乙７５の２２，２３頁の表中の「歳出合計」欄参照）。

　　以上のように，確定した歳入総額２兆３０３４億円と歳出総額２兆３０９３
億円とを差し引きした「歳入歳出差引歳入不足額」のマイナス５９億円か
ら，「翌年度へ繰り越すべき財源」の３２億円を差し引いた「翌年度歳入
繰上充用金」のマイナス９１億円が，赤字額として確定したものである（乙
７５の２２頁，２３頁）。

(イ)　平成１２年度においては，歳入面で税収が予算額を上回ったことのほ
か，歳出面でより一層の適切な執行に努めたことなどにより健康福祉
費，建設費，教育費，公債費など不用額が生じた結果，最終的には，平
成１２年度の決算額が確定した平成１３年５月末において，実質収支とし
て２８億円の黒字となった。

(ウ)　平成１２年度については，歳入面においては，「平成１２年度　愛知県
歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見書」（乙７８）の１０，１１頁
の「各款別内訳表」の「（Ｃ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとおり，９７.
５０％が収入済みであり，「１１　寄附金」及び「１２　繰入金」を除けば９０
％以上の高率であるように，予算の見積りは適正である。

　　歳出面においては，前記審査意見書（乙７８）の３８，３９頁の「各款別内
訳表」の「執行率（Ｂ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとおり，執行率は
全体として９７.２２％であり，「１２　災害復旧費」を除けば，いずれもほぼ
９０％以上の高い率であるように，同様に予算の見積りは適正である。

　　なお，愛知県監査委員は，前記審査意見書（乙７８）の７頁で，「予算の
執行に当たっては，議会の議決の趣旨に沿い，効率性に配慮しておお
むね適正に執行されているものと認めた。」と判断している。

　　歳入面においては，総額が前記審査意見書（乙７８）の１０，１１頁の上
段の表の「予算現額」欄記載の２兆３９９７億円から「収入済額」欄記載
の２兆３３９８億円を差し引いた「予算現額と収入済額との比較」欄記載
のマイナス５９９億円が予算と決算との差である。

　　歳出面においては，総額が前記審査意見書（乙７８）の３８，３９頁の上
段の表の「予算現額」欄記載の２兆３９９７億円から「支出済額」欄記載
の２兆３３３０億円を除いた，「翌年度繰越額」欄記載の５３３億円（繰越
明許費５３２億円と事故繰越し１億円）と「不要額」欄記載の１３４億円と
の合計６６７億円が予算と決算との差である。

　　平成１２年度においても，予算及び年度途中の執行見込みと最終の決
算とが一致せず，また，支出額について決算が見込みより少額となる性
質を有している。

　　平成１３年２月の補正予算編成時に見込んだマイナス８０億円は，結果
として１２年度の決算段階では２８億円へと黒字に転換した。

　　平成１３年２月に見込んだマイナス８０億円は，前記審査意見書（乙７８）
の３４頁下段の表の「７　雑入」項の「５　雑入」の目の「主な内容」欄に，
「総務費雑入において，前年度の実質収支が赤字になったことに対応す
るための繰上充用に係る財源を措置したこと」と記載があるとおり，前記
審査意見書（乙７８）の３４頁の上段の表の「歳入」の「第１４款　諸収入」
の「７　雑入」の項の「５　雑入」の目欄に予算現額１６６億円として計上さ



れている。なお，前記審査意見書（乙７８）の３４頁の上段の表の「７　雑
入」の項の「５　雑入」の目の「予算現額と収入済額との比較」欄に，マイ
ナス７１億円が計上されているが，これは，他に予算現額を上回る収入
が９億円あったことによるものである。

　　前記の収入不足８０億円は，他の収入の過不足と合算され，前記審査
意見書（乙７８）の１０，１１頁の上段の「予算現額と収入済額との比較」
欄記載のマイナス５９９億円の内数となり，このマイナス５９９億円が当該
年度の最終的な収入不足の総額となる。一方，前記審査意見書（乙７８）
の３８，３９頁の上段の表記載のとおり，最終の予算現額と支出済額との
差である翌年度繰越額５３３億円（繰越明許費５３２億円と事故繰越し１
億円）と不用額１３４億円の合計６６７億円が当該年度に最終的に支出し
なかった額である。これら歳入不足マイナス５９９億円と歳出しなかった６
６７億円の差し引きで，前記審査意見書（乙７８）の６頁の表の「歳入歳出
差引額」欄記載のとおり，結果として６８億円の黒字が計上される。

　　さらに，翌年度繰越額５３３億円のうち，翌年度に財源を繰り越すべきも
のが，前記審査意見書（乙７８）の６頁の表の「翌年度へ繰り越すべき財
源」欄記載のとおり，４０億円あることから，６８億円から４０億円を差し引
いた２８億円が，当該年度の最終黒字額であり，また実質収支額であ
る。

　　以上のとおり，平成１３年２月の補正予算編成の際の収支不足のマイナ
ス８０億円は，計算上，他の収入の過不足と支出の過不足によって穴埋
めされたことにより，不足が解消し，最終的に２８億円の黒字となった。

(エ)　前記第１の５オ(エ)と同じ。
第３　平成１３年度給与抑制条例の無効

１　立法形式の濫用
（原告らの主張）
　前記第２の１（原告らの主張）と同じ。

２　地方公務員法２４条，２５条１項，３項１号，憲法９４条違反
（原告らの主張）
　前記第１の１（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）
　前記第１の１（被告の主張）と同じ。

３　地方公務員法所定の給与決定原則違反
（原告らの主張）
　前記第１の２（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）
　前記第１の２（被告の主張）と同じ。

４　条例の成立過程の瑕疵の有無
（原告らの主張）
　前記第２の４（原告らの主張）と同じ。

５　合理的理由の欠如
(1)　立法裁量の否定

（原告らの主張）
　前記第１の４(1)（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）
　前記第１の４(1)（被告の主張）と同じ。

(2)　裁量権の逸脱，濫用
ア　総論

（原告らの主張）
　前記第１の４(2)ア（原告らの主張）と同じ。

（被告の主張）
(ア)　前記第１の４(2)ア（被告の主張）と同じ。
(イ)　被告は，「平成１３年度予算編成について（依命通達）」（乙６３）及び

「平成１３年度予算編成事務処理要領」（乙６４の別紙）を通達，通知し
た。各部局はこれに基づいて要望額を提出し，被告が平成１３年１月９日
時点までの調整状況を取りまとめ，その金額を１００億円単位で整理した
ものが「平成１３年度財政状況試算（当初）」（甲２５の５１頁）である。

　　平成１３年１月９日のこの時点での収支不足の見込額は，「平成１３年



度①」欄の「歳出」欄の「計」欄の２兆３３００億円から「歳入」欄の「計」欄
の２兆１９００億円を差し引いた１４００億円となっており，平成１３年度の
予算編成においても大変厳しい状況にあった。

　　平成１３年１月９日のこの時点で，歳入面では，県税につき，被告の税
収動向に大きな影響を及ぼす法人関係税に関して県内主要企業に対す
る聴き取り調査を実施することなどにより見積もり，１兆０８００億円と見
込んでいた（甲２５の５１頁）。また，地方交付税については，税収見通し
や国の地方財政対策の動向などを踏まえながら，１１５０億円と見込んで
いた（甲２５の５１頁）。さらに，県債については，各部局からの予算要望
のあった経費を基に国の地方財政対策の動向を踏まえながら平成１２年
度の起債充当率を乗じて見積もり，２１００億円と見込んでいた（甲２５の
５１頁）。

　　他方，歳出面では，「平成１３年度予算編成について（依命通達）」（乙６
３）及び「平成１３年度予算編成の要領について（通知）」（乙６４）に基づ
き，既に平成１３年１月９日のこの時点で，被告の事務事業全般にわた
り，制度，施策そのものの廃止，縮小をも含めた一層徹底した見直し，合
理化を図り，政策的重要経費及びその他行政経費について，前年度予
算額の９０％の範囲内とするシーリングを設定するなど，厳しい歳出抑制
の基で見積もったものであるが，それでもなお，収支において１４００億円
の不足が見込まれた。なお，平成１３年度においてもこの時点で給与抑
制措置は見込んでいない。

　　その後，平成１３年２月の知事査定の段階までに，歳入面，歳出面とも
に，更に精査を行い，正確な補そくに努めた。

　　その結果，県税については，直近の徴収状況などを基にした精査によ
り，１７６億円増の１兆０９７６億円と見積もった。また，地方交付税につい
ては，平成１３年１月下旬に自治省が開いた全国都道府県財政課長会
議で説明された平成１３年度の地方交付税算定上の留意点を踏まえて
精査し，１１５０億円の同額と見込んだ。さらに，県債については，地方交
付税と同様に全国都道府県財政課長会議で説明された平成１３年度の
地方債計画に関する情報を踏まえて精査し，６７８億円増の２７７８億円
と見込んだ。

　　こうした精査の中で，歳入の増加を見込んだ上でも，１４００億円すべて
の収支不足を解消し，歳入，歳出との収支の均衡を保つことが困難であ
ったことから，平成１３年度においても様々な財源対策を講じることが不
可欠と判断された。その結果，知事査定の結果を踏まえ，「平成１３年度
の収支状況」（乙６５）記載のとおり，給与抑制措置を含む財源対策を，
被告の財政健全化のためにやむを得ない措置として講じざるを得なかっ
た。

　　平成１３年度当初予算は，こうした歳入，歳出両面にわたる１４００億円
の財源対策を講ずることによって，一応編成することができたのである
が，この中には，「平成１３年度の収支状況」（乙６５）の「歳出の調整」欄
記載のとおり，本来当初予算で措置しなければならない①公債費におけ
る平成１３年度満期一括償還分の減債基金への積立金１５５億円や②
人件費（給与費）における平成１３年度給与改善費３０億円の予算計上
が見送られている。

　　さらに，前年度と同様，平成１３年２月の補正予算編成の時点で平成１３
年度予算に繰り越される見込みであった平成１２年度の赤字額８０億円
（「平成１２年度の収支状況」（乙６６）の「１２年度収支見込（２月補正）」
欄に記載。平成１３年２月時点）に対する財源手当の見通しも立っていな
かった。

　　このように，給与抑制措置を講じても，実質的には，歳入，歳出の均衡
に達することができない危機的な状況にあった。

(ウ)　平成１３年度当初予算における一般財源の総額は，平成１２年度当
初予算と比べて，１１３億円増加（「経費構成と収入構成について」（乙６
７）の「サ」の「Ｆ」欄記載）しているのであるが，それ以上に義務的経費等
に要する一般財源額（「経費構成と収入構成について」（乙６７）の「ア」の
「Ｈ」欄記載）が２８４億円増加しているのであって，被告の財政は，平成
１２年度に引き続き厳しい状況にあった。



　　こうした一般財源状況に加え，前記のとおり，平成１３年度当初予算で
は，本来措置すべき経費の予算計上を先送りしなければならなかったも
ので，平成１３年度給与抑制条例による給与抑制措置をしなければ予算
の編成すらできなかった。

(エ)　平成１３年度における給与抑制の内容は，例月給与の２％の抑制で
あり，当初予算ベースでは，１０４億円の抑制であった。

(オ)　平成１３年度人事委員会勧告においては，「人事委員会の勧告制度と
は異なる次元で実施される例外的な措置であると考えて」おり，「特例条
例により実施されている職員の給与の減額措置については，かつてない
危機的な財政状況に対処するため緊急避難的に，また，財政再建に向
けた様々な取組の一つとして，やむを得ず継続されているものであると
理解している」とされている（乙８２）。

イ　裁量基準の違法
（原告らの主張）
　前記第２の５(2)イ（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）
　前記第２の５(2)イ（被告の主張）と同じ。

ウ　裁量権行使に際しての手続の不公正
（原告らの主張）
　前記第２の５(2)ウ（原告らの主張）と同じ。
（被告の主張）
　前記第２の５(2)ウ（被告の主張）と同じ。

エ　事実誤認
（原告らの主張）
　平成１３年度予算について，被告当局は，実質収支の観点から，予算編
成段階で１４００億円の赤字（甲２５の５１頁）を予測した。
　しかし，同年度の実質収支の決算額は１９億６２８２億円の黒字（乙７９の
６頁）であった。
　被告当局は，平成１２年度決算について，平成１３年２月時点で８０億円
の赤字額を見込んだが（「平成１２年度の収支状況」（乙６６）の「１２年度収
支見込（２月補正）」欄参照），同年の実質収支の決算額は２８億４７４８万
円の黒字となっている（「平成１２年度　愛知県歳入歳出決算及び基金運用
状況の審査意見書」（乙７８）の６頁）。
　被告当局は，平成１３年度給与抑制条例の制定に際し，平成１２年度の
実質収支額及び平成１３年度の実質収支額の見込みを誤ったことは明らか
であって，このような事実誤認に基づいてされた平成１３年度給与抑制条例
の制定には，裁量権の逸脱，濫用がある。
（被告の主張）
(ア)　平成１３年度については，歳入面においては，「平成１３年度　愛知県

歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見書」（乙７９）の１０，１１頁
の下段の各款別内訳表の「（Ｃ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとお
り，一般会計全体では，予算に対して９７.４９％が収入済みであり，「１１
　寄附金」及び「１２　繰入金」を除けばおおむね９０％以上の高率である
ように，予算の見積りは適正である。

　　歳出面においては，前記審査意見書（乙７９）の４０，４１頁の下段の表
の「執行率（Ｂ）／（Ａ）×１００」欄記載のとおり，９７.２４％であり，いずれ
もほぼ９０％以上の高い率であるように，同様に予算の見積りは適正で
ある。

　　歳入面においては，総額が前記審査意見書（乙７９）の１０，１１頁の上
段の表の「予算現額」欄記載の２兆４３７３億円から「収入済額」欄記載
の２兆３７６１億円を除いた「予算現額と収入済額との比較」欄記載のマ
イナス６１２億円が，予算と決算との差である。

　　歳出面においては，総額が前記審査意見書（乙７９）の４０，４１頁の上
段の表の「予算現額」欄記載の２兆４３７３億円から「支出済額」欄記載
の２兆３７０１億円を除いた「翌年度繰越額」欄記載の５１６億円（繰越明
許費５１５億円及び事故繰越し１億円）と「不用額」欄記載の１５６億円と
の合計６７２億円が，予算と決算との差である。

　　平成１３年度においても，予算及び年度途中の執行見込みと最終の決



算とが一致せず，また，支出額について決算が見込みより少額となる性
質を有していた。

　　平成１４年２月の補正予算編成時において，収支状況は歳入歳出が均
衡するものと見込んでいた（乙８０）が，結果として平成１３年度の決算段
階では２０億円の黒字となった。

　　当該年度の最終的な不足額は，前記審査意見書（乙７９）の１０，１１頁
の上段の表の「予算現額と収入済額との比較」欄記載のマイナス６１２億
円である。一方，当該年度に最終的に支出しなかった額は，前記審査意
見書（乙７９）の４０，４１頁の上段の表の予算現額と支出済額との差であ
る「翌年度繰越額」欄記載の５１６億円（繰越明許費５１５億円と事故繰
越し１億円）と「不用額」欄記載の１５６億円の合計である６７２億円であ
る。したがって，収支は，前記審査意見書（乙７９）の６頁の上段の表の
「歳入歳出差引額」欄記載のとおり，収入のマイナス６１２億円と支出の６
７２億円を加えた６０億円の黒字となる。

　　さらに，翌年度繰越額５１６億円のうち，翌年度に繰り越すべきものが，
前記審査意見書（乙７９）の６頁の上段の表の「翌年度へ繰り越すべき財
源」欄記載のとおり４０億円あることから，結果として当該年度は，６０億
円から４０億円を差し引いた２０億円が，当該年度の最終黒字額であり，
また，実質収支額である。

(イ)　第２の５(2)エ（被告の主張）(エ)と同じ。
第４　消滅時効（抗弁）

（被告の主張）
　原告らの被告に対する給与支払請求権の消滅時効は２年であり（地方公務員法
５８条３項，労働基準法１１５条），原告らは，平成１３年６月１１日の追加的請求の
申立時点においては対象年度を明らかにしておらず，平成１４年９月３０日の請求
原因の追加等の申立て時点で初めて明らかにしたから，平成１２年９月（少なくとも
平成１１年５月）までの請求権は消滅時効により消滅している。
　この消滅時効は援用を要しない（地方自治法２３６条２項後段）。

（国家賠償請求）
第１　平成１１年度給与抑制条例の違法

（原告らの主張）
　前記「（給与に関する条例に基づく請求）第１　平成１１年度給与抑制条例の無
効」と同じ。
（被告の主張）
１(1)　国会議員の立法行為が国家賠償法１条１項の適用上違法となるかどうか

は，国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の
法的義務に違背したかどうかの問題である。国会議員は，立法に関しては，
原則として国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり，個別の国
民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであっ
て，国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的な文言に違反してい
るにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき，容易に想定し難
いような例外的な場合でない限り，国家賠償法１条１項の適用上違法の評価
を受けないものといわなければならない（最高裁判所昭和６０年１１月２１日第
１小法廷判決民集３９巻７号１５１２頁）。

　　　この法理は，知事及び県議会議員が行う条例制定行為にも基本的に妥当す
るというべきであり，このような地方議会議員及び地方公共団体の長が，地方
議会における立法過程上行うこととなる各種行為は，本質的に政治的な行為
であって住民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり，特定個人に
対する損害賠償責任の有無という見地から在るべき行為を措定してその適否
を法的に評価することは，その性質上原則として許されない。

　　　また，地方公共団体の長の条例の制定議案の提出行為（地方自治法１４９条
１号）及び条例の公布行為（同法１６条２項）は，議員による条例制定行為と相
まって全体としての立法作用を構成するものであり，国家賠償法上の違法性
の問題としては，議員と同じ地位にあるものと評価できる。

　　　よって，条例制定行為が，国家賠償法上違法と評価される場合は，条例の内
容が憲法や法律の文言に一義的に違反していることが明白である場合など
極めて例外的な場合に限られるというべきである。

(2)　平成１１年度給与抑制条例は，被告の財政の危機的状況下において，財政



支出削減の一環として，地方公務員法１４条所定の「勤務条件の情勢適応の
原則」及び同法２４条３項所定の「均衡の原則」にのっとって制定されたもので
あり，前記例外的な場合に当たる事由が存在しないことは明らかである。

　　また，愛知県知事も，被告の財政の危機的状況の下，財政支出削減の一環
として財政再建のため必要であるとして，勤務条件条例主義の原則にのっと
り，平成１１年度給与抑制条例案を愛知県議会に提出したものであり，議案提
出に先立ち，関係職員団体に対して被告の財政の危機的状況と給与抑制内
容について十分な説明をして理解を求めるとともに，愛知県議会において，前
記議案内容の説明をして審議を求めたものであって，その議案提出行為の全
課程において，愛知県知事が個別の県民に対して負担する職務上の法的義
務に違反したことはない。

　　また，愛知県議会議員においても，平成１１年度給与抑制条例案の提出を受
け，議案説明，提案理由の説明，本会議又は委員会でされた審議の過程を
通して，被告の財政の危機的状況を理解し，前記条例案について十分な検討
を加えた上で同議案を可決したのであり，愛知県議会議員が，前記条例案の
審議及び議決の過程で，個別の県民に対して負担する職務上の法的義務に
違背したこともない。

２　その他は，前記「（給与に関する条例に基づく請求）第１　平成１１年度給与抑制
条例の無効」と同じ。

第２　平成１１年度給与抑制条例の違法性に関する愛知県知事及び愛知県議会議員
の故意，過失
（原告らの主張）
　平成１１年度給与抑制条例は給与決定原則に反していること，提案に先立って職
員団体との交渉で合理的説明をしなかったこと，その内容が高度の必要性に基づ
いた合理的な理由がないものであったことから，平成１１年度給与抑制条例案の提
出は違法であり，愛知県知事は，その違法性について故意又は過失があった。
　愛知県議会議員は，平成１１年度給与抑制条例の議案についてその必要性及び
合理性について十分審議しなかった違法があり，その違法性について故意又は過
失があった。

第３　平成１２年度給与抑制条例の違法
　前記「（給与に関する条例に基づく請求）第２　平成１２年度給与抑制条例の無
効」と同じ。

第４　平成１２年度給与抑制条例の違法性に関する愛知県知事及び愛知県議会議員
の故意，過失
（原告らの主張）
１　愛知県知事は，条例案の作成の専門家であるから，立法形式の濫用，給与条

例主義違反，地方公務員法の給与決定原則違反について，故意又は過失があ
る。

　　合理的理由の欠如についても，①準用財政再建団体に転落することがないこと
を認識しつつ第２年目及び第３年目の条例を提案したから故意があるし，②自ら
抜本的かつ徹底的な財政健全化策といいながら財政再建計画を策定しないま
ま第２年目の給与抑制条例を提案したから故意がある。

２　愛知県議会議員は，立法形式の濫用をチェックせず，濫用形式の条例を成立さ
せたことには過失がある。

　　給与条例主義違反，地方公務員法の給与決定原則違反の給与抑制条例をほ
とんど審議らしい審議もせずに成立させたことに故意又は過失がある。

　　合理的理由の欠如についても，第１年目の給与抑制時に準用財政再建団体に
転落するという切迫した理由から単年度限りの緊急避難的措置であることがけ
ん伝されていたのであるから，準用財政再建団体に転落しないことが明らかで
あった第２年目及び第３年目についてはこの点について審議すべきであるにも
かかわらず，ほとんど審議らしい審議もせずに条例を成立させたことに故意又は
過失がある。

第５　平成１３年度給与抑制条例の違法
　前記「（給与に関する条例に基づく請求）第３　平成１３年度給与抑制条例の無
効」と同じ。

第６　平成１３年度給与抑制条例についての愛知県知事及び愛知県議会議員の故意
過失
（原告らの主張）



　前記第４（原告らの主張）と同じ。
第４章　当裁判所の判断

第１　いわゆる逆併合の許否について
　職権によって判断するに，原告らは，前記のとおり，被告に対し，国家賠償法に
基づく請求を当初していたが，その後，実質的当事者訴訟として本件給与抑制条
例が無効であるとして職員の給与に関する条例に基づく請求を選択的，追加的に
併合しており，民事訴訟に行政訴訟を併合するいわゆる逆併合の許否が問題とな
る。
　この点，この選択的，追加的請求は，前記国家賠償請求と被告を同じくする上，
いずれも対等の当事者間で金銭給付を求めるもので，その主張する経済的不利
益の内容が同一で請求額もこれに見合うものであり，条例制定という同一の行為
に起因するものとして発生原因が実質的に共通するなど，相互に密接な関連性を
有するものであるから，請求の基礎を同一にするものとして民事訴訟法２３２条の
規定による訴えの追加的変更に準じて前記国家賠償請求に，職員の給与に関す
る条例に基づく請求を追加することができるものと解するのが相当である（最高裁
判所平成５年７月２０日第３小法廷判決民集４７巻４号４６２７頁参照）。
　よって，本件において，原告らは，職員の給与に関する条例に基づく請求を選択
的，追加的に併合することが許される。

第２　国家賠償請求について
　原告らは，国家賠償請求の違法原因として前記のとおりるる主張する。
　しかし，本件は，本件給与抑制条例の制定という立法行為が問題となっていると
ころ，国政の立法行為に関し，国会議員の立法行為が国家賠償法１条１項の適用
上違法となるかどうかについては，国会議員は，立法に関しては，原則として国民
全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり，個別の国民の権利に対応した
関係での法的義務を負うものではないというべきであって，国会議員の立法行為
は立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえ
て当該立法を行うというごとき，容易に想定し難いような例外的な場合でない限り，
国家賠償法１条１項の適用上違法の評価を受けないものといわなければならない
（最高裁判所昭和６０年１１月２１日第１小法廷判決民集３９巻７号１５１２頁参照）。
　この法理は，県議会議員が行う条例制定行為にも基本的に妥当するというべき
であり，また，愛知県知事が普通地方公共団体の長としてした本件給与抑制条例
の制定議案の提出行為（地方自治法１４９条１号）及び本件給与抑制条例を公布し
た行為（同法１６条２項）は，議員による条例制定行為と相まって全体としての立法
作用を構成するものであり，国家賠償法上の違法性の問題としては，議員と同じ地
位にあるものと評価できる。
　したがって，条例の内容が憲法や法律の一義的な文言に違反しているにもかか
わらずあえて当該立法を行うというような例外的な場合でない限り，国家賠償法１
条１項の適用上違法の評価を受けないといわなければならない。
　本件においては，本件給与抑制条例につき，その内容が憲法や法律に違反する
かどうかについては，当然に解釈の余地を残す問題というべきであって，その内容
がそれらの一義的な文言に違反していると認めることはできない。
　したがって，原告らの国家賠償請求は，その余の点について判断するまでもなく
いずれも理由がない。

第３　「（職員の給与に関する条例に基づく請求）第１　平成１１年度給与抑制条例の
無効」について
１　地方公務員法２４条６項，２５条１項，３項１号，憲法９４条違反

(1)　原告らは，職員の給与は，職員の給与に関する条例に定める給料表に従っ
て支給されるべきであり，仮に職員の給与を減額する場合，給料表自体の改
定が必要であるが，平成１１年度給与抑制条例は給料表それ自体を変更す
るものではないし，地方公務員法２４条，２５条１項，３項１号に反し，ひいては
憲法９４条にも反するなどと主張する。

　　しかし，平成１１年度給与抑制条例は，「職員の給与に関する条例」に定める
給料表を一律に削減する形式で，同条例と一体となって職員給与の給料表を
定めるものであり，職員の給与に関するその他の基準は，すべて「職員の給
与に関する条例」にのっとっており，単に「職員の給与に関する条例」の特例
的措置を別の条例の形式で定めるものにすぎない。この点，平成１１年度給
与抑制条例が，特例的な措置を定めるものである以上，本来の職員の給与
に関する条例を改正して特例期間が終了した後再び改正する方法を採るか，



別の条例で特例的な措置を定める方法を採るのかは立法技術的事項であっ
て，別の条例を定める方法を採ったからといって，それが地方公務員法２４条
１項，２５条１項，３項１号に反するとはいえない。

　　また，地方公務員法２４条，２５条１項は，職員の給与はこれを条例で定めな
ければならず，また，職員の給与は必ず条例の根拠に基づかなければならな
いと定めるが，その趣旨は，①労働基本権が制約されている地方公務員につ
いて，その代償措置として，私人間における契約ではなく，給与を条例という
地方公共団体における最高の法規，意思決定という公的な権威により保障
し，職員に対して給与を権利として保障することと，②給与の決定を住民の意
思に基づいて公明正大に行うことにあると解される。

　　平成１１年度給与抑制条例は，地方公務員法２４条，２５条１項の上記のい
ずれの趣旨にも反するものではなく，この点からも，同法２４条，２５条１項，３
項１号に反するとはいえない。

　　また，平成１１年度給与抑制条例と同様，給与に関する特例的措置を定めた
条例として，「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条
例」や「職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例」などの例があり，この点
からも，平成１１年度給与抑制条例が，地方公務員法２４条１項，２５条等に
反するとはいえない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
　　原告らは，給与条例主義は，地方公務員法２５条３項１号から７号までに定

める事項を内容とする条例を意味し，中でも給料表が給与条例の核心である
が，平成１１年度給与抑制条例は，給料表を離れての給与抑制であり給与条
例主義に反すると主張する。

　　しかし，前記のとおり，平成１１年度給与抑制条例は，職員の給与に関する
条例の特例を単に別条例の形式で定めたにすぎず，同条例と一体となって職
員給与の給料表を定めるものであるから，給料表を離れての給与抑制である
ということはできない。さらに，条例の中には，地方公務員法２５条３項各号に
掲げる事項のすべてを定めていないものもあることに照らすと，同項に掲記さ
れた事項は単に訓示的な趣旨を有するものにすぎないと解される。

したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
　　また，原告らは，「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置条例」や「職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例」は，法律上の根拠
があり，平成１１年度給与抑制条例とは異なると主張する。

　　しかし，給与に関する特例的措置を，職員の給与に関する条例を直接改正
する方法でなく，別の条例で定める方法を採るかは専ら立法技術上の問題で
あって，法律上の根拠を必要とするものと解することはできない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
(2)　原告らは，また，その改定に当たっては地方公務員法２６条所定の人事委

員会の給料表に対する報告と勧告という手続が必要不可欠であるが，平成１
１年度給与抑制条例は，人事委員会の報告，勧告の手続もなく，給料表それ
自体を変更するものではないし，職員の給料を地方公務員法２５条３項１号に
定める給料表に従って支給しないことを定めるものであり，地方公務員法２４
条，２５条１項，３項１号に反し，ひいては憲法９４条にも反し，公務員の労働
基本権を制約したことの代償措置の存在意義を否定するものであって，最高
裁判所大法廷判決にも違反するなどと主張する。
　確かに，前記のとおり，愛知県人事委員会は，平成１１年度給与抑制条例
について，「この措置は誠に残念であるといわざるを得ません。」との意見を述
べていることが認められる。また，確かに，人事委員会の給料表に対する報
告，勧告は，労働基本権を制約されている地方公務員にとって，労働基本権
の代替措置としての重要な意義を有するものであるといえる。
　しかし，前記のとおり，愛知県人事委員会は，「今回の措置は，景気の一層
の悪化に伴う県税収入の急激な減少により，本県財政が過去に経験したこと
のない危機的状況に立ち至っていることに鑑み，こうした状況に対処するため
可能な限りの努力をされた結果，緊急避難的にとられるものであると理解され
ますので，現下の諸情勢を勘案すればやむを得ないものであると考えます。」
との意見も併せて述べていること，条文の文言上からも，人事委員会の報
告，勧告が強制力や法的拘束力を持つものであると解することは困難である
こと，県議会が地方公共団体の最高意思決定機関であること，人事委員会を



設けていない地方公共団体では，人事委員会の報告，勧告自体があり得な
いが，この場合の地方公共団体は人事委員会の報告，勧告を考慮せずに条
例を定めていることとの均衡を考慮する必要があることなどに照らせば，平成
１１年度給与抑制条例が，人事委員会の報告，勧告に沿わないものであるか
らといって，この事実から直ちに平成１１年度給与抑制条例を無効とするには
十分ではない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(3)　原告らは，被告が給料表の改定以外の方法で給与を減額することは，地方
公共団体が地方公務員法２５条３項１号から７号までに定めている事項以外
の事柄について条例を制定することになり，憲法９４条所定の「法律の範囲
内」を逸脱すると主張する。
　しかし，前記のとおり，平成１１年度給与抑制条例は，職員の給与に関する
条例と一体となって職員給与の給料表を定めるものであり，地方公共団体が
地方公務員法２５条３項１号から７号までに定めている事項以外の事柄につ
いて条例を定めるものではないから，原告らの主張はその前提を欠くもので
ある。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(4)　以上は，平成１２年度給与抑制条例及び平成１３年度給与抑制条例におい
ても同様であり，これらに対する原告らの主張を採用することはできない。

２　地方公務員法所定の給与決定原則違反
(1)　原告らは，地方公務員法１４条は情勢適応の原則を定め，人事委員会制度

を始めとする代償措置を講じ，具体的には，地方公務員法２６条は，人事委
員会の給料表に関する報告及び勧告の制度を定め，人事委員会は，地方公
務員法２４条１項から５項までに定める給与等の勤務条件の根本基準にのっ
とらなければならず，さらに，地方公共団体は，人事委員会の報告や勧告を
尊重した上，条例をもって給与を決定しなければならない（給与決定原則）
が，財政が危機的状況にあるという理由で，給与を減額することはこの給与
決定原則に反すると主張する。
　しかし，地方公務員法１４条所定の「社会一般の情勢」には本件のような地
方公共団体の地域的事情も含まれ得るものであり，同法２４条３項には「国
の・・・職員の給与」も考慮事情に含まれていることに照らすと，前記のとおり，
当時の被告の財政の状況や被告のラスパイレス係数の数値等に照らすと，
平成１１年度給与抑制条例が直ちにそれらに違反するとまではいえないし，そ
もそもこれらの規定はその規定ぶりからも地方公共団体に努力義務を課した
にすぎないものと解されるから，平成１１年度給与抑制条例がそれらに違反し
て直ちに無効となるということはできない。また，人事委員会の報告，勧告に
沿わないからといって平成１１年度給与抑制条例が無効になると解することが
できないことは前記のとおりである。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(2)　以上は，平成１２年度給与抑制条例及び平成１３年度給与抑制条例におい
ても同様であり，これらに対する原告らの主張を採用することはできない。

３　条例の成立過程の瑕疵の有無
(1)　原告らは，地方公共団体の当局が，給与条例を立案するに当たっては，①

人事委員会の地方公務員法２５条４項所定の調査研究，職階制に適合する
給料表に関する計画及び同法２６条に定める給料表に関する報告及び勧告
を待った上立案すること並びにこれらの人事委員会の勧告等を尊重して立案
すること，②地方公務員法５５条に定める職員団体と誠実な交渉を経ることが
必要であり，これを欠くとき又は不十分なときは，当該給与条例は違法かつ無
効であると主張する。また，原告らは，その理由として，①地方公務員法５５条
が定める勤務条件のうち給与はその中核を占めるもので極めて重要なもので
あり，また，②従前の被告の実情によれば，人事委員会が給料表に関する報
告及び勧告をしたのを受けて，被告当局は，各職員団体と給与に関する交渉
を行い，これを経た上で，愛知県知事は給与条例を立案して，愛知県議会に
提出していたのであり，この手順は長年にわたって実行されてきた確立した慣
行の慣習であって，法例２条所定の慣習法又は民法９２条所定の事実たる慣
習に当たると主張する。

確かに，地方公務員法５５条が定める勤務条件のうち給与がその中核を占
める重要なものであるということはできる。



　しかし，給与については，給与条例主義が定められているように，法律によ
る行政の法理が支配する領域であって，慣習法の成立を認めることは極めて
困難であるし，原告らが主張する慣習法の存在を認めるに足りる的確な証拠
もない。また，地方公務員法５５条１項は「地方公共団体の当局は，登録を受
けた職員団体から，職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関し・・・適法
な交渉の申入れがあった場合においては，その申入れに応ずべき地位に立
つ」と定めるにすぎず，地方公共団体がそれ以上の義務を負うものでないとい
える。よって，地方公務員法５５条に定める職員団体と誠実な交渉を経ること
が給与に関する条例を制定するための要件となるとはいえず，それを欠くとき
又は不十分な場合には当該給与条例が違法かつ無効になるということはでき
ない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(2)　原告らは，原告らが加入する職員団体と交渉した被告当局は，財政につい
て十分に説明できる者でなかったり，交渉について専決されていない者であっ
たりして，地方公務員法５５条所定の「当局」とはいえず，被告当局は，職員団
体との交渉において給与減額についての合理的説明をしていないと主張す
る。そして，第１事件原告Ｃ作成の陳述書（甲２８）にはこれに沿った記載があ
り，同原告は「財政状況を説明できる財政課の職員ですけど，１２月１４日以
降の交渉には一切出てきませんでした。」などと前記主張に沿った供述をして
いる。
　しかし，地方公務員法５５条所定の「地方公共団体の当局」とは，「交渉事項
について適法に管理し，又は決定することのできる地方公共団体の当局」（同
条４項），すなわち交渉事項について調査研究し，企画し，立案することが，法
令，条例，規則その他の規程に照らし，当該当局の任務の範囲内にあると解
され，又は当該事項について，法令等の規定により，当該当局が何らかの決
定をすることが認められている当局をいうと解される。
　本件においては，原告らは愛知県教育委員会が給与を支給する教職員で
あって，交渉事項は給与等という勤務条件にかかわるものであり，教職員の
勤務条件は，原則として教育委員会が所管するものであるから（地方教育行
政の組織及び運営に関する法律２３条），給与等についての当局は教育委員
会となる。証拠（甲２）によれば，別紙３記載の交渉日に，被告側として対応し
た者は，愛知県教育委員会の者であることが認められ，原告らが主張するよ
うな説明が不十分であるとか，交渉について専決されていないからといって，
同条所定の「当局」に当たらないということはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(3)　原告らは，また，被告当局側の交渉担当者自らが財政再建計画の必要性
及び財政再建計画が立てられないままの交渉が不十分であることを認めてい
たことから，給与減額についての合理的説明がされたとはいえないと主張す
る。そして，証拠（甲２）には，当局が「大阪が再建ビジョンを出したので，愛知
も出すと思っていたが再建計画は出されず，当局側交渉担当者として数字の
根拠を自身（ママ）をもって示すことができず，むなしさがある。」と述べたとい
う記載がある。
　しかし，仮に被告当局側担当者が前記のような発言をしたとしても，それは
交渉の場におけるやり取りの中の一部にすぎないし，証拠（甲２，第１事件原
告Ｃ）によれば，被告当局が，第１回から第８回までの交渉全体として，被告
の財政が危機的状況にあるためその打開策として原告らの給与抑制をしなけ
ればならないという説明をしており，そのことは原告らも認識していると認めら
れるし，原告らが納得しなかったからといってそれが合理的説明ではないとい
うことはできず，直ちに違法となるということはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

４　合理的理由の欠如(1)　立法裁量の否定
(1)　原告らは，そもそも給料表によって確定している給与請求権を一方的にはく

奪する立法について立法裁量が認められるはずがないと主張する。
　　しかし，原告らの給与は減額されることが予定されていないものではなく，給

与条例主義により地方公共団体の最高意思決定機関である議会の意思によ
って当然減額することがあり得るものであるから，原告らの前記主張は採用
することができない。

(2)　原告らは，本件では，条例によって既に既得権として給料表により定められ



た給与の削減が，人事委員会の報告，勧告という制度的保障を無視してさ
れ，職員は既に地方公務員法が定める給与決定原則による保護は奪われて
おり，被告当局又は愛知県議会の裁量権を認めると職員の給与請求権の権
利性は著しく不安定なものとなるから，裁量権零収縮の理論にならって被告
の裁量権は否定されるべきであると主張する。

前記のとおり，確かに，本件においては，平成１１年度給与抑制条例は人
事委員会の報告，勧告に沿わない内容となっている。

　　しかし，いわゆる「裁量権の零収縮」の理論とは，国民の生命，身体，健康と
いう極めて高度な保護法益について，かつ，権力の不行使について認められ
るものであって，給与という財産権が問題となり，かつ条例制定という公権力
の行使が問題となっている本件とは適用範囲を異にするものであるから，「裁
量権の零収縮」の理論にならって被告の立法裁量を否定することはできず，
他に被告の立法裁量を否定する理由は認められない。

　　したがって，原告らの前記主張は採用することができない。
(3)　以上は，平成１２年度給与抑制条例及び平成１３年度給与抑制条例におい

ても同様であり，これらに対する原告らの主張を採用することはできない。
５　合理的理由の欠如(2)　裁量権の逸脱，濫用

(1)　原告らは，本件では，就業規則の不利益変更に関する判例法理（最高裁判
所昭和６３年２月１６日第３小法廷判決民集４２巻２号６０頁）が準用されるべ
きであり，給与の減額を職員に受忍させることを許容できるだけの高度の必
要性に基づいた合理的理由がなければならないと主張する。
　しかし，就業規則の不利益変更に関する判例法理は，民間労使間という私
的自治が支配し，労働基本権が認められているとはいえ，労働者にとって極
めて酷な状況が生じ得る可能性のある領域について認められる法理である
が，原告らは地方公務員法の適用を受ける公務員で，その勤務関係は公法
上の関係であって，給与を含む勤務条件も条例によっていわば公的に保護さ
れているともいえるから，就業規則の不利益変更に関する判例法理を準用す
る前提を欠くものである。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(2)　総論
　予算の編成においては，それぞれの時点における県財政の状況，歳入の増
減状況，県下の社会経済の状況や県民生活の実態等についての多くの情報
が不可欠であり，予算編成行為は極めて高度で専門的な判断と政治的配慮
を要する事項であることから，その判断については，これらの事項について正
確で多様な資料を有する被告当局及び県民の代表として民主的な基礎を有
する愛知県議会の政策的，技術的判断にゆだねるべきであり，被告当局及び
愛知県議会は，このような予算の編成及びそれに必要な施策の選択につい
て，広範な裁量権を有している。
　したがって，被告当局及び愛知県議会の選択判断が，著しく妥当性を欠き，
明らかに裁量権を逸脱，濫用して地方公務員法１４条所定の「情勢適応の原
則」及びこれを具体化した同法２４条３項の「均衡の原則」に違反するといわざ
るを得ない場合を除き，基本的に被告当局及び愛知県議会の裁量判断は尊
重されるべきである（最高裁判所昭和６０年３月２７日大法廷判決民集３９巻２
号２４７頁参照）。
　平成１１年度給与抑制条例の制定が検討された平成１０年秋から平成１１年
２月当時の被告の財政の危機的状況の下では，どのような方法で財政の健
全化を図るか，その選択が大きな政治的課題となったが，このような県財政
の健全化のために考えられる多様な方法の選択についても，原則として，被
告当局及び愛知県議会の政策的，技術的な裁量判断にゆだねるべきであ
る。
　これに対し，原告らは，被告が主張する立法裁量論は，条例制定一般に関
するものであり，新しく発生する立法事実に対応して，国や地方公共団体が
国民や住民に対し何らかの給付や不利益排除の措置を定める立法をする場
合には妥当するかもしれないが，本件は，職員が既に定められた給料表によ
る給与請求権を有するのに，その支払を一部制限するものであるから，被告
が主張する立法裁量論は本件には当てはまらないと主張する。
　しかし，例えば，租税関係の法令は当然に既に納税者が有する権利に影響
を及ぼすものであるが，その性質上立法機関の広い裁量にゆだねざるを得な



いなど，立法裁量の内容については，立法の対象となった事柄が政策的，技
術的判断にゆだねられるべき事項であるかどうかなどにより決まるのであり，
原告らの主張する基準を採用することはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(3)　争いがない事実，証拠（乙９，３８，７６，８３），後掲各証拠及び弁論の全趣
旨によれば，次の事実が認められる。
ア　平成１０年１０月ころ，被告の財政状況は，経済の低迷による県税収入の

急激な落ち込みによって，かつて経験したことのない極めて深刻な状況に
あった。すなわち，被告の平成１０年度の県税収入は，景気の動向に影響
を受けやすい法人二税（法人事業税及び法人県民税）を中心に急激に落ち
込み，予算計上額に比べ，おおむね９００億円の減収が見込まれていた
（乙３，１２）。

　　他方，歳出面は，今後必要となる財政需要がおおむね１５０億円あり，歳
入，歳出を併せ，最終的に１０５０億円程度の財源不足が生じる見込みで
あった（乙３，１２，８３）。

　　そのため，このまま推移すると，平成１０年度決算においては，戦後初めて
赤字決算となる見通しであったばかりでなく，決算の結果，仮に，赤字が約
５４０億円を超えた場合には，被告が準用財政再建団体に転落し，自主的
な行財政運営ができなくなるおそれも生じるなど，被告の財政は深刻な状
況に陥っていた（乙３から５まで）。

　　そのため，被告は，平成１０年度においても，県債（歳入）の確保，基金の
活用，歳出の抑制など，歳入，歳出両面からの財政健全化策を講じること
としていた（乙３，１２）。

　　特に，歳出抑制の見地から，経常的事務管理費の節減を実施するほか，
平成１０年１１月から平成１１年３月までの特別職及び管理職員の給与カッ
ト並びに知事，副知事等の平成１０年１２月期及び平成１１年３月期の期末
手当カット等を実施した（乙３，６の９１１頁以下）。

　　さらに，単純補助金の１０％カット（既執行分や個人等を対象にするため削
減が困難なものを除く。）に基づいて，現実にカットされた補助金の削減額
の合計額は６０億５２７８万円である。

　　このような歳入確保，歳出抑制等の措置により，平成１０年度の決算は，
財源不足がかなり圧縮されたものの，結果としてなお一般会計で約２２２億
円余りに及ぶ戦後初の赤字決算となった（乙７の１９頁以下，乙２８）。

イ　予算編成作業は，毎年１０月ころまでに翌年度の歳入，歳出の見通し（財
政見通し。乙１１に相当する。）を作成することから始まる。この見通しを基
に，翌年度実施したい新規事業，政策的事業の選択とその財源が確保で
きるかどうかを判断し，できなければ不足する財源をどのように捻出するか
の段階的な検討を踏まえて，最終予算案が編成される（弁論の全趣旨）。

　　被告では，この予算編成を統一性をもって行うための基準として予算編成
方針等を策定しており，平成１１年度当初予算にあっては，平成１０年１０月
１９日付けで，「平成１１年度予算編成方針」（乙３４の別紙）と「平成１１年度
予算編成事務処理要綱」が添付された「平成１１年度予算編成の要領につ
いて（通知）」（乙３５）が通達，通知された（弁論の全趣旨）。

　　そして，この「平成１１年度予算編成方針」（乙３４の別紙）によれば，歳出
については，政策的重要経費及びその他の行政経費について，前年度当
初予算額の７０％の範囲内とし，集合的公共事業についてはその９０％の
範囲内とするなど，厳しいシーリングが設定されるなど，事務事業全般にわ
たり，制度，施策の縮減や廃止をも含めた一層徹底した見直し，合理化が
図られ，歳出構造の抜本的改善が図られた。

　　予算編成事務の主な流れとしては，まず，予算編成方針に基づき各部局
から要望額の提出があり，これを踏まえて個別事務事業に対する政策判断
はもとより，財政見通しに基づく財政の健全性を確保するための諸検討を
積み重ねながら，２月の知事査定を経て，予算案が編成されることになって
いる（乙３８）。

　　平成１１年度の予算編成過程における財源不足見込み額の状況は，①各
部局からの要望額を取りまとめた平成１０年１０月末の時点で約２５５０億
円の赤字（乙１２，３８），②同年１２月末の時点で１２６７億円の赤字（乙３
８），③平成１１年１月中旬の時点で１００３億円の赤字（乙３８），④同年２月



中旬の知事査定後の時点で４８２億円の赤字であった（乙３６，３８）。
平成１１年度給与抑制条例による給与抑制措置は，上記④の知事査定

の段階で盛り込まれたものであり，上記のとおり財源不足が順次減少して
いるのは，「平成１１年度一般会計の財源不足対策について」（乙３７）に記
載の財源不足対策が各段階を経て予算案の中に織り込まれていったから
である（乙３８）。

ウ　被告は，上記④の平成１１年２月の知事査定を踏まえた予算編成最終段
階で，「平成１１年度一般会計の一般財源見通し」（乙３６）を作成した。一般
財源は，給与費，公債費などの義務的経費の財源等として最も重要なもの
であり，被告では県債も含めてその見通しを立てているものである（乙３
８）。

　　前記一般財源見通し（乙３６）は，当面する当初予算（骨格予算）の歳入，
歳出のみならず，その後に予定される肉付け予算見込み額をも踏まえ，通
年予算を見据えた財政収支見通しがされてきたものである（乙３８）。すなわ
ち，前記一般財源見通し（乙３６）の「当初予算（骨格予算）Ａ」列では，歳出
予算について，人件費，国制度による扶助費，公債費などの義務的経費，
さらに公共事業費，単独事業費について，債務負担行為に基づく所要の経
費及び継続事業等に係るものとして，前年度当初予算額の一定割合の経
費を中心に計上し，それに対する所要の財源を歳入予算として計上したも
のである（乙３８）。

　　そして，前記一般財源見通し（乙３６）の「６月肉付補正見込Ｂ」列のとおり，
当初骨格予算で計上を見合わせた政策的な判断を必要とする経費を中心
に歳出予算の肉付けをし，その財源を通常充当率の県債で賄おうとした
が，１１５５億円の財源不足が見込まれていた。そこで，前記一般財源見通
し（乙３６）の「調整Ｅ」列で７６０億円の歳入の確保対策（「平成１１年度一般
会計の財源不足対策について」（乙３７）の「肉付け予算段階における財源
対策」の「歳入の確保」のこと）を考えたものの，それでもなお４８０億円程度
の財源不足（「平成１１年度一般会計の一般財源見通し」（乙３６）の「調整
後補正見込計Ｆ（Ｄ＋Ｅ）」列の一番下の「－４８２」のこと）が見込まれてい
た（乙３８）。

　　このように，「平成１１年度一般会計の財源不足対策について」（乙３７）に
掲げられている平成１１年度給与抑制条例による給与抑制措置を始めとす
る様々な財源不足対策をしてもなお，平成１１年度通年（肉付け予算後）で
４８０億円程度の財源不足が見込まれる状況にあった。

　　さらに，平成１０年度の実質収支が赤字となることが確実視される中で（結
果的に赤字額は２２２億円であった（乙２８）。），その財源を確保しなければ
ならないことも考慮すると，被告の財政は危機的状況にあった。

エ　なお，前記の被告の財政見通しにおける歳入のうちの地方交付税と県税
については，「１１年度当初見込①」（乙３０）の段階では，国の平成１１年度
の地方財政対策の具体像が明らかにされていなかったことや（乙８３），県
税については，税制改革の具体的内容や地方財政対策等が示されないと
積算が困難であること（乙１２）など，具体的な試算をすることができない状
況であったことから，確実な額が見込まれた。

　　その後，平成１０年１２月１９日に自治大臣と大蔵大臣との折衝による平成
１１年度地方財政対策が決着した。

そして，平成１１年２月中旬の知事査定後の財政見通しでは，「平成１１
年度一般会計の一般財源見通し」（乙３６）記載のとおり，地方交付税を１３
０８億円，県税を９６０５億円と見込んだ。

　　その後，平成１１年６月補正後の地方交付税の現計予算額は，１５５０億
円で平成１１年２月中旬の知事査定後の１３０８億円と比べて２４２億円増
加し（乙４９），また，県税の平成１１年度６月補正後の現計予算額は，平成
１１年２月中旬後の知事査定の段階の９６０５億円と比べて，１４５億円増の
９７５０億円となっている（乙３０，４９）。

オ　また，前記の被告の財政見通しにおける歳入のうち県債については，「１
１年度当初見込①」（乙３０）の段階では，１６５０億円を見込んだ。これは，
各部局からの要望経費を基に地方債充当率を乗じて積算したものである。
この積算に当たって用いた地方債充当率は，平成１０年度における基本的
な取扱いを基とした。その理由は，平成１０年度の地方財政対策において



国により通常の起債の充当率が臨時的に引き上げられたものについては，
平成１１年度も継続されるか否か，あるいは継続されたとしても引上げ率が
どの程度のものになるかなどが不明であり，歳入見込みを立てる場合には
確実に見積もる必要があったためである（乙８３）。

　　その後，平成１０年１２月末における財政見通しでは，県債を約２６００億円
と見込んだ。前記「１１年度当初見込①」（乙３０）の見込額と比べて，約１０
００億円増加したが，これは，平成１０年１２月１９日に，自治大臣と大蔵大
臣との折衝による平成１１年度地方財政対策が決着したことにより，平成１
１年度においても，地方財政全体の財源不足を補うために，国により，通常
の起債の充当率が引き上げられることとなったことを踏まえ，充当率の引
上げ措置を最大限に活用することとした結果である。県債は，将来の世代
に一定割合を負担してもらおうとするものであり，起債の充当率を引き上げ
るということは，通常の割合を超えて将来の世代につけを回すことになり，
本来は慎むべきことであると考えられたが，それでもなお，財源不足を埋め
るために，充当率一杯に県債を最大限活用したものである（乙８３）。

　　そして，平成１１年２月中旬の知事査定後の財政見通しでは，「平成１１年
度一般会計の一般財源見通し」（乙３６）のとおり，県債２６５１億円を見込
んだ。平成１０年１２月末の見込額と比べて約５０億円増加したが，これは，
平成１１年１月２１日に，自治省が開催した全国都道府県財政課長会議で
説明，配布された地方債計画に関する情報を基に額の精査をしたことによ
るものである（乙８３）。

　　その後，県債の平成１１年６月補正後の現計予算額は，２８６０億円であり
（乙３０，４９），平成１１年２月中旬の知事査定後の見込額と比べて２０９億
円増加した。平成１１年度当初予算よりも増加したのは，当初から肉付け予
算の財源として保留しておいたことによるものである（乙８３）。

カ　平成１０年１０月時点における見通しによれば，平成３年度以降８年にわ
たる経済の低迷が続いており，経済成長率は，戦後初の２年連続マイナス
成長がほぼ確実になるなど，経済情勢は深刻さを増しており，県税収入は
更に悪化するおそれがあった（乙３）。

また，平成１０年１２月現在における「平成１０～１１年度の財政について
（試算）」（乙５）によれば，平成１０年度並みの県税収入を前提とし，かつ，
これまでになく厳しいマイナスシーリング（政策的経費等マイナス３０％，公
共事業マイナス１０％）を設定してもなお２５５０億円の財源不足が見込まれ
ていた（乙８）。

　　さらに，当時，国においては６兆円を相当上回る恒久減税が議論されてお
り，その動向いかんでは，更なる財源不足の拡大が懸念されていた（乙
３）。

　　バブル経済崩壊後の経済の低迷を受け，歳入のほとんどを占める県税の
低迷が続く中で，被告は，教育，福祉，社会基盤などの行政水準の維持向
上に努めてきたが，その結果，人件費，扶助費，公債費などの義務的経費
や各種補助金など行政サービスに要する経常的経費は毎年確実に伸び続
けてきた（乙３）。

　　しかし，これらの経常的経費は，県債等の借入金で賄うことは認められて
おらず，県税等の一般財源しかその財源に充てることができないとされて
いる（乙３）。

　　被告においては，経済が低迷する中で，県税等の一般財源だけでは経常
的経費を賄いきれない状況が数年続いており，その間，基金などの財源を
取り崩し，又は一般会計への繰り入れ運用をしたりなどのやり繰りをしなが
ら財政運営に努めてきたが，最も多いときには２８００億円程度もあった取
崩型基金も枯渇し，平成１０年１１月現在では，実際に活用が見込める額
は，わずか約１００億円程度であった（乙３，４，８，９）。

キ　被告当局は，平成１１年度給与抑制条例の制定に当たり，まず人件費以
外の事務事業費を対象にして大幅なシーリングをかけて歳出の抑制を図
り，さらには，事務事業費全般にわたり，制度，施策の縮減や廃止を含めた
一層徹底した見直し，合理化を図り，歳出構造の抜本的改善に取り組んだ
上で，被告が準用財政再建団体に転落することを回避するためにやむを得
ない手段として，給与の抑制措置を選択した（乙４，９から１２まで，１６，１
７）。



　　すなわち，平成１０年１２月において見込まれた２５５０億円に上る収支不
足に対する対応策として，被告が平成１１年度給与抑制条例の必要性につ
いて関係職員団体に説明した際の資料である「平成１０年度及び１１年度
の財政状況について」（乙１２）の「２（３）収支不足（２５５０億円）の対応策」
の各歳出抑制に対する取組みが実施された。それによれば，平成１０年度
並（１０００億円程度）の県債の更なる活用があり得ることを見込んだもの
の，それでもなお，１５５０億円の収支不足を解消する必要があり，そのた
め，１１５０億円に及ぶ更なる歳出削減の一環として，歳出の中で最大の比
重を占めている経費である人件費の削減が必要であると見込まれた（乙１
２，甲２の９頁「５関係」）。

ク　地方財政を運営するに当たり，地方自治法や地方財政法等において，財
政の健全性の確保が強く要請されている（地方自治法２４３条の４，地方財
政法２条１項，２項）。

　　地方公共団体は，「一会計年度における一切の収入及び支出は，すべて
これを歳入歳出予算に編入しなければならない。」（地方自治法２１０条）と
されているため，歳入歳出予算書を見ると歳入歳出が均衡しているが，予
算は，表見上の収入，支出の差引額の有無だけでなく，経費構成と収入構
成との実質的な相関において適正に均衡が保持されていなければならな
い（乙７６）。

　　さらに，歳入，歳出の構成についても，経済変動や地域社会の変化などに
伴った新しい行政需要にも的確に対応できる弾力性を有していることが不
可欠である（乙７６）。

　　なお，平成１１年度一般会計当初予算は，新知事就任後，限られた期間で
の予算編成のため，骨格予算として編成し，政策的判断を要する経費など
当初予算編成で計上を見合わせたものは６月補正予算で計上したのであ
り，６月補正後の現計予算が通常年度の当初予算に当たるものであり，比
較の対象もそれとすべきである（乙７６）。

　　平成１１年度６月補正後の一般会計予算は２兆２２１３億円で，このうち①
義務的経費等が６２.８％，②投資的経費が１６.５％，③その他経費が２０.７
％を占めている（乙４０）。義務的経費等が予算全体の６割を超えているこ
とは，財政構造の硬直化が進んでいることを表している（乙７６，弁論の全
趣旨）。仮に，平成１１年度給与抑制条例による給与抑制（事業費ベースで
３１９億円。乙３７）をしなければ，人件費は３５.３％（（人件費７６３２億円＋
抑制額３１９億円）÷（歳出総額２兆２２１３億円＋抑制額３１９億円）），義務
的経費等全体では６３.３％（（義務的経費等１兆３９４９億円＋抑制額３１９
億円）÷（歳出総額２兆２２１３億円＋抑制額３１９億円））となり（人件費，歳
出総額，義務的経費等の額につき，乙４０），被告の財政が経済変動や行
政内容の変化に耐え得るための弾力性をより失い硬直化が進行すること
になる（乙７６）。

　　次に，これらの経費として充当する一般財源の状況については，平成１１
年６月補正後において，平成１１年度予算における一般財源の総額は１兆
２７２８億円（乙４０の「サ」の「Ｃ」欄）で，平成１０年度の１兆３８９９億円（乙
４０の「サ」の「Ａ」欄）に比べて１１７１億円，８.４％の減少となっている。これ
は，平成１０年度当初予算において一般財源の５１．５％（乙４０の「シ」の
「Ａ」欄の括弧内の数値）を占めていた県税の大幅な減少が見込まれたた
めである。また，この一般財源総額の減少額（１１７１億円・乙４０の「サ」の
「Ｆ」欄）が予算全体の減少額（１１９７億円・乙４０「コ」の「Ｆ」欄）にほぼ等し
いことからも，予算編成上，一般財源は極めて重要な要素である。

　　一方，乙４０の「Ｄ」欄のとおり，一般財源の８８．８％（「ア」の「Ｄ」欄の括弧
内の数値）を義務的経費等の財源とせざるを得ない状況にあり，また，前
年度に比べて９００億円を超える減収が見込まれる（乙４）中にあっては，そ
の財源不足対策として一般財源の４５．４％（「イ」の「Ｄ」欄の括弧内の数
字）を財源とする人件費についても，抑制措置を講じなければならなかっ
た。

　　なお，平成１１年度給与抑制条例による歳出抑制効果は，事業費ベースで
３１９億円，一般財源ベースで２８４億円であった（乙３７）。この２８４億円
は，投資的経費の財源に充てられる一般財源の２５４億円（乙４０の「カ」の
「Ｄ」欄）を超えるものであり，仮に，平成１１年度給与抑制条例による給与



抑制措置を実施しなければ，２８４億円の財源が更に必要となり，投資的経
費の支出，すなわち県民生活を支える社会基盤整備が実施できない状況
ともなった。

　　特定財源，例えば，県債の活用の可能性については，県債の対象とする
ことができる経費は，地方財政法５条により，①公営企業に要する経費，②
出資金及び貸付金，③地方債の借換えに要する経費，④災害応急事業
費，災害復旧事業費及び災害救助事業費，⑤公共施設又は公用施設の
建設事業費等に制限されており，人件費の財源として県債を発行すること
は認められていない（乙８３）。一方，県債の対象となり得る経費である投資
的経費については，県債の最大限の活用を図ることにより，投資的経費の
財源とする一般財源額の割合は，平成１０年度は当初予算の１３.２％（乙４
０の「カ」のＢ欄の「５８３億円」を同Ａ欄の「４４１２億円」で除したもの）である
のに対し，平成１１年度当初は６.９％（乙４０の「カ」の「Ｄ」欄の「２５４億円」
を同「Ｃ」欄の「３６７５億円」で除したもの）であるというように，一般財源を
投資的経費以外の経費に充てるための努力もされている（乙８３）。

　　また，経費の財源として充当する一般財源額の対前年度伸び率（乙４０の
「Ｇ」欄）を見れば，経費削減の余地のない公債費（県債の償還に要する費
用）を除き，いずれの経費も人件費のマイナス３.４％を上回る減少率となっ
ていることなど，人件費以外の経費についても，人件費以上に歳出抑制の
ための様々な努力をした。これらの中には，被告が独自施策として実施し
てきた福祉政策（乙４０の「扶助費」の中に含まれる。）の見直しや，私立学
校への助成や市町村への補助を始めとする補助金（乙４０の「その他経費」
に含まれる。）の見直しが含まれ，県民や県内市町村に対して一定の負担
と理解を求めなければならなかった（乙８，１２，弁論の全趣旨）。

　　経費予算額の対前年度伸び率（乙４０の「Ｅ」欄）も経費充当一般財源額の
伸び率（乙４０の「Ｇ」欄）と同じく減少傾向にあるが，「その他経費」の予算
額が２.８％増加しているのは，前記の平成１０年度の一般会計赤字額２２２
億円余りに対する平成１１年度予算措置（歳出：繰上充用金，歳入：諸収
入）を講じたためであり，歳入を特定財源の諸収入としたのは，一般財源に
よる財源手当の目処がつかなかったためであって，表見上歳入，歳出は均
衡しているものの，実質的に２２２億円余りの財源の手当ができていないと
いう危機的な財政状況にあった（弁論の全趣旨）。

　　財政の弾力性は，一般財源の総額と，非弾力的経費に充当する一般財源
との割合の高低の度合によって判断される（乙７６）。各年度間の一般財源
の総額の増減額（乙４０，５６，６７の各「サ」の「Ｆ」欄）と，非弾力的経費で
ある義務的経費等に要する一般財源の増減額（前記乙号各証の各「ア」の
「Ｈ」欄）を比べると，平成１０年度当初予算と平成１１年度補正予算につい
ては，歳出の義務的経費等に要する一般財源の「減」マイナス６９０億円よ
りも，歳入における一般財源総額の「減」マイナス１１７１億円が大幅に上回
っており（乙４０），平成１１年度６月補正予算と平成１２年度当初予算につ
いては，歳出の義務的経費等に要する一般財源の「増」８９８億円が，歳入
における一般財源総額の「増」７７９億円よりも（乙５６），平成１２年度当初
予算と平成１３年度当初予算については，歳出の義務的経費等に要する
一般財源の「増」２８４億円が，歳入における一般財源総額の「増」１１３億
円よりも（乙６７），いずれも上回っている。

　　すなわち，いずれの年度の間においても，一般財源に占める義務的経費
等の割合（前記乙号各証の各「ア」の「Ｂ」欄の括弧内）が高まっているので
あって，このことから，被告の財政構造は毎年硬直化が進行し，行政需要
の急激な変化に耐えられない，より厳しい財政状況に陥っていたものであ
る。

ケ　当時の被告の職員の給与水準は，平成１０年のラスパイレス指数は１０４.
３で，国家公務員の水準を４.３％上回り，全都道府県中５位（乙４１）と高水
準であった（乙１９）。

　　被告当局及び愛知県議会は，前記のとおり，歳出削減により県民や県内
の各市町村にも一定の負担と理解を求める財源対策をしなければならない
状況の下で，もはや給与水準を維持することはできず，被告自らも率先して
身を削る努力をすることが避けて通れないものと判断した（乙１０，１２，１
６，弁論の全趣旨）。



コ　平成１０年度の赤字分相当額の財源確保ができない中，その後において
も支出削減や収入の確保の対策を講じ，その結果として平成１０年度は２２
２億円余りの赤字，平成１１年度実質収支の赤字額は歳出不用額の増加
などにより９１億円にとどめることができた（乙２８，６６，７３，７６，８３，弁論
の全趣旨）。

　　しかし，前記のとおり，平成１１年２月の時点で，４８２億円の赤字が見込ま
れていたのであり，平成１１年度給与抑制条例による抑制額は前記のとお
り３１９億円であったから，仮に，同年度において給与抑制措置を講じなか
った場合には，同年度において３１９億円余りの給与支出（歳出）が加わり，
被告における平成１１年度の実質収支上の赤字額は約８０１億円程度にま
で拡大し，更に深刻な財政上の危機に直面する見込みとなっていた。そし
て，被告が準用財政再建団体に転落する赤字額は，平成１０年度の標準
財政規模約１兆０８７９億円（乙２２）に基づけば，前記争いのない事実等１
９のとおり，これに０.０５を乗じた約５４０億円となることに照らすと，結果的
に，平成１１年度の実質収支の赤字額が９１億円（給与抑制をしなければ４
１０億円）でとどまったとしても，被告が準用財政再建団体に転落するおそ
れが現実の可能性として存在したものといえる。

　　仮に，被告が準用財政再建団体に転落した場合には，地方公共団体とし
ての自主的な行財政運営が不可能になってしまうことになり，県民の生活
に多大な支障が生ずることは必至であった（乙３，４，９）。

サ　以上によれば，平成１１年度においては，被告は，準用財政再建団体に
転落する現実のおそれがあったといえるし，地方公務員の勤務条件が法律
及び地方公共団体の議会の制定する条例によって定められ，また，その給
与が地方公共団体の税収等の財源によって賄われるものであること，当時
の被告のラスパイレス係数が国家公務員の水準を４.３％上回り全都道府
県中５位であったことに加え，地方公共団体は，住民の福祉の増進を図る
ことを基本として，地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割
を広く，かつ連綿として担っているものであり，その礎となる財政運営の基
本的在り方としては，地方公共団体としての自主・自立性が大きく損なわれ
る準用財政再建団体への転落を回避することはもちろんのこと，単年度の
収支均衡の保持，さらには，長期にわたる財政の健全性，すなわち長期間
を通じて起こる財政変動に耐え得る弾力性のある財政を確立することが求
められているといえること（乙８３）などに照らすと，平成１１年度給与抑制条
例は，準用財政再建団体に転落するという現実的危険を回避するため，ま
た，財政の健全性を回復し，県民，市町村の理解を得るという上でもやむを
得ないものであったといえ，被告の判断が著しく妥当性を欠き，明らかに裁
量権を逸脱，濫用したと認めることはできない。

よって，被告の裁量権の逸脱，濫用を認めることはできない。
(4)　裁量基準の違法

ア　原告らは，行政がその裁量を適正に行使するためには，裁量決定の準則
となるべき基準を内部的に定立し，それに基づいて権限を行使する必要が
あり，「被告が準用財政再建団体に転落することを回避するため最終的に
やむを得ない手段として，給与の抑制措置を選択し，愛知県議会は認め
た。」という基準では，地方公務員法所定の給与決定原則（その中核は人
事委員会の勧告制度）に反して，既に職員が基本条例に基づいて既得の
権利として有する給与を，給料表を変更せずして削減することの基準として
は不十分であり，準用財政再建団体に現実に転落したという事実の発生
が，給与削減を必要とする基準の要素となるべきであると主張する。
　しかし，仮に，準用財政再建団体に転落した場合には，地方公共団体とし
ての自主的な行財政運営が不可能になってしまうことになり，県民の生活
に多大な支障が生ずることになるのであるから，準用財政再建団体に転落
した事実を給与抑制条例の制定の要件とすることは硬直的にすぎるといわ
ざるを得ない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

イ　なお，以上は，平成１２年度及び１３年度給与抑制条例についても同様で
あり，これらに対する原告らの主張を採用することはできない。

(5)　裁量判断の方法・過程の違法
　原告らは，次のとおり主張するが，いずれも採用することができない。



ア　財政赤字を招いたＡ前知事が次期知事選挙に出馬しないと表明していた
事実を考慮していないか不当に軽視した
　原告らは，財政赤字を招く放漫財政をしてきたＡ前知事が次期知事選挙
に不出馬を表明したのであるから，被告当局は責任をもって平成１１年度
の予算編成をすることができなかったものといわなければならず，被告当
局は，平成１１年度給与抑制条例を制定する実質的権限を失ったものであ
ると主張する。
　しかし，知事が交代することにより当然政策に影響があり得るかもしれな
いが，被告当局は知事がだれであるにせよ責任をもって政策を遂行しなけ
ればならない立場にあることは変わらないし，また，行政の継続性の要請
に照らすと，被告当局は原則として従前の政策を継承することが要請され
るというべきであって，知事が交代したからといって被告当局が平成１１年
度給与抑制条例を制定する実質的権限を失ったとはいえない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

イ　平成１０年度の実質収支の赤字額は２２２億円であって準用財政再建団
体に転落しなかった事実を考慮していないか又は不当に軽視した
　原告らは，平成１０年度決算における実質収支の赤字額は２２２億円であ
って準用財政再建団体に転落することはなく，平成１１年度給与抑制条例
制定時にも準用財政再建団体に転落しないことは見込まれていたと主張す
る。
　しかし，前記のとおり，平成１１年度給与抑制条例による抑制額は３１９億
円で，平成１１年度の実質収支額は９１億円の赤字であったから，同条例
が制定されていなければ，約４１０億円の赤字となったのであり，被告が準
用財政再建団体となり得る赤字額が約５４０億円であったこと，平成１０年
度や平成１１年度の実質収支の赤字額も，前記のような様々な収入確保と
支出削減の努力がされた結果であることに照らすと，結果として平成１０年
度の赤字額が２２２億円余りで，平成１１年度の赤字額が９１億円となった
からといって，準用財政再建団体に転落しないことが見込まれていたという
ことはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

ウ　県債による財源の確保について考慮せず又は不当に軽視した
　原告らは，平成１１年度の県債の発行額は平成１１年度決算によれば３１
９２億円となり，県債の実績が平成１０年度が３９５３億円，平成９年度が３８
２８億円であったことに照らすと，平成１１年度の当初試算の１６５０億円，
当初予算の１５４２億円が極めて少額であり，県債による財源の確保につ
いて考慮せず又は不当に軽視したと主張する。
　しかし，前記のとおり，地方債制度は，国による毎年度の地方財政対策と
密接な関係があり，国の地方財政対策が明確にならない限り予測しにくい
などそもそも予測が困難なものであるし，平成１１年度の地方財政対策は，
恒久減税の国と地方の分担について議論されていて見通しが不透明であ
ったし，その具体的実施方針である国の平成１１年度の地方債許可方針
は，平成１１年１月２１日に自治省が開催した全国都道府県財政課長会議
において初めて明らかにされたのであるし，平成１１年度給与抑制条例に
よる給与抑制を織り込んだ平成１１年２月中旬の知事査定後の財政見通し
では，前記のとおり，充当率の引き上げ措置を最大限に活用することとして
県債を２６５１億円と見込んでいたのであるから，当初試算が１６５０億円，
当初予算が１５４２億円であったからといって，被告当局が県債による財源
の確保について考慮せず又は不当に軽視したということはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

エ　県税収入及び地方交付税の安定財源について考慮せず又は不当に軽視
した
　原告らは，被告が，平成１１年度給与抑制条例の制定に際し，県税収入
及び地方交付税の見通しと対応を誤ったものであり，堅実予算を執るべき
ところを積極予算を執ったと主張する。
　しかし，証拠（乙９，８３）及び弁論の全趣旨によれば，地方交付税は，国
の地方財政対策の多大な影響を受けるものであるところ，平成１１年度の
地方財政対策は，恒久減税の国と地方の分担について議論されていて見
通しが不透明であったものであり，また，例えば，平成９年度決算では，県



税が１兆１１０９億円余り，地方交付税額は４７億円余りであり，平成１０年
度決算では県税が１兆０８７７億円余り，地方交付税額は６６億円余りであ
って，平成９年度から平成１０年度にかけて，県税が２３２億円余り減少した
のに対し，地方交付税は１９億円余りしか増加していないというように，県
税収入の減収額の約８割が必ず地方交付税として交付されることが保障さ
れるというものではなく，県税収入と地方交付税を合算したものが必ずしも
安定財源というわけではないことが認められる。そして，前記のとおり，被
告は様々な収入の確保，支出の削減措置を講じていたのであるから，これ
によれば，被告当局が県税収入及び地方交付税の見通しと対応を誤った
ということはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

(6)　裁量権行使に際しての手続の不公正
ア　原告らは，歳出の抜本的改善に取り組むためには，中長期の財政再建計

画を立てる必要があるが，被告はこれをしておらず，平成１１年度給与抑制
条例は無効であると主張する。
　しかし，そもそも原告らが指摘する中長期の財政再建計画の具体的な内
容が不明であるし，証拠（甲１８，乙８３）によれば，被告は，平成１０年１２
月，「愛知県行政改革推進計画（愛知県第三次行革大綱）」を策定し，被告
の財政についても，将来にわたる健全な財政運営を確保するため，経費の
削減合理化を始めとする諸施策を講じることとしており，財政健全化に向け
た努力をしていることが認められる。したがって，それを超えて，被告が原
告らが求めるような財政再建計画を立てていないからといって，それにより
直ちに平成１１年度給与抑制条例が無効となるということはできない。

イ　なお，以上は，平成１２年度及び１３年度給与抑制条例についても同様で
あり，これらに対する原告らの主張を採用することはできない。

(7)　事実誤認
　原告らは，被告が，平成１０年度の実質収支を平成１０年１０月の時点で１０
５０億円の赤字と見込んだが，同年度決算では２２２億２５８５万円の赤字にと
どまり，平成１１年度の実質収支を平成１１年２月の知事査定の段階で４８２
億円の赤字を見込んだが，同年度決算では９１億３７６２万円の赤字にとどま
るなど，それぞれの実質収支額について見込みを誤ったのであり，このような
事実誤認に基づいてされた平成１１年度給与抑制条例には裁量権の逸脱，
濫用があると主張する。
　しかし，前記のとおり，被告は，平成１１年度において収入の確保や適正な
予算執行に努め，これにより実質収支の赤字額が減少したのであるし，そも
そも社会経済環境や行政需要が大きく変化する中で，収入支出を寸分の狂
いもなく見積もり，それに従って事務事業を固定的に実施することは非常に困
難であるし，証拠（乙９）によれば，被告の予算規模が２兆円を超える大規模
なものであることが認められることなどに照らすと，前記のような差は誤差の
範囲内であるということができ，被告が事実誤認をしたとまで認めることはで
きない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

第４　「（職員の給与に関する条例に基づく請求）第２　平成１２年度給与抑制条例の
無効」について
１　立法形式の濫用について

(1)　原告らは，被告が，第２年目の給与抑制については，本来平成１２年３月１
日に失効するはずであった平成１１年度給与抑制条例の給与抑制期間を延
長し，併せて期末，勤勉手当の削減率を減少させており，第３年目の給与抑
制条例も同様の立法形式を採用しているが，このような立法は，本来失効す
る条例の改正という形を借り，実際には全く新しい条例を制定するものであ
り，立法形式において濫用があり無効であると主張する。

　　しかし，条例を新規制定する方法を採るか又は既存の条例を一部改正する
方法を採るかは立法技術的な事項であり，どれによるかは，専ら立法機関の
裁量にゆだねられるべき事項であって，既存の条例を一部改正する方法を採
ったからといってこれにより直ちに平成１２年度給与抑制条例が違法，無効で
あるとはいえない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
(2)　なお，以上は，平成１３年度給与抑制条例についても同様であり，これに対



する原告らの主張を採用することはできない。
２　条例の成立過程の瑕疵の有無

(1)　原告らは，被告が第２年目及び第３年目の給与抑制条例の提案に先立っ
て，原告らの所属する職員団体と教育委員会との給与改定の交渉を実施して
いるが，教育委員会は，この交渉において，被告が本件訴訟に提出した資料
を十分に提出していないし，また，自ら財政に対する説明が不十分であること
を随所に自認しており（甲４０），被告は，既に条例で確定した給与等を削減す
るについて負う説明義務を果たしていないと主張する。

　　しかし，証拠（甲２４，２５）によれば，教育委員会と職員団体との交渉におい
て一定程度の資料が提出されたことが認められるし，被告が本件訴訟に提出
した資料の中には，その交渉の際には存在しなかったものもある可能性があ
る。また，「給与改定交渉時の当局の財政説明が不十分であること等を自認
した発言の内容（抄）」（甲４０）に記載された内容については，団体交渉の席
において被告当局がした発言としては不用意なものが多く含まれていることに
照らすと直ちに信用することはできない。

　　よって，被告が説明義務を果たしていないから平成１２年度給与抑制条例が
無効であるということはできない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
(2)　原告らは，第２年目及び第３年目の各給与抑制条例を審議した議員もほと

んどが与党であって，議員としてすべき質問をしていないし，与党でない議員
も自らの出身団体に対する補助金等が削減されることを恐れ，すべき質問を
放棄したと主張する。

　　しかし，原告らが主張する「議員としてすべき質問」の内容が明らかではない
し，仮に，議員の質問が的確なものでなかったとしても，それによって条例が
無効になるということはできない。
　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

３　裁量権の逸脱，濫用
(1)　証拠（甲１３，乙６２，７３，７６，８３），後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれ

ば，次の事実が認められる。
ア　被告は，平成１２年度当初予算については，平成１１年１０月１８日付けで

「平成１２年度予算編成について（依命通達）」（乙５２）と「平成１２年度予算
編成事務処理要領」が添付された「平成１２年度予算編成の要領について
（通知）」（乙５３）を各部局長等に通達，通知し，予算編成方針を明らかにし
た。

　　被告の財政は，この予算編成方針にもあるように，平成１１年１０月の時点
で，平成１０年度に生じた決算赤字の財政措置の目処が立っておらず，大
幅な収支不足が見込まれるなど，平成１２年度においても，引き続き，平成
１１年度と同様に極めて深刻な状況が継続していた。このため，行政活動
計画の立案に当たっては，平成１１年度６月補正後予算額の政策的重要
経費及びその他の行政経費については原則７０％の範囲内，公共事業費
については原則９０％の範囲内とするなど厳しいシーリングを設定し，事務
事業全般にわたり，制度施策の廃止縮小を含めた徹底した見直し，合理化
を図り，これまで以上に歳出の抑制に取り組むこととした（乙５２）。

イ　そして，被告は，これらの「予算編成方針」に基づいて，各部局から出され
た要望額を基に，平成１２年１月７日時点までの調整状況を１００億円単位
で「平成１２年度財政状況試算（当初）」（甲２４の４９，５０頁）を取りまとめた
（乙６２）。

　　これによれば，平成１２年１月７日の段階での収支不足の見込額は，前記
財政状況試算（甲２４の４９，５０頁）の「平成１２年度①」欄の「歳出」欄の
「計」欄の２兆２８００億円から「歳入」欄の「計」欄の２兆０９００億円を差し引
いた１９００億円であった（乙６２）。

　　前記財政状況試算（甲２４の４９，５０頁）の記載項目のうち，歳入面につい
ては，平成１２年１月７日時点で，県税につき，被告の税収動向に大きな影
響を及ぼす法人関係税に関して県内主要企業に対する聴き取り調査を実
施することなどにより積算し，１兆０３００億円と見込んでいた。また，地方交
付税については，被告の税収見通しや国の地方財政対策の動向を踏まえ
ながら，１２００億円と見込んでいた。さらに，県債については，各部局から
の予算要望のあった経費を基に，国の地方財政対策の動向を踏まえなが



ら，平成１１年度の通常の起債充当率を乗じて見積もり，１７００億円と見込
んでいた（乙７３）。

　　他方，歳出面においては，「平成１２年度予算編成について（依命通達）」
（乙５２）及び「平成１２年度予算編成事務処理要領」が添付された「平成１２
年度予算編成の要領について（通知）」（乙５３）に基づき，既に平成１２年１
月７日の時点で，事務事業全般にわたり，制度，施策そのものの廃止・縮
小をも含めた一層徹底した見直し，合理化を図り，政策的重要経費及びそ
の他の行政経費について，前年度予算額の７０％の範囲内とするシーリン
グを設定するなど，厳しい歳出抑制の下で積算を行った。この時点では，
給与抑制を見込んでいたわけではなかった（乙７３）。

ウ　その後，平成１２年２月の知事査定の段階までに，前記の各項目につい
て，更に精査を行った。

　　県税については，直近の徴収状況などを基に精査し，平成１２年２月の時
点では，２７５億円増の１兆０５７５億円と見込んだ（乙５５，７３）。また，地方
交付税については，平成１２年１月下旬に自治省が開催した全国都道府県
財政課長会議で説明された平成１２年度の地方交付税算定上の留意点を
踏まえて精査し，２００億円増の１４００億円と見込んだ（乙５５，７３）。さら
に，県債については，地方交付税と同様に全国都道府県財政課長会議で
説明された平成１２年度の地方債計画に関する情報を踏まえて精査し，７９
０億円増の２４９０億円と見込んだ（乙５５，７３）。

エ　このような精査の中で，「１２年度の財源対策について」（乙５４）の作成段
階で，県税及び地方交付税について既に最終予算額ベースで整理したが，
歳入の増加を見込んだ上でも，歳出との収支の均衡を保つことが困難であ
り，合計１６８０億円の財源対策が必要とされたので（乙６２），その財源不
足を解消するため，「１２年度の財源対策について」（乙５４）の記載に係る
給与抑制措置を含む様々な財源対策を講じざるを得ず（乙８３），「平成１２
年度一般会計の財源見通し」（乙５５）の作成に至った。

　　このため，平成１２年度当初予算作成に当たっては，この多額の収支不足
額を解消するため，歳入，歳出の両面にわたる，更なる様々な財源対策が
講じられた（乙６２）。平成１２年度当初予算編成における歳入，歳出両面で
の最終段階での財源対策の内容を示す「１２年度の財源対策について」
（乙５４）に記載のとおり，平成１２年度においても，給与の抑制措置が財源
対策の一環として必要な措置として組み込まれた。この給与抑制の効果
は，総額２２２億円であった。

オ　平成１２年度当初予算の知事査定の結果を踏まえた予算編成最終段階
の一般会計の財源見通しは，「平成１２年度一般会計の財源見通し」（乙５
５）記載のとおりであり，「１２年度当初予算Ａ」欄の「差引」欄が０円となって
いるように，この時点で，歳入，歳出の均衡を図ることができた。しかし，こ
の中には，「１２年度の財源対策について」（乙５４）の「歳出」の区分にある
ように，本来当初予算で措置しなければならない「公債費」における満期一
括償還減債基金への平成１２年度分の積立金１２３億円や，「人件費」（給
与費）における平成１２年度給与改善費３０億円の予算計上が見送られて
いるほか，更にその後に額が確定する平成１１年２月補正予算段階では１
９０億円（乙５５の「歳入」欄の「繰越金」欄の「１２年度当初予算の主な内
容」欄記載の額）と見込まれていた平成１１年度の赤字額に対する財源手
当の見通しも立っていなかった（乙６２）。

　　以上のとおり，平成１２年度の当初予算編成においては，平成１２年度給
与抑制条例による給与抑制措置を講じても，実質的には，歳入，歳出の均
衡に達することができない財政状況にあった（乙６２）。

カ　平成１２年度当初予算における経費構成と収入構成の内容を示す「経費
構成と収入構成について」（乙５６）の「サ」の「Ｆ」欄記載のとおり，平成１２
年度の当初予算における一般財源の総額は，平成１１年度６月補正後予
算と比べて，７７９億円増加しているが，他方で，同「ア」の「Ｈ」欄記載のと
おり，義務的経費等に要する一般財源額は８９８億円増加しており，人件費
を始めとする義務的経費の財源確保の見地から，平成１２年度において
は，平成１１年度に引き続き厳しい状況にあった（乙６２）。

キ　平成１２年度人事委員会勧告においては，「職員の給与の減額措置は，
県税収入の急激な減少により過去に経験したことのない危機的な財政状



況が引き続く中にあって，財政再建に向けた様々な取組の一つとしてやむ
を得ず継続されているものであると理解し」，「職員の給与の減額措置は勧
告制度とは異なる次元で実施される例外的なものであり，当該減額措置の
影響による較差については，勧告制度の枠組みを超えるものとして取り扱
うことが適当であると考える。」（乙８１）とされている。

(2)　原告らは，被告の裁量権の逸脱，濫用を主張する。
　　しかし，前記のとおり，平成１２年度当初予算においては，予想された平成１

１年度の実質収支が１９０億円の赤字であり，これに対する財源見通しも立っ
ておらず，満期一括償還減債基金１２３億円や平成１２年度給与改善費３０億
円など本来措置すべき経費の予算計上を先送りして初めて収支の均衡を図
ることが可能となったものであるし，地方公共団体は，住民の福祉の増進を図
ることを基本として，地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割
を広く，かつ連綿として担っているものであり，その礎となる財政運営の基本
的在り方としては，地方公共団体としての自主・自立性が大きく損なわれる準
用財政再建団体への転落を回避することはもちろんのこと，単年度の収支均
衡の保持，さらには，長期にわたる財政の健全性，すなわち長期間を通じて
起こる財政変動に耐え得る弾力性のある財政を確立することが求められてい
るといえること，平成１２年度給与抑制条例による給与抑制措置は，被告の財
政の健全化や県民，市町村の理解を図る見地からもやむを得ないものであっ
たということができ，平成１２年度給与抑制条例による抑制額が前記のとおり
２２２億円と平成１１年度給与抑制条例に比べて緩和されていることに照らす
と，被告の判断が著しく妥当性を欠き，明らかに裁量権を逸脱，濫用したとま
で認めることはできない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
４　事実誤認

(1)　後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　前記のとおり，平成１２年２月の補正予算編成の時点で，平成１２年度予

算に繰り越される見込みであった平成１１年度の赤字額１９０億円は，平成
１１年度の決算額が確定した平成１２年５月末の出納閉鎖期日の時点で，
歳出不要額の増加などから実質収支として９１億円の赤字に縮小して平成
１２年度に繰り越された（乙６６，７３，７６，８３）。この見込みから確定に至
るまでの赤字額の縮小については，時点，時点の整理でその全体額を見
込み，確定していくというものであり，その途中の過程で，どの費目でどれ
だけ赤字額が縮小したのかの分析は困難である（乙７６）。また，それぞれ
の時点相互間における金額の変化は，様々な要因に基づく歳入面，歳出
面の個別の変動が多数集積した結果であって，その個別の変動をすべて
補そくすることは不可能である（乙８３，弁論の全趣旨）。

イ　確定した９１億円の赤字の内容は，次のとおりである。歳入の面において
は，一般会計歳入の予算現額２兆３６７４億円から，収入済額２兆３０３４億
円を差し引き，６４１億円の減収（歳入不足）となった（「平成１１年度愛知県
一般会計歳入歳出決算書」（乙７５）の１２，１３頁の表中の「歳入合計」欄の
各記載）。一方，歳出の面においては，予算現額２兆３６７４億円から支出
済額２兆３０９３億円を差し引きし，５８１億円の支出の減少となった（前記決
算書（乙７５）の２２，２３頁の表中の「歳出合計」欄の各記載）。

　　以上のように，確定した歳入総額２兆３０３４億円と歳出総額２兆３０９３億
円とを差し引きした「歳入歳出差引歳入不足額」のマイナス５９億円から，
「翌年度へ繰り越すべき財源」の３２億円を差し引いた「このため翌年度歳
入繰上充用金」のマイナス９１億円（前記決算書（乙７５）の２２，２３頁）が，
赤字額として確定したものである（乙２８，７６）。

ウ　平成１２年度については，歳入面においては，「平成１２年度　愛知県歳入
歳出決算及び基金運用状況の審査意見書」（乙７８）の１０，１１頁の「各款
別内訳表」の「（Ｃ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとおり，９７.５０％が収
入済みであり，「１１　寄附金」及び「１２　繰入金」を除けば９０％以上の高
率である。したがって，予算の見積りは適正であったといえる。

　　歳出面においては，前記審査意見書（乙７８）の３８，３９頁の「各款別内訳
表」の「執行率（Ｂ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとおり，執行率は全体
として９７.２２％であり，「１２　災害復旧費」を除けば，いずれもほぼ９０％以
上の高率である。したがって，同様に予算の見積りは適正であったといえ



る。
　　なお，愛知県監査委員は，前記審査意見書（乙７８）の７頁で，「予算の執

行に当たっては，議会の議決の趣旨に沿い，効率性に配慮して，おおむね
適正に執行されているものと認めた。」と判断している。

エ　ところで，平成１２年度においても，予算及び年度途中の執行見込みと最
終の決算とが一致せず，平成１３年２月の補正予算編成時に見込んだマイ
ナス８０億円（乙６６）は，結果として平成１２年度の決算段階では２８億円
へと黒字に転換した（前記審査意見書（乙７８）の６頁）。

　　平成１３年２月に見込んだマイナス８０億円は，前記審査意見書（乙７８）の
３４頁下段の表の「７　雑入」の項の「５　雑入」の目の「主な内容」欄に，「総
務費雑入において，前年度の実質収支が赤字になったことに対応するため
の繰上充用に係る財源を措置したこと」と記載があるとおり，前記審査意見
書（乙７８）の３４頁の上段の表の「７　雑入」の項の「５　雑入」の目の欄に
予算現額１６６億円として計上されている。なお，前記審査意見書（乙７８）
の３４頁の上段の表の「７　雑入」の項の「５　雑入」の目の「予算現額と収
入済額の比較」の欄に，マイナス７１億円が計上されているが，これは，他
に予算現額を上回る収入が９億円あったことによるものである（弁論の全趣
旨）。

　　前記の収入不足８０億円は，他の収入の過不足と合算され，前記審査意
見書（乙７８）の１０，１１頁の上段の「予算現額と収入済額との比較」欄記
載のマイナス５９９億円の内数となり，このマイナス５９９億円が当該年度の
最終的な収入不足の総額となった。一方，前記審査意見書（乙７８）の３８，
３９頁の上段の表記載のとおり，最終の予算現額と支出済額との差である
翌年度繰越額５３３億円（繰越明許費５３２億円と事故繰越し１億円）と不用
額１３４億円の合計６６７億円が当該年度に最終的に支出しなかった額であ
る。これら歳入不足マイナス５９９億円と歳出しなかった６６７億円の差し引
きで，前記審査意見書（乙７８）の６頁の表の「歳入歳出差引額」欄記載のと
おり，結果として６８億円の黒字が計上された。

　　さらに，翌年度繰越額５３３億円のうち，翌年度に財源を繰り越すべきもの
が，前記審査意見書（乙７８）の６頁の「翌年度へ繰り越すべき財源」欄記載
のとおり，４０億円あることから，６８億円から４０億円を差し引いた２８億円
が，当該年度の最終黒字額であり，また実質収支額となった（弁論の全趣
旨）。

　　以上のとおり，平成１３年２月の補正予算編成の際の収支不足のマイナス
８０億円は，最終的に２８億円の黒字となったものであるが，これは，歳入
面で税収が予算額を上回ったことのほかに，歳出面でより一層の適切な執
行に努めたことなどから，健康福祉費，建設費，教育費，公債費など不用
額が生じたこと，様々な財源対策（乙５４）の実施と，平成１１年度の赤字が
結果として９１億円に減縮されたことなどの結果として，最終的に平成１２年
度の決算額が確定した平成１３年５月末において，実質収支として２８億円
の黒字となったものである（乙７３，８３）。

(2)　原告らは，平成１２年度予算について，被告当局は，実質収支の観点から，
平成１２年１月７日の時点で１９００億円の赤字額（甲２４の４９，５０頁），同年
２月当初予算作成時１６８０億円の赤字額（乙５４）を予測したが，同年度の実
質収支の決算額は赤字ではなく２８億４７４８万円の黒字であり（乙２８），被告
当局は，平成１２年度給与抑制条例の制定に当たり，平成１１年度及び平成１
２年度の実質収支額について見込みを誤ったことは明らかであり，このような
事実誤認に基づいてされた平成１２年度給与抑制条例の制定については，裁
量権の逸脱，濫用があり，県議会についても同様であると主張する。

　　しかし，被告が，平成１２年２月当時に見込んだ収支不足額１６８０億円につ
いては，前記のとおり，平成１２年度給与抑制条例による抑制額約２２２億円
を含む様々な収入の確保や支出の削減の措置が採られているのであるし，
被告は，年度内においても収入の確保に努め，さらに適正な予算の執行に努
めたことにより実質収支の赤字額が減少したのであって（乙６２，７３），また，
前記のとおり，そもそも社会経済環境や行政需要等が大きく変化する中で，
収入支出を寸分の狂いもなく見積もり，それに従って事務事業を固定的に実
施することは極めて困難であるし，被告の予算規模が２兆円を超える大規模
なものであることに照らすと，前記のような差は誤差の範囲内であるということ



ができ，被告が事実誤認したとまでは認めることはできない。
　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。

第５「（職員の給与に関する条例に基づく請求）第３　平成１３年度給与抑制条例の無
効」について
１　裁量権の逸脱，濫用

(1)　後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　被告は，平成１３年度予算については，「平成１３年度予算編成について

（依命通達）」（乙６３）及び「平成１３年度予算編成事務処理要領」が添付さ
れた「平成１３年度予算編成の要領について（通知）」（乙６４）を通達，通知
した。各部局はこれに基づいて要望額を提出し，被告が平成１３年１月９日
時点までの調整状況を取りまとめ，その金額を１００億円単位で整理したも
のが「平成１３年度財政状況試算（当初）」（甲２５の５１頁）である（乙７３）。

　　平成１３年１月９日の時点での収支不足の見込額は，前記財政状況試算
（甲２５の５１頁）の「平成１３年度①」欄の「歳出」欄の「計」欄の２兆３３００
億円から「歳入」欄の「計」欄の２兆１９００億円を差し引いた１４００億円とな
っており，平成１３年度の予算編成においても大変厳しい財政状況にあっ
た（乙７３，８３）。

イ　平成１３年１月９日の時点で，歳入面では，県税につき，被告の税収動向
に大きな影響を及ぼす法人関係税に関して県内主要企業に対する聴き取
り調査を実施することなどにより積算し，１兆０８００億円（前記財政状況資
産（甲２５）の５１頁）と見込んでいた。また，地方交付税については，被告の
税収見通しや国の地方財政対策の動向などを踏まえながら，１１５０億円と
見込んでいた。さらに，県債については，各部局からの予算要望のあった
経費を基に国の地方財政対策の動向を踏まえながら平成１２年度の起債
充当率を乗じて積算し，２１００億円と見込んでいた（乙７３）。

　　他方，歳出面では，「平成１３年度予算編成について（依命通達）」（乙６３）
及び「平成１３年度予算編成事務処理要領」が添付された「平成１３年度予
算編成の要領について（通知）」（乙６４）に基づき，既に平成１３年１月９日
の時点で，被告の事務事業全般にわたり，制度，施策そのものの廃止・縮
小をも含めた一層徹底した見直し，合理化を図り，政策的重要経費及びそ
の他行政経費について，前年度予算額の９０％の範囲内とするシーリング
を設定するなど，厳しい歳出抑制の下で積算を行ったが，それでもなお，収
支において１４００億円の不足が見込まれた。なお，平成１３年度において
もこの時点で給与抑制措置は見込んでいない（乙７３）。

ウ　その後，被告は，平成１３年２月の知事査定の段階までに，更に精査を行
った（乙７３）。

　　その結果，県税については，直近の徴収状況などを基に精査し，１７６億
円増の１兆０９７６億円と見込んだ。また，地方交付税については，平成１３
年１月下旬に自治省が開催した全国都道府県財政課長会議で説明された
平成１３年度の地方交付税算定上の留意点を踏まえて精査し，１１５０億円
の同額と見込んだ。さらに，県債については，地方交付税と同様に全国都
道府県財政課長会議で説明された平成１３年度の地方債計画に関する情
報を踏まえて精査し，６７８億円増の２７７８億円と見込んだ（乙７３）。

エ　こうした精査の中で，歳入の増加を見込んだ上でも，１４００億円すべての
収支不足を解消し，歳入，歳出との収支の均衡を保つことが困難であった
ことから，平成１３年度においても様々な財源対策を講じることが不可欠と
判断された。その結果，知事査定の結果を踏まえ，「平成１３年度の収支状
況」（乙６５）記載のとおり，給与抑制措置を含む財源対策を講じることにな
った（乙７３）。

　　平成１３年度当初予算は，こうした歳入，歳出両面にわたる１４００億円の
財源対策を講ずることによって，一応編成することができ，表見上は，歳
入，歳出の均衡を図ることができたが，この中には，「平成１３年度の収支
状況」（乙６５）の「歳出の調整」欄に記載のとおり，本来当初予算で措置し
なければならない①公債費における平成１３年度満期一括償還分の減債
基金への平成１３年度分の積立金１５５億円や，②人件費（給与費）におけ
る平成１３年度給与改善費３０億円の予算計上が見送られているほか，さ
らに，前年度と同様，平成１３年２月の補正予算編成の時点で平成１３年度
予算に繰り越される見込みであった平成１２年度の赤字額８０億円（「平成



１２年度の収支状況」（乙６６）の「１２年度収支見込（２月補正）」欄に記載）
に対する財源手当の見通しも立っていなかった（乙７３，８３）。

　　このように，平成１３年度給与抑制条例による給与抑制措置を講じても，
実質的には，歳入，歳出の均衡に達することができない状況にあった（乙７
３，８３）。

オ　平成１３年度当初予算における一般財源の総額は，平成１２年度当初予
算と比べて，１１３億円増加（「経費構成と収入構成について」（乙６７）の
「サ」の「Ｆ」欄）しているのであるが，それ以上に義務的経費等に要する一
般財源額（「経費構成と収入構成について」（乙６７）の「ア」の「Ｈ」欄）が２８
４億円増加しているのであって，被告の財政は，平成１２年度に引き続き厳
しい状況にあった（乙７３）。

　　こうした一般財源状況に加え，前記のとおり，平成１３年度当初予算では，
本来措置すべき経費の予算計上を先送りしなければならなかったもので，
平成１３年度給与抑制条例による給与抑制措置を講じなければ予算の編
成すらできなかったものといえる。

カ　平成１３年度給与抑制条例による給与抑制の内容は，例月給与の２％の
抑制であり，当初予算ベースでは，１０４億円の抑制であった（甲２２の９
頁，弁論の全趣旨）。

キ　平成１３年度人事委員会勧告においては，「人事委員会の勧告制度とは
異なる次元で実施される例外的な措置であると考えて」おり，「特例条例に
より実施されている職員の給与の減額措置については，かつてない危機的
な財政状況に対処するため緊急避難的に，また，財政再建に向けた様々
な取組の一つとして，やむを得ず継続されているものであると理解してい
る」とされており，平成１３年度の給料表については改定を見送ることが適
当であると考えると報告された（乙８２）。

(2)　原告らは，被告に裁量権の逸脱，濫用があると主張するところ，前記のとお
り，平成１２年の実質収支額は，平成１３年５月締めで２８億円の黒字であった
ことが認められる。

　　しかし，前記のとおり，被告が平成１３年度給与抑制条例を制定しようとした
平成１３年２月８日の時点では，平成１２年度の実質収支額は８０億円の赤字
が見込まれていたこと，被告は，本来当初予算で措置すべきものの予算計上
を見送ったり，予想された平成１２年度の実質収支赤字額８０億円の財源の
見通しも立っていなかったものであること，地方公共団体は，住民の福祉の増
進を図ることを基本として，地域における行政を自主的かつ総合的に実施す
る役割を広く，かつ連綿として担っているものであり，その礎となる財政運営
の基本的在り方としては，地方公共団体としての自主・自立性が大きく損なわ
れる準用財政再建団体への転落を回避することはもちろんのこと，単年度の
収支均衡の保持，さらには，長期にわたる財政の健全性，すなわち長期間を
通じて起こる財政変動に耐え得る弾力性のある財政を確立することが求めら
れているといえること，愛知県人事委員会も，平成１３年度の給料表について
は改定を見送るよう報告した上，給与抑制措置についても，かつてない危機
的な財政状況に対処するため，緊急避難的に，また，財政再建に向けた様々
な取組みとして，やむを得ず継続されているとの理解を示していたこと，平成
１３年度給与抑制条例は，給与（教職調整額を含む。）及び調整手当の抑制
額を従前の３.５％から２％に軽減し，期末，勤勉手当の８％の減額をやめるな
ど緩和された内容となっていることなどに照らすと，被告の判断が著しく妥当
性を欠き，明らかに裁量権を逸脱，濫用したとまで認めることはできない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
２　事実誤認

(1)　後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア　平成１３年度については，歳入面においては，「平成１３年度　愛知県歳入

歳出決算及び基金運用状況の審査意見書」（乙７９）の１０，１１頁の各款別
内訳表の「（Ｃ）／（Ａ）×１００」欄の「計」欄記載のとおり，一般会計全体で
は，予算に対して９７.４９％が収入済みであり，「１１　寄附金」及び「１２　繰
入金」を除けばおおむね９０％以上の高率である。したがって，予算の見積
りは適正であったといえる。

　　歳出面においては，前記審査意見書（乙７９）の４０，４１頁の下段の表の
「執行率（Ｂ）／（Ａ）×１００」欄記載のとおり，９７.２４％であり，いずれもほ



ぼ９０％以上の高い率である。したがって，同様に予算の見積りは適正であ
ったといえる。

イ　ところで，平成１３年度においても，予算及び年度途中の執行見込みと最
終の決算とが一致せず，平成１４年２月の補正予算編成時において，収支
状況は歳入歳出が均衡するものと見込まれていた（「平成１３年度の収支
状況」（乙８０）の「１３年度収支見込（２月補正）」欄記載の額が「０」となって
いる。）が，結果として平成１３年度の決算段階では２０億円の黒字となった
（前記審査意見書（乙７９）の６頁の上段の表の「実質収支額（Ａ）」欄記載の
額）ものであり，その理由は以下のとおりである。

　　すなわち，平成１３年度の最終的な不足額は，前記審査意見書（乙７９）の
１０，１１頁の上段の表の「予算現額と収入済額との比較」欄のマイナス６１
２億円であった。一方，当該年度に最終的に支出しなかった額は，前記審
査意見書（乙７９）の４０，４１頁の上段の予算現額と支出済額との差である
「翌年度繰越額」欄記載の５１６億円（繰越明許費５１５億円と事故繰越し１
億円）と「不用額」欄記載の１５６億円の合計である６７２億円であった。した
がって，収支は，前記審査意見書（乙７９）の６頁の上段の表の「歳入歳出
差引額」欄記載のとおり，収入のマイナス６１２億円と支出の６７２億円を加
えた６０億円の黒字となった。そして，翌年度繰越額５１６億円のうち，翌年
度に繰り越すべきものが，前記審査意見書（乙７９）の６頁の上段の表の
「翌年度へ繰り越すべき財源」欄記載のとおり４０億円あることから，結果と
して当該年度は，６０億円から４０億円を差し引いた２０億円が，平成１３年
度の最終黒字額であり，また，実質収支額となったものである（乙８３，弁論
の全趣旨）。

(2)　原告らは，平成１３年度予算について，被告当局は，実質収支の観点から，
予算編成段階で１４００億円の赤字（甲２５の５１頁）を予測したが，同年度の
実質収支の決算額は１９億６２８２億円の黒字（乙７９の６頁）であり，平成１２
年度決算について，平成１３年２月時点で８０億円の赤字額を見込んだが（乙
６６の「１２年度収支見込（２月補正）欄参照），同年度の実質収支の決算額は
２８億４７４８万円の黒字となっており（乙７８の６頁），平成１３年度給与抑制条
例の制定に当たって，平成１２年度及び平成１３年度の実質収支額の見込み
を誤ったことは明らかであって，このような事実誤認に基づいてされた平成１３
年度給与抑制条例の制定には，裁量権の逸脱，濫用があると主張する。

　　しかし，前記のとおり，被告は，平成１２年度において収入の確保や適正な予
算の執行に努めたことにより実質収支の赤字額が減少したのであるし，そも
そも，社会経済環境や行政需要等が大きく変化する中で，収入支出を寸分の
狂いもなく見積もり，それに従って事務事業を固定的に執行することは極めて
困難であって，被告の予算規模が２兆円を超える大規模なものであることに
照らすと，前記のような差は誤差の範囲内ということができ，被告が事実誤認
したとまで認めることはできない。

　　したがって，原告らの前記主張を採用することはできない。
第５章　結論

　よって，原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし，主文のと
おり判決する。
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